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1. 論文の概要 
本論文は，国税通則法（以下「法」という。）74 条の 11 第 2 項に規定する調査終了手続

が違法となる場合について，近年の裁判例の動向を踏まえて論じたものである。 
法 74 条の 11 は調査終了手続について定めており，同条 2 項は「国税に関する調査の結

果，更正決定等をすべきと認める場合には，当該職員は，当該納税義務者に対し，その調
査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。）を説明するものと
する。」と規定している。これは，平成 23 年 12 月の通則法改正により，設けられた規定
である。 
近年，この法 74 条の 11 第 2 項に規定する調査終了手続（以下「結果説明手続」とい

う。）に違法があったとして，それに基づきなされた課税処分の取消しを求める事案が複
数あらわれているが，規定には不明確な部分もあり，その判断基準は未だ確立されていな
い。 
東京地裁平成 31 年 2 月 20 日判決 1は，調査の終了に際して，税務職員が調査結果説明

を十分に行わなかったとして，更正処分の取消しが認められるか否かにつき争われた事例
である。裁判所は，当該調査においては「重大な違法」があるとはいえず，「著しく正義
に反するとの評価を受けるような手続の瑕疵があるとはいえない」と判示し，更正処分の
取消しは認められないとした。 
東京高裁令和 2 年 8 月 26 日判決 2（以下「東京高裁令和 2 年判決」という。）及び東京

高裁令和 4 年 8 月 25 日判決 3（以下「東京高裁令和 4 年判決」という。）は，調査結果の
説明の不実施が，課税処分の取消事由となるか否かにつき争われた事例である。 
東京高裁令和 2 年判決は，法 74 条の 11 第 2 項の規定が「説明するものとする」という

表現を用いていること等から，「例外を認めない絶対的な義務を定めたものということは
できず」納税者が説明を受ける機会を放棄した場合には説明は不要であるとし，説明を欠
いていたとしても，更正処分は違法にならないとした。 
東京高裁令和 4 年判決は，通則法改正の趣旨を踏まえたうえで，税務当局が納税者に対

する説明責任を果たさず，その結果，「自ら納税義務の内容の確定を行う意思のある納税
義務者の修正申告等の機会が実質的に失われたと評価される場合」は，税務当局による説

 
1 東京地判平成 31 年 2 月 20 日税資 269 号順号 13244。 
2 東京高判令和 2 年 8 月 26 日税資 270 号順号 13441。 
3 東京高判令和 4 年 8 月 25 日公刊物未登載（LEX/DB 文献番号 25593735）。 
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明義務が定められた趣旨に反するものとして，当該手続を経てされた課税処分を違法な処
分として取り消すべき場合があると判示した。その上で，納税者側が複数回にわたり説明
を受けることを拒否したこと等を理由に，説明を受ける機会を自ら放棄したと評価し，当
該処分の取消しは認められないとした。 
 本論文では，これらの裁判例を素材として，①結果説明手続が違法となる場合の判断基準
が明確でないこと，②当該手続が違法となる場合に課税処分へ与える影響が明確でないこ
との 2 点を問題提起として挙げ，考察を行った。 
 
2. 先行研究の状況 
法 74 条の 11 第 2 項に関する問題を検討するものとして，以下の先行研究がある。 
山本洋一郎は，結果説明手続の法定化は，法 74 条の 14 第 1 項（行政手続法の適用除

外）が改正されたこととセットであることから，理由付記と同程度の「理由」が求められ
るとする 4。一方，酒井克彦は，理由付記は，「争点明確化機能」としての意味合いを強く
持つものであり，調査結果の説明とは目的が異なることから，理由付記と同程度の「理
由」は求められないとする 5。 
作田隆史は，調査結果の説明は，適正手続四原則の理由付記 6と同様の機能を有し，手

続固有の価値を認めることができると述べる 7。また，長島弘は，調査結果の説明時は弁
明・反論の機会であり，厳格に確保されるべき納税者の権利であると述べる 8。 
しかし，先行研究では，「手続が違法」と認められるのはどのような場合であるのか，

特に，説明の有無（説明を受ける機会を放棄したとみなされるか）についての分析が十分

 
4 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編『国税通則法コンメンタール 税務調査手続編』
（日本法令，2023 年）382 頁〔山本洋一郎執筆部分〕参照。 
5 酒井克彦「調査終了時の手続に係る国税通則法 74 条の 11 に関する検討（上）」月刊税
務事例 52 巻 8 号（2020 年）7 頁参照。そのほか，説明の十分性について検討するもの
に，濱田洋「調査終了の際の説明」商大論集 69 巻 3 号（2018 年）203 頁以下，倉見智亮
「租税確定手続における情報提供」租税法研究 47 号（2019 年）1 頁以下等がある。 
6 適正手続四原則とは，行政手続法に規定されているものであり，具体的な内容は，①告
知・聴聞，②文書閲覧，③理由付記及び④審査・処分基準の設定・公表である（塩野宏
『行政法Ⅰ 行政法総論〔第 6 版〕』（有斐閣，2015 年）308 頁参照）。 
7 作田隆史「国税通則法改正（平成 23 年 12 月）と税務行政」税務大学校論叢９1 号
（2018 年）5 頁参照。 
8 長島弘「税務調査における公正手続と改正国税通則法」租税訴訟 13 号（2020 年）368
頁参照。このほか，「納税義務者本人にする努力を課税庁がどこまでしたのかが問われな
ければならない」として，説明の相手方の側面から検討するものに三木義一「判批」月刊
税務事例 53 巻 7 号（2021 年）29 頁以下がある。 
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でない。 
次に，通則法改正後における手続の違法と課税処分との関係について検討する先行研究

として，以下がある。木山泰嗣は，重大な違法でないから問題ないと一蹴するような通則
法改正前の判例法理をそのまま適用することについては，見直しが必要であるとし，改正
後も重大違法限定説が採用されていることに対し，批判的な見解を示している 9。 
舘彰男は，改正後は原則として課税処分は取り消されるべきであると述べる 10。一方，

原正子は，改正後においても，基本的には重大違法限定説が妥当との立場を採る 11。しか
し，これらは，結果説明手続に焦点を当てて検討されているものではない。 
この点につき，4 つのケースを想定して論じている先行研究として，森論文がある。森

文人は，行政手続法に関する裁判例の分析等を通じて，「手続の違法」と「課税処分の取
消し」のそれぞれにつき検討している 12。しかし，近年の裁判例も踏まえた上で検討され
たものではない。 
特に，前述した東京高裁令和 4 年判決は，重大違法限定説は「採用できない」と明確に

否定し，法 74 条の 11 第 2 項の説明義務が定められた趣旨に反する場合は処分が取り消さ
れる場合があることを明示した初めての判決であることから，近年の裁判例を踏まえた上
で検討することには，意義があると考えた。 
 
3. 論文の構成 
本論文の構成は，以下のとおりである。 
第 1 章では，法 74 条の 11 第 2 項に関して争われた近年の裁判例を取りあげた。そして，

結果説明手続が違法となる場合の判断基準が明確でないこと，当該手続が違法となる場合
に課税処分へ与える影響が明確でないことの問題を指摘した。 
第 2 章では， 法 74 条の 11 と通則法改正の概要を確認した。具体的には，調査終了手

続の内容を整理したうえで，通則法の概要や税務調査手続が設けられるに至った背景，改
正経緯や立法趣旨，学説の評価等を確認した。 
第 3章では，租税法律主義及び我が国で採用されている申告納税制度について確認した。

 
9 木山泰嗣『国税通則法の読み方』（弘文堂，2022 年）266 頁参照。 
10 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（4）173-177 頁〔舘彰男執筆部分〕参
照。このほか，重大性の基準が改正前とは変更されていると指摘した上で，手続の違法と
加算税との関係について考察するものとして，奥谷健「国税通則法 65 条 5 項における
『調査』の違法性と課税処分」税法学 584 号（2020 年）3 頁以下がある。 
11 原正子「税務調査手続の違法と課税処分の関係についての考察」嘉悦大学研究論集 61
巻 1 号（2018 年）15-29 頁参照。 
12 森文人「調査手続の違法と課税処分の関係について」税務大学校論叢 91 号（2018 年）
122-123 頁参照。 
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そして，法 74 条の 11 第 2 項が規定する結果説明手続が，特に納税者に修正申告等の機会
を与えるという点で重要な意義を有することを確認した。 
第 4 章では，裁判例や学説の見解を整理し，これまでの考察を踏まえた上で，手続が違法

となる場合の判断基準を検討した。 
第 5 章では，結果説明手続の違法が課税処分へ与える影響について考察した。裁判例や

学説等の見解を整理した上で，結果説明手続が違法に行われた場合に，課税処分が取り消さ
れるのはどのようなケースであるのか検証した。 
 
3． 本論文の結論 
本論文の結論は，以下のとおりである。 
(1) 結果説明手続が違法となる場合の判断基準 
当該職員が遵守すべき手続が法定化された以上，①「調査結果の内容を……説明するもの

とする」こと（説明義務要件），②調査結果の説明を行う相手は「当該納税義務者」である
こと（相手方要件），③「調査結果の内容」には「更正決定等をすべきと認めた額及びその
理由」が含まれること（説明内容要件）の各要件を満たすときが適法な手続といえる。した
がって，上記要件を充足しなければ，その「手続は違法」となる。 
本論文では特に，先行研究において十分に論じられていない説明義務要件（説明義務は絶

対的義務であるのか否か）を中心に考察を行った。 
修正申告等の機会の確保の重要性や，例外を広範に容認する説（広範容認説）をとると手

続の透明性及び予見可能性が損なわれる恐れがあることから，「例外的に説明義務が免除さ
れる場合はきわめて限定的に解すべき」であり，課税庁側の相応の努力と納税者側の利益放
棄の双方が必要と考えるべき（限定説）である。ただし，申告納税制度における税務調査の
必要性や，「するものとする」の法令用語としての解釈から，努力を尽くしても説明「でき
ない」場合にまで違法となるような「例外を一切認めない絶対的な義務（絶対的義務説）」
であると解すべきではない。 
 
(2) 結果説明手続の違法が課税処分へ与える影響 
改正により税務調査手続があえて法律に明文化されたことを踏まえると，その趣旨目的

や手続の持つ意義を重視した解釈がなされるべきである。そしてその上で，当該規定が，手
続に実体とは別個独立して付与する重要な価値はどこにあるのかを考慮することが必要で
ある。 
法 74 条の 11 第 2 項は，納税者に修正申告等の機会を与えるという点に最も重要な意義

を有する手続である。そしてこれは，手続自体が持つ重要な意義であり，当該規定が，手続
に実体とは別個独立の価値を付与している点である。 
したがって，同項の説明義務違反により，修正申告等の機会が実質的に失われたと評価さ

れる場合には，手続自体が持つ重要な意義をないものとするほどの看過し得ない違法な手
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続が行われたと考え，処分の取消事由となると解するのが適当である。 
ただし，同項の規定に反する手続であっても，自ら納税義務の内容の確定を行う意思が納

税者にない場合や，納税者が自らその機会を放棄したといえるような場合にまで，課税処分
の取消事由となるべきではない。なぜなら，同項が機会を付与しているといえる修正申告等
の制度は，適正な税額を確定させようとする納税者の自主性・主体性が尊重された制度であ
るからである。 
以上より，東京高裁令和 4 年判決が示した，「自ら納税義務の内容の確定を行う意思のあ

る納税義務者」の「修正申告等の機会が実質的に失われた」か否かという判断基準により，
違法な結果説明手続に基づきなされた課税処分の取消しの可否を判断すべきである。 

 
以上 
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はじめに 

1. 調査終了手続 
本論文は，国税通則法（以下，「通則法」又は単に「法」という。）74 条の 11 第 2 項に

規定する調査終了手続が違法となる場合について論じるものである。 
法 74 条の 11 は調査終了手続について定めており，同条 2 項は「国税に関する調査の結

果，更正決定等をすべきと認める場合には，当該職員は，当該納税義務者に対し，その調
査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。）を説明するものと
する。」と規定している。 

これは，平成 23 年 12 月の通則法改正（平成 23 年法律第 114 号による改正。以下，「通
則法改正」又は単に「改正」という。）により，設けられた規定である。従前，実定法上
特段の定めのない実施の細目については，「権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられ
ている」とされており 1，税務調査手続については現行法 74 条の 11 が定める調査終了手
続を含め，税務職員の裁量に委ねられていた 2。このような状況の下，「手続の透明性及び
納税者の予見可能性を高め，調査に当たって納税者の協力を促すことで，より円滑かつ効
果的な調査の実施と申告納税制度の一層の充実・発展に資する観点及び課税庁の納税者に
対する説明責任を強化する観点」から法第 7 章の 2（国税の調査）が設けられ，とりわけ
調査終了手続については，課税庁の納税者に対する説明責任を強化するという趣旨から法
定化されたものとされている 3。 

近年，法 74 条の 11 第 2 項に規定する調査終了手続（以下「結果説明手続」という。）
に違法があったとして，処分の取消しを求める事案が発生している。 

 
2. 近時の裁判例 
⑴ 東京地裁平成 31 年 2 月 20 日判決 

東京地裁平成 31 年 2 月 20 日判決 4（以下「東京地裁平成 31 年判決」という。）は，調
査の終了に際して，税務職員が結果説明を十分に行わなかったとして，更正処分の取消し
が認められるか否かにつき争われた事例である。裁判所は，当該職員が，調査結果に基づ
く課税仕入れに係る支払対価の額の金額を提示していたこと等を根拠に，「否認された課

 
1 最決昭和 48 年 7 月 10 日刑集 27 巻 7 号 1205 頁。 
2 酒井克彦「修正申告の勧奨と不服申立てに関する教示等（上）」月刊税務事例 52 巻 9 号
（2020 年）31 頁参照。 
3 武田昌輔監修『DHC コンメンタール国税通則法』（第一法規，1982 年〔加除式〕）3951
の 3 頁，吉沢浩二郎ほか『改正税法のすべて〔平成 24 年版〕』（大蔵財務協会，2012 年）
236 頁参照。 
4 東京地判平成 31 年 2 月 20 日税資 269 号順号 13244。 
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税仕入れの範囲や，更正処分がされた場合に納付すべきこととなる税額及びその根拠とな
る金額を認識することができる」とした上で，当該調査においては「重大な違法」がある
とはいえず，「著しく正義に反するとの評価を受けるような手続の瑕疵があるとはいえな
い」と判示し，更正処分の取消しは認められないとした。 
 
⑵  東京高裁令和 2 年 8 月 26 日判決 

東京高裁令和 2 年 8 月 26 日判決 5（以下「東京高裁令和 2 年判決」という。）は，調査
終了時の結果説明を税務職員が行わなかったことを理由に，当該調査に基づきなされた課
税処分の取消しが認められるか否かにつき争われた事例である。裁判所は，法 74 条の 11
第 2 項の規定が「説明するものとする」という表現を用いていること等から，「例外を認
めない絶対的な義務を定めたものということはできず」納税者が説明を受ける機会を放棄
した場合には説明は不要であるとし，説明を欠いていたとしても，更正処分は違法になら
ないとした。 

 
⑶ 東京高裁令和 4 年 8 月 25 日判決 

東京高裁令和 4 年 8 月 25 日判決 6（以下「東京高裁令和 4 年判決」という。）は，調査
結果の説明の不実施が，課税処分の取消事由となるか否かにつき争われた事例である。裁
判所は，通則法改正の趣旨を踏まえたうえで，税務当局が納税者に対する説明責任を果た
さず，その結果，自ら納税義務の内容の確定を行う意思のある納税義務者の修正申告等の
機会が実質的に失われたと評価される場合は，税務当局による説明義務が定められた趣旨
に反するものとして，当該手続を経てされた課税処分を違法な処分として取り消すべき場
合があると判示した。その上で，納税者側が複数回にわたり説明を受けることを拒否した
こと等を理由に，説明を受ける機会を自ら放棄したと評価し，当該処分の取消しは認めら
れないとした。 

 
3. 問題の所在 
上記のとおり，近年，結果説明手続の違法を巡り争いが生じているが，ここから提起さ

れる問題は，大別して以下の 2 点であると考える。第 1 に，手続が法 74 条の 11 第 2 項の
規定に違反し違法となる場合の判断基準が明確でない点，第 2 に，手続の違法が課税処分
へ与える影響が明確でない点である 7。 
 

 
5 東京高判令和 2 年 8 月 26 日税資 270 号順号 13441。 
6 東京高判令和 4 年 8 月 25 日公刊物未登載（LEX/DB 文献番号 25593735）。 
7 なお，通則法改正後，調査終了手続の違法や調査手続と課税処分との関係について，判
断された最高裁判決はない。 
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(1)結果説明手続が違法となる場合の判断基準が明確でない点 
ア 説明の有無 

東京高裁令和 2 年判決及び東京高裁令和 4 年判決は，税務職員の納税者に対する結果説
明の有無が問題とされている。東京高裁令和 2 年判決では，法 74 条の 11 第 2 項が説明
「しなければならない」ではなく，「するものとする」と規定していることに着目し，例
外を認めない絶対的な義務を定めたものということはできないと判示している。 

しかし，規定の文言から，説明義務に例外が認められるのか否かは明確ではない。ま
た，仮に例外が認められる余地がある規定ぶりであるとしても，その例外にあたるのはど
のようなケースであるのかについても明らかではない。 

たしかに，納税者の非協力等により，説明をすることが困難な場合もあり，例外を一切
認めないとするのは課税実務上問題であると考えられる。しかし，その判断基準が曖昧な
状況では，説明しなくてもよい場合が広範に解釈されるおそれがあり，課税庁の説明責任
を強化すべく法定化された規定の意義が失われかねない。 

そこで，どのような場合であれば，結果説明が不実施であっても例外的に法 74 条の 11
第 2 項に違反しないかにつき明らかにする必要がある。 

 
イ 説明内容 

東京地裁平成 31 年判決のように，説明内容につき争われる事例も存在する 8。 
法 74 条の 11 第 2 項は「その調査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及びその

理由を含む。）」と規定しているが，具体的にいかなる内容を意味するのかについては明ら
かでない。また，その「理由」も説明する必要があることが条文上明確であるが，その範
囲ないし程度については明らかでない 9。そのため，これら不明確な点につき争いが発生
している状況である。 

そこで，説明をしたが，調査結果の内容を説明したと認められず，法 74 条の 11 第 2 項
に違反する場合とはどのような場合であるかについても，検討する必要があると考える。 

 
(2)課税処分への影響が明確でない点 

違法な結果説明手続が行われた場合に，それに基づく課税処分が取り消されるか否かに
ついても明確でない。たとえば，東京地裁平成 31 年判決が採用した重大な違法性の有無

 
8 説明内容につき争われた裁判例として，他に，大阪高判令和 3 年 4 月 15 日税資 271 号順
号 13550，東京高判令和 3 年 8 月 25 日税資 271 号順号 13597，長崎地判平成 28 年 5 月 10
日税資 266 号順号 12852，福岡地判平成 30 年 4 月 26 日税資 268 号順号 13150 等がある。 
9 酒井克彦「調査終了時の手続に係る国税通則法 74 条の 11 に関する検討（上）」月刊税務
事例 52 巻 8 号（2020 年）6 頁参照。 
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で処分の効力を判断する方法は，通則法改正前からの裁判例 10を踏襲するもの（以下「重
大違法限定説」という。）であるが 11，改正後も裁判所が従前と同様の判断を維持している
ことについては，手続保障の実効性が確保されないとの指摘がなされていた 12。 

そのような状況の中，東京高裁令和 4 年判決では，通則法改正の立法趣旨を尊重し，当
該趣旨に反する場合については課税処分が取り消される場合があることを示した。 

結果として納税者の請求は棄却されたものの，東京高裁令和 4 年判決は，改正の趣旨に
照らせば，「重大な違法」に限り処分の違法が認められるとの国側の主張は「採用できな
い」と明確に示しており，従前の裁判例の見直しを行った意義は重いと評価されている
13。そこで，本論文では，このような近年の裁判例を踏まえ，結果説明手続の違法と課税
処分との関係についても検討を行う。 

 
4. 先行研究の状況 

法 74 条の 11 第 2 項に関する問題を検討するものとして，以下の先行研究がある。 
山本洋一郎は，結果説明手続の法定化は，法 74 条の 14 第 1 項（行政手続法の適用除

外）が改正されたこととセットであることから，理由付記と同程度の「理由」が求められ
るとする 14。一方，酒井克彦は，理由付記は，「争点明確化機能」としての意味合いを強く
持つものであり，調査結果の説明とは目的が異なることから，理由付記と同程度の「理
由」は求められないとする 15。 

作田隆史は，調査結果の説明は，適正手続四原則の理由付記 16と同様の機能を有し，手
続固有の価値を認めることができると述べる 17。また，長島弘は，調査結果の説明時は弁

 
10 東京高判平成 3 年 6 月 6 日訟月 38 巻 5 号 878 頁。 
11 木山泰嗣「判批」税理 66 巻 7 号（2023 年）121 頁参照。 
12 増田英敏「税務調査手続の実効性の確保と納税者の権利保護―改正国税通則法の運用の
現状と課題―」税法学 561 号（2021 年）561 頁参照。 
13 木山・前掲注（11）120 頁参照。 
14 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編『国税通則法コンメンタール 税務調査手続編』
（日本法令，2023 年）382 頁〔山本洋一郎執筆部分〕参照。 
15 酒井・前掲注（9）7 頁参照。そのほか，説明の十分性について検討するものに，濱田洋
「調査終了の際の説明」商大論集 69 巻 3 号（2018 年）203 頁以下，倉見智亮「租税確定
手続における情報提供」租税法研究 47 号（2019 年）1 頁以下等がある。 
16 適正手続四原則とは，行政手続法に規定されているものであり，具体的な内容は，①告
知・聴聞，②文書閲覧，③理由付記及び④審査・処分基準の設定・公表である（塩野宏
『行政法Ⅰ 行政法総論〔第 6 版〕』（有斐閣，2015 年）308 頁参照）。 
17 作田隆史「国税通則法改正（平成 23 年 12 月）と税務行政」税務大学校論叢９1 号
（2018 年）5 頁参照。 
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明・反論の機会であり，厳格に確保されるべき納税者の権利であると述べる 18。 
しかし，先行研究では，「手続が違法」と認められるのはどのような場合であるのか，

特に，説明の有無（説明を受ける機会を放棄したとみなされるか）についての分析が十分
でない。 

次に，通則法改正後における手続の違法と課税処分との関係について検討する先行研究
として，以下がある。木山泰嗣は，重大な違法でないから問題ないと一蹴するような通則
法改正前の判例法理をそのまま適用することについては，見直しが必要であるとし，改正
後も重大違法限定説が採用されていることに対し，批判的な見解を示している 19。 

舘彰男は，改正後は原則として課税処分は取り消されるべきであると述べる 20。一方，
原正子は，改正後においても，基本的には重大違法限定説が妥当との立場を採る 21。しか
し，これらは，結果説明手続に焦点を当てて検討されているものではない。 

この点につき，4 つのケースを想定して論じている先行研究として，森論文がある。森
文人は，行政手続法に関する裁判例の分析等を通じて，「手続の違法」と「課税処分の取
消し」のそれぞれにつき検討している 22。しかし，近年の裁判例も踏まえた上で検討され
たものではない。 

特に，前述した東京高裁令和 4 年判決は，重大違法限定説は「採用できない」と明確に
否定し，法 74 条の 11 第 2 項の説明義務が定められた趣旨に反する場合は処分が取り消さ
れる場合があることを明示した初めての判決であることから，近年の裁判例を踏まえた上
で検討することには，意義があると考える。 

 
5. 本論文の検討事項 

以上より，本論文では，規定の文言や趣旨，申告納税制度の意義，近年の裁判例や学説

 
18 長島弘「税務調査における公正手続と改正国税通則法」租税訴訟 13 号（2020 年）368
頁参照。このほか，「納税義務者本人にする努力を課税庁がどこまでしたのかが問われな
ければならない」として，説明の相手方の側面から検討するものに三木義一「判批」月刊
税務事例 53 巻 7 号（2021 年）29 頁以下がある。 
19 木山泰嗣『国税通則法の読み方』（弘文堂，2022 年）266 頁参照。 
20 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）173-177 頁〔舘彰男執筆部分〕参
照。このほか，重大性の基準が改正前とは変更されていると指摘した上で，手続の違法と
加算税との関係について考察するものとして，奥谷健「国税通則法 65 条 5 項における
『調査』の違法性と課税処分」税法学 584 号（2020 年）3 頁以下がある。 
21 原正子「税務調査手続の違法と課税処分の関係についての考察」嘉悦大学研究論集 61
巻 1 号（2018 年）15-29 頁参照。 
22 森文人「調査手続の違法と課税処分の関係について」税務大学校論叢 91 号（2018 年）
122-123 頁参照。 
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等を踏まえた上で，①法 74 条の 11 第 2 項の規定に違反して，手続が違法と認められるの
はどのような場合か，及び②当該手続の違法が課税処分へ与える影響についての考察を行
う。 

 
6. 本論文の構成 

本論文の構成は，以下のとおりである。 
第 1 章では，法 74 条の 11 第 2 項に関して争われた近年の裁判例を取りあげる。そして，

結果説明手続が違法となる場合の判断基準が明確でないこと，当該手続が違法となる場合
に課税処分へ与える影響が明確でないことの問題を指摘する。 

第 2 章では， 法 74 条の 11 と通則法改正の概要を確認する。具体的には，調査終了手続
の内容を整理したうえで，通則法の概要や税務調査手続が設けられるに至った背景，改正
経緯や立法趣旨，学説の評価等を確認する。 

第 3 章では，租税法律主義及び我が国で採用されている申告納税制度について確認する。
そして，法 74 条の 11 第 2 項が規定する結果説明手続が，特に納税者に修正申告等の機会
を与えるという点で重要な意義を有することを確認する。 

第 4 章では，裁判例や学説の見解を整理し，これまでの考察を踏まえた上で，手続が違
法となる場合の判断基準を検討する。 

第 5 章では，結果説明手続の違法が課税処分へ与える影響について考察する。裁判例や
学説等の見解を整理した上で，結果説明手続が違法に行われた場合に，課税処分が取り消
されるのはどのようなケースであるのか検証する。 
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第 1 章 法 74 条の 11 第 2 項に関する問題点 

本章では，法 74 条の 11 第 2 項に関して争われた近時の裁判例を分析する。そして，こ
れらの裁判例を素材に問題提起を行い，本論文での検討事項を整理する。 
 
第 1 節 東京地裁平成 31 年判決 
1. 事案の概要 

東京地裁平成 31 年判決の事案の概要を整理すると，以下のとおりである 23。 
 X（原告・控訴人）は，香港への輸出事業を営む者であり，当該事業について日本国内
に事業所を有していた。X は，1 月ごとに区分した平成 23 年 2 月から平成 25 年 11 月ま
での各課税期間の消費税等につき還付を受けるための申告をした。 
 平成 24 年 10 月，X に対する調査（以下「本件調査」という。）が開始された。平成 26
年 2 月 14 日，調査の終了に際し，調査担当職員は，X に対し調査の結果を伝えるととも
に，修正申告を勧奨し，修正申告等についての説明を記載した文書を交付した。その際，
調査担当職員は，X に対し，15 の事業者（以下「本件更正処分対象事業者」という。）か
らの課税仕入れは認められない旨を説明するとともに，調査結果に基づく課税仕入れに係
る支払対価の額等の金額を記載した一覧表を提示した。 
 その後，所轄税務署長は，各取引において，Ｘと各国内事業者との間に売買契約があっ
たと認めることはできず，課税仕入れに該当しないとして，消費税等の還付税額を減少す
る等の課税処分（以下「本件各処分」という。）を行った。そこで，Ｘ（後に X の相続人
が訴訟上の地位を承継）が，国であるＹ（被告・被控訴人）に対し，上記処分の取消しを
求めて本件訴えを提起した。 
 X は，調査結果の説明の際，修正すべき税額を計算した書類が提示されたのみであり，
本件各処分の内容や理由の説明が不十分であったこと等から，本件調査は法 74 条の 11 第
2 項に反し違法であると主張していた。 
 
2. 争点 

本件の主な争点は，本件各取引が課税仕入れに該当するか否かであるが，ここでは，そ
の他の争点である「調査の終了に際して，更正処分の内容や理由の説明が十分でなく，法
74 条の 11 第 2 項に反し違法となるか否か」についての判示部分を主に引用する 24。 

 
23 東京地裁平成 31 年 2 月 20 日・前掲注（4）。 
24 本件の争点は，①本件各取引が課税仕入れに該当するか否か，②帳簿等の保存の有無，
③本件調査の違法の有無及び④理由付記の違法の有無の 4 点であり，③本件調査の違法の
有無に関する争点の 1 つとして，「調査の終了に際して，更正処分の内容や理由の説明が
十分でなく，法 74 条の 11 第 2 項に反し違法となるか否か」が争われている。 
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3. 裁判所の判断 

裁判所は，本件各取引の外形面，実質面のいずれからみても，X と各国内事業者との間
に売買契約があったと認めることはできないとして，課税仕入れ該当性を否定し，X の請
求を棄却した 25。さらに，調査結果の説明内容については，以下のように判示し，本件調
査については本件各処分の取消事由となるべき違法があるとはいえないと判断した。 

「税務調査の手続は，租税の公平かつ確実な賦課徴収のために課税庁が課税要件等の内
容を構成する具体的事実の存否を調査する手段として認められた手続であって，その調査
により課税標準等又は税額等の捕捉漏れや誤りが認められる限り課税庁としては課税処分
等をしなければならないというべきであるから，税務調査の手続の瑕疵は，原則として更
正処分の効力に影響を及ぼすものではなく，例外的に，税務調査の手続が刑罰法規に触
れ，公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなど重大な違法を帯
び，これに基づく更正処分の効力を維持したのでは著しく正義に反するとの評価を受ける
場合に限り，更正処分の取消事由となるものと解するのが相当である。〔下線は筆者〕」 
 「X は，本件調査の終了に際して，更正処分の内容や理由の説明がされておらず，国税
通則法 74 条の 11 第 2 項に反し違法である旨を主張する。 
 しかしながら，……X は，少なくとも，調査結果として本件更正処分対象事業者との取
引が X が行った課税仕入れとは認められない旨を伝えられ，調査結果に基づく課税仕入れ
に係る支払対価の額等の金額を書面により提示されており，これらによれば，更正処分の
原因となる否認された課税仕入れの範囲や，更正処分がされた場合に納付すべきこととな
る税額及びその根拠となる金額を認識することができるといえる上，当該調査結果を伝え
られた際には……税理士も立ち会っており，当該調査結果に関して不明点等があれば，同
税理士を通じて税務の専門的見地から，東京国税局職員に対し確認や説明等を求めること
も可能であったといえ，X に具体的な不利益や不都合が生じたとも認められないことから
すれば，本件調査における結果の説明に関して，重大な違法を帯び，本件各更正処分の効
力を維持したのでは著しく正義に反するとの評価を受けるような手続の瑕疵があるとはい
えない。 

……よって，本件調査について，本件各更正処分の取消事由となるべき違法があると 
は認められない。〔下線は筆者〕」 

 
25 東京地裁平成 31 年 2 月 20 日・前掲注（4）。控訴審（東京高判令和元年 11 月 6 日税資
269 号順号 13337）では，第一審の判断を引用した上で，調査手続と課税処分との関係に
ついては，「調査手続が法定されたことと調査手続の瑕疵が更正処分にどのような影響を
与えるかは別個の問題であるから，調査手続が法定される以前の裁判例を原判決が踏襲し
たとしても，そのことから直ちに調査手続の瑕疵や更正処分の判断に影響を与えるものと
は解されない」との判断が付加された（控訴審で確定）。 
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4. 問題点 
(1) 結果説明手続が法に違反しているか否かの判断がされていない点 
 上記のとおり，東京地裁平成 31 年判決では，重大な違法を帯びるような手続の瑕疵が
あるとはいえないため，「処分の取消事由となるべき違法があるとは認められない。」とさ
れた。しかし，Ｘが主張していた，「法 74 条の 11 第 2 項に反し」ているか否かについて
は，正面から判断されていない。同項は，通則法改正により設けられた規定であり，課税
庁の納税者に対する説明責任を果たすべく明文化されたものである。裁判所は，少なくと
も，当該手続の適法性について，言及すべきであったと考える（なお，手続が法の規定に
反していた場合に，処分が取り消されるか否かの問題については，第 3 節で整理する）。 
 
(2) 説明内容の範囲ないし程度に関する判断基準が明確でない点 
 東京地裁平成 31 年判決において，X は，本件各処分の内容や理由の説明が十分にされ
ていないことを理由に，規定に違反していると主張していた。上述のとおり，この点に関
しての明確な判断はなされていない。 

法 74 条の 11 第 2 項は「その調査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及びその
理由を含む。）」と規定しているが，具体的にいかなる内容を意味するのかについては明ら
かでない。また，その「理由」も説明する必要があることが規定されているが，その範囲
ないし程度は，文理上，明らかでない 26。そのため，これら不明確な点につき，同事案の
ような争いが他にも発生している状況である 27。 

学説では，更正決定等の理由付記と同程度の理由や説明が求められるのかという観点か
らの議論が存在する。この点につき，調査結果の説明の法定化が，法 74 条の 14 第 1 項
（行政手続法の適用除外）が改正されたこととセットであることから，理由付記と同程度
の理由が求められるとする見解がある 28。一方で，理由付記は，「争点明確化機能」として
の意味合いを強く持つものであり，調査結果の説明とは目的が異なることから，理由付記
と同程度の理由は求められないとする見解もあり 29，未だ統一的な見解はない。 

そこで，説明をしたが，調査結果の内容を説明したと認められず，法 74 条の 11 第 2 項
に違反する場合とはどのような場合であるか（以下「説明内容要件」という。）につき，
明らかにする必要がある。 

 
26 酒井・前掲注（9）6 頁参照。 
27 説明内容につき争われた裁判例として，他に，大阪高判令和 3 年 4 月 15 日・前掲注
（8），東京高判令和 3 年 8 月 25 日・前掲注（8），長崎地判平成 28 年 5 月 10 日・前掲注
（8），福岡地判平成 30 年 4 月 26 日・前掲注（8）等がある。 
28 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）382 頁〔山本執筆部分〕参照。 
29 酒井・前掲注（9）7 頁参照。 



11 
 

 
第 2 節 東京高裁令和 2 年判決 
1. 事案の概要 

東京高裁令和 2 年判決の事案の概要を整理すると，以下のとおりである 30。 
遊技場の経営等を目的とする株式会社 X（原告・控訴人）は，平成 24 年 6 月期から平

成 26 年 6 月期の消費税等について，各確定申告をした。X は，平成 26 年 2 月から翌年 5
月までの間，調査担当者から帳簿等の提出を求められたが，初回臨場において，事前通知
がされなかったことを理由に，調査への対応を拒み，帳簿等を提出しなかった。 

調査の終了に際し，調査担当者は，X の税務代理人に対し，複数回にわたり調査結果説
明の日程調整を依頼したが，その回答は得られない状況であった。そして，平成 27 年 6
月 5 日，調査担当者は，X の税務代理人に対し，「調査結果の説明を聞く意思がないと認定
する」とし，調査終了手続は終了して今後は法令に基づき処理をする旨を電話で伝えた。
なお，当該電話にて，X の税務代理人は，調査結果を聴く意思がないわけではないため，
その機会を設けてほしい旨を述べていた。 

所轄税務署長は，消費税法 30 条 7 項（平成 27 年法律第 9 号による改正前のもの。）に
規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を
保存しない場合」に該当することから，仕入税額控除は認められないとして，更正処分等
を行った。そこで，X が，国である Y（被告・被控訴人）に対し，上記処分の取消しを求
めて本件訴えを提起した。 

 
2. 争点 

本件の主な争点は，本件が消費税法 30 条 7 項にいう帳簿等を「保存しない場合」に当
たるか否かであるが，ここでは，その他の争点である，調査結果の説明を行わなかったこ
とによる本件更正処分等の違法性についての判示部分を主に引用する。 

 
3. 裁判所の判断 

裁判所は，帳簿等の不提示が，消費税法 30 条 7 項にいう「保存しない場合」に当たる
として，X の請求を棄却した 31。さらに，調査結果の説明を行わずにされた本件更正処分
等が違法であるか否かにつき，以下のように判示し，違法でないと判断した。 

 
30 東京高判令和 2 年 8 月 26 日・前掲注（5）。 
31 東京高判令和 2 年 8 月 26 日・前掲注（5）。原審（東京地判令和元年 11 月 21 日税資
269 号順号 13343）においても，「説明を受ける機会を自ら放棄したと認められるから，本
件調査担当者が調査結果の説明を行わなかったことは本件各更正処分の違法事由とならな
いというべきである。」と判断されていた。なお，上告審は，最決令和 3 年 2 月 12 日税資
271 号順号 13524 で不受理。 
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「……調査担当者は，平成 27 年 5 月 19 日から同年６月 5 日までの間，X の税務代理人
……に対し，調査結果の説明についての日程調整を依頼するとともに，X 代表者自身が調
査結果の説明を受けるか否かの確認を依頼していたにもかかわらず，同弁護士らは同年 5
月 28 日から X 代表者と連絡をとることができなくなり，ようやく連絡がついた同年６月
5 日には，X は，今後訴訟になることを想定して本店所在地を移転することとし，その登
記手続が済むまでは調査結果の説明を X 代表者が直接受けるかについても決められない状
況であるとして，上記の日程調整等の依頼に応じなかったものであり，以上が，本件調査
担当者による調査が終了し，……仕入税額控除の否認を理由とする更正処分等を受けるこ
とが予測されるという状況の中で行われたものであり，平成 26 年 10 月 1 日付けで愛媛県
今治市に移転したばかりの本店所在地を再び移転することとしたものであることも考慮す
ると，X は，本件調査担当者による調査結果の説明を忌避する目的で，あえて本件調査担
当者による調査結果の説明に関する日程調整等の依頼に応じなかったものと推認され，こ
のような経緯に照らすと，X は，通則法 74 条の 11 第 2 項に定める調査結果の説明を受け
る機会を自ら放棄したと認められるから，本件調査担当者が調査結果の説明を行わなかっ
たことは本件各更正処分の違法事由とならないというべきである。〔下線は筆者〕」 

「……弁護士が，……調査結果の説明を聞かないとは一言も言っておらず，その機会を
設けてもらいたい旨述べたことが認められるが，上記経過等を踏まえれば，同事実は上記
認定判断を左右するものとはいえない。」 

「通則法 74 条の 11 第 2 項の定める調査結果の説明が主に納税者の利益のためのもので
あることからすれば，合理的な理由がある場合にまで例外を認めない絶対的な義務を定め
たものということはできず（同項の規定ぶりも「説明するものとする。」という表現を用
いている。），納税者がこの利益を得る機会を自ら放棄しているといえる場合や，納税者側
の行為等を原因として調査結果の説明という手続の速やかな履行が妨げられるような場合
にまで，課税庁にその履行を義務付けたものと解することはできないから，X の上記主張
は採用することができない。〔下線は筆者〕」 

 
4. 問題点 
(1) 説明しなくてもよい場合が広範に解釈されるおそれがあること 

東京高裁令和 2 年判決は，税務職員が納税者に対し，調査結果の説明を実施しなかった
ことが問題となっている事例である。 

法 74 条の 11 第 2 項は，調査担当職員は，当該納税義務者に対し，その調査結果の内容
を「説明するものとする」と規定している。本判決は，このように条文が，説明「しなけ
ればならない」ではなく，「するものとする」と規定していることに着目し，例外を認め
ない絶対的な義務を定めたものということはできないと判示している。そして，納税者が
この利益を得る機会を自ら放棄しているといえる場合や，納税者側の行為等を原因として
調査結果の説明という手続の速やかな履行が妨げられるような場合にまで，その履行を義
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務付けられたものではないと解している。 
しかし，規定の文言からは，そもそも例外が認められるのか（例外を認めない絶対的な

義務であるのか否か），明白でない。さらに，例外を認める余地があるとした場合，その
例外にあたるのはどのようなケースであるのかについても，文言からは明らかでない。 

近年，本事例のような調査結果の説明義務につき争われる事例があらわれているが，そ
の明確な判断基準は未だ定立していないものと考えられる。 

学説では，東京高裁令和 2 年判決が説明をしなくてもよい場合を広範に捉えているとも
いえることから，結果説明手続が法定化された意義を重視する判決にはみえないとの批判
がみられるが 32，統一的な判断基準を検討した先行研究は見当たらない。 

判断基準が曖昧な状況では，説明しなくてもよい場合が広範に解釈されるおそれがあ
り，課税庁の説明責任を強化すべく明文化された規定の意義が失われかねない。 

したがって，説明義務には例外があり得るのか（例外を認めない絶対的な義務であるの
か否か），例外を認める余地があるとした場合，その例外にあたるのはどのようなケース
であるのかにつき明らかにする必要がある（以下「説明義務要件」という。）。 

 
(2) 説明の相手方に関する問題 
 法 74 条の 11 第 2 項は，「当該納税義務者に対し」説明する旨を規定している。また，
同 4 項において，「第 74 条の 9 第 3 項第 2 号に規定する税務代理人がある場合において，
当該納税義務者の同意がある場合」には，納税義務者に代えて，税務代理人への説明 33を
行うことができるとしている。 

しかし，東京高裁令和 2 年判決では，「納税義務者の同意」がある場合に該当していな
いことが窺われる。同判決に対しての評釈では，納税者本人に連絡をとること自体容易な
ケースであったにも関わらず，納税者の言い分を確認せずに，税務代理人のみの態度か
ら，説明を行わずに巨額の仕入税額控除を否認したことは疑問であるとして，批判的な見
解も見受けられる 34。 

したがって，説明の相手方という側面からの検討（以下「相手方要件」という。）も必
要であると考えられる。 

 
第 3 節 東京高裁令和 4 年判決 
1. 事案の概要 

 
32 東京高裁令和 2 年判決を批判的に解する見解として，阿部泰隆「判批」月刊税務事例 53
巻 7号（2021年）41頁，木山・前掲注（19）258頁，三木・前掲注（18）34 頁等がある。 
33 規定では，同 1 項の「通知」，同 2 項の「説明」，同 3 項後段の「交付」の場合を併せて
「通知等」を行うことができると定められている（法 74 条の 11 第 4 項）。 
34 三木・前掲注（18）31 頁参照。 
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東京高裁令和 4 年判決の事案の概要を整理すると，以下のとおりである 35。 
X（原告・控訴人）は，建築工事の請負業等を目的とする株式会社である。X は，平成

25 年 4 月期，平成 26 年 4 月期及び平成 28 年 4 月期にそれぞれ支出したとする外注費
を，法人税等の所得金額の計算上，損金の額に算入して確定申告を行った。 

平成 29 年 9 月，Ｘに対する調査が開始された。調査の終了に際し，調査担当職員は，
平成 30 年 3 月 19 日以降約 1 か月にわたり，X の税務代理人（以下「A」という。）らに対
し調査結果の説明の日程調整を依頼していたが，A はそれに応じなかった。 

X が指定した 4 月 26 日に調査担当職員が X の事務所を訪れ調査結果の説明を行おうと
したのに対し，A は「調査結果の説明を聞いたら調査の終わりということになる」と述べ
る等して説明を受けることを拒否し続けた。面会開始から約 1 時間 40 分が経過したの
ち，調査担当職員が調査結果の説明について最後まで聞く意思があるのかを確認したのに
対し，A は，同説明を最後まで聞くということはしない旨述べた。そこで，本件調査担当
職員は，X に対し調査結果の説明を行わずに処分を行う旨を伝え，X の事務所を退去し
た。 

その後，所轄税務署長から法人税及び消費税等の更正処分等（以下「本件各処分」とい
う）がなされたため，X が，国である Y（被告・被控訴人）に対し，本件各処分の取消し
を求めて本件訴えを提起した。 

 
2. 争点 

本件の主な争点は，法 74 条の 11 第 2 項に規定する調査終了時の結果説明を税務職員が
行わなかったことを理由に，当該調査に基づきなされた本件各処分の取消しが認められる
か否かである 36。 
 
3. 裁判所の判断 

裁判所は，以下のように判示し，X の請求を棄却した 37。 
「……通則法 74 条の 11 は，税務調査終了の際の手続について定めており，国税に関す

る調査の結果，更正決定等をすべきと認める場合には，税務職員は，納税義務者に対し，
調査結果の内容を説明することとされ（2 項），その際，納税義務者に対して修正申告等を
勧奨することができるとされている（3 項）。国税については，納付すべき税額が納税者の
する申告により確定することを原則とする納税申告方式が採用されているところ，従前か

 
35 東京高判令和 4 年 8 月 25 日・前掲注（6）。 
36 その他の争点として，外注費が損金の額に算入すべき金額に当たるか否か等がある。 
37 東京高判令和 4 年 8 月 25 日・前掲注（6）。原審（宇都宮地判令和 3 年 12 月 23 日税資
271 号順号 13649）では，通則法改正前からの裁判例（重大違法限定説）が踏襲され，X
の請求は棄却された（控訴審で確定）。 
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ら，実務においては，調査により非違が発見された場合，税務当局が更正決定等により是
正する前に，まずは納税者による自発的な修正申告等を促すことが望ましいという観点か
ら，修正申告等の勧奨が行われてきた。上記規定は，税務当局の納税者に対する説明責任
を強化する観点から，調査終了の際の手続について，実務上行われてきた運用上の取扱い
を法令上明確化したものである。この改正の趣旨からすると，税務当局が国税に関する調
査結果の内容について納税者に対する説明責任を果たさず，その結果，自ら納税義務の内
容の確定を行う意思のある納税義務者の修正申告等の機会が実質的に失われたと評価され
る事案については，税務当局による説明義務が定められた趣旨に反するものとして，当該
手続を経てされた課税処分を違法な処分として取り消すべき場合があると解される。 
 これに対し，Y は，調査手続の単なる瑕疵は，課税処分に影響を及ぼさず，調査手続が
刑罰法規に触れ，公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるなど重
大な違法を帯び，何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものと評価を受ける場合に限
り，その処分に取消原因があるものと解され，これは通則法の改正前後で変わりないとし
て，本件においてはそのような重大な違法はない旨主張する。しかし，……通則法の上記
改正の趣旨に照らせば，Y の主張は，採用することはできない。〔下線は筆者〕」 
 そして，あてはめにおいては，A が調査結果の説明のための日程調整を拒み続けたこと，
調査担当職員が調査結果の説明を行おうとするのに対し，説明を受けることを拒否し続け
たこと等を理由に，「調査結果の説明を受ける機会を自ら放棄したと評価されてもやむを
得ないというべきであり，本件調査担当職員らは，それまでも，X に対し，調査中の時点
における問題点や検討事項等の説明を行うなどし，調査結果を説明しようと誠実に対応し
てきたのであるから，その説明責任を果たしていないとはいえないし，また，本件調査担
当職員らに対する X 側の対応に照らせば，X において調査結果を踏まえて修正申告等を行
う機会が失われたともいえないから，本件調査の手続が前記通則法 74 条の 11 の趣旨に反
するものであったとは認められない。 
 したがって，X に対して本件調査結果の説明が行われなかったことが，本件各処分の取
消事由になるとは認められない。〔下線は筆者〕」 
 
4. 問題点（課税処分への影響が明確でないこと） 

法定化された結果説明手続が法に違反するものとして「違法」になるとしても，そうし
た調査手続の「違法」が課税処分へどのような影響を及ぼすのかについても，問題が生じ
る 38。たとえば，第 1 節で取り上げた東京地裁平成 31 年判決では，当該調査においては
「重大な違法」があるとはいえないことを理由に，処分の取消しは認められないとした。 

このように，重大な違法性の有無で処分の効力を判断する方法は，通則法改正前からの

 
38 奥谷・前掲注（20）24 頁，木山・前掲注（19）260 頁参照。 
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裁判例 39を踏襲するもの（以下「重大違法限定説」という。）であるが 40，改正後も裁判所
が従前と同様の判断を維持していることについては，手続保障の実効性が確保されないと
の指摘がなされていた 41。 

そのような状況の中，東京高裁令和 4 年判決では，同項の立法趣旨を尊重し，当該趣旨
に反する場合については課税処分が取り消される場合があることを明らかにした。 

結果として納税者の請求は棄却されたものの，改正の趣旨に照らせば，「重大な違法」
に限り処分の違法が認められるとの国側の主張は「採用できない」と明確に示しており，
従前の裁判例の見直しを行った意義は重いと評価されている 42（なお，東京高裁令和 4 年
判決も，手続の適法性については正面から判断していない点で，第 1 節でとりあげた問題
点 (1)と同様の問題が存在する）。 

先行研究では，森文人が行政手続法に関する裁判例の分析等を行ったうえで，通則法改
正後の「手続の違法」と「課税処分の取消し」との関係を検討している 43。また，作田隆
史は，調査結果の説明が，手続固有の価値を認めることができるのか否かという観点か
ら，課税処分へ与える影響を考察している 44。 

しかし，これらは近年の裁判例も踏まえた上で，検討されたものではない。特に，東京
高裁令和 4 年判決は，同項の説明義務が定められた趣旨に反する場合は処分が取り消され
る場合があることを明示した初めての判決であることから，当該判決を踏まえた上で，改
めて検討することには意義があると考える。そこで，本論文では，このような近年の裁判
例を踏まえ，結果説明手続の違法と課税処分との関係についても検討する。 

 
第 4 節 本論文での検討事項 

以上より，本論文では，以下について検討する。 
1. 結果説明手続が違法となる場合の判断基準 
 前述のとおり，裁判例及び学説において，結果説明手続が違法となる場合の判断基準は
定まっていない状況である。通則法改正により法 74 条の 11 第 2 項が明文化された重要性
を考えると，規定に定められた「手続要件について，法的に厳格な要請が税務署等の職員
に課せられたものとして解釈する」45必要があると考える。 
 そこで，本論文では，法 74 条の 11 第 2 項が定める手続要件の整理を行い，改正の経緯

 
39 東京高判平成 3 年 6 月 6 日・前掲注（10）。 
40 木山・前掲注（11）121 頁参照。 
41 増田・前掲注（12）561 頁参照。 
42 木山・前掲注（11）120 頁参照。 
43 森・前掲注（22）114 頁以下参照。 
44 作田・前掲注（17）54 頁以下参照。 
45 木山・前掲注（19）233 頁。 
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や同項の趣旨，申告納税制度の意義等を踏まえた上で結果説明手続が違法となる場合の判
断基準を明らかにする。特に，先行研究では十分に論じられていない説明義務要件を中心
に論じる。 

 
2. 課税処分への影響 
 前節で確認したとおり，結果説明手続が違法に行われた場合に，当該手続に基づきなさ
れた課税処分が取り消されるか否かについても明確ではない。そこで，本論文では，結果
説明手続が，法の定める手続要件を満たさず結果として違法となる場合に，当該違法な手
続が課税処分へ与える影響についても，検討する。 
 
第５節 小括 
 本章では，通則法改正により明文化された，法 74 条の 11 第 2 項に関して争われた近時
の裁判例を素材に，問題点を指摘した。 
 問題点を大別すると以下の 2 点である。 

第一に，結果説明手続が違法となる場合の判断基準が明確でない点，第二に，当該手続
が違法に行われた場合に課税処分へ与える影響が明確でない点である。 
 そこで，次章以下では，規定の文言や改正趣旨，租税法律主義，申告納税制度の意義等
を踏まえた上で結果説明手続が違法となる場合の判断基準を明らかにする。さらに，第二
の問題点である，当該手続が違法に行われた場合に課税処分へ与える影響についても検討
を行う。 

次章では，法 74 条の 11 と通則法改正の概要を確認する。 
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第 2 章 法 74 条の 11 及び通則法改正の概要 

本章では，法 74 条の 11 と通則法改正の概要について確認する。まず，同条が規定する
調査終了手続の具体的内容を整理する。その後，通則法の概要や，調査手続が設けられる
に至った背景や改正経緯，立法趣旨，学説の評価等を確認する。 

 
第 1 節 法 74 条の 11 の内容 
 法 74 条の 11（以下，本節において「本条」という。）は，調査終了手続について定めて
いる。これは，平成 23 年 12 月の通則法改正により，創設された規定である。本論文は，
本条のうち第 2 項に焦点をあてて論ずるものであるが，同項の適法性を考察するにあたっ
ては，その他の各項も併せて考慮する必要があるため，同項の内容を中心としつつ，併せ
て，本条各項の内容を確認する。 
 
1. 更正決定等をすべきと認められない場合の通知（第 1 項） 

本条 1 項は，更正決定等をすべきと認められない場合の通知手続について定めている。 
具体的には，税務署長等は，実地の調査（法 74 条の 9 第 1 項）を行った結果，更正決定

等をすべきと認められない場合，納税義務者であって当該調査において質問検査等の相手
方となった者に対し，その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面によ
り通知するものとすると規定する（法 74 の 11 第 1 項）。 

これは，従来，慣行として行われてきた，いわゆる「是認通知」が明文化された規定で
ある 46。 

 
2. 更正決定等をすべきと認める場合における結果説明手続（第 2 項） 

次に，本条 2 項は，更正決定等をすべきと認める場合における結果説明手続について定
めている。 

具体的には，「国税に関する調査の結果，更正決定等をすべきと認める場合には，当該
職員は，当該納税義務者に対し，その調査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及
びその理由を含む。）を説明するものとする。〔下線は筆者〕」と規定する（法 74 の 11 第 2
項）。 
 
(1) 結果説明が必要となる場合 

本条 2 項は，「国税に関する調査の結果，更正決定等をすべきと認める場合」と規定して
いるため，当該場合に該当すれば，当該職員は続く所定の手続を執る必要がある。第 1 項
が「実地の調査」に限られているのに対し，同項は，実地の調査以外の調査についても手

 
46 濱田・前掲注（15）210 頁参照。 
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続の対象としている 47。 
なお，ここにいう「更正決定等」とは，更正（法 24 条），決定（法 25 条），賦課決定

（法 32 条）のほか，再更正（法 26 条）や納税の告知（法 36 条）も含まれる 48。 
このように，調査終了手続は，主に本条 1 項「実地調査の結果，更正決定等をすべきと

認められない場合」と，本条 2 項「調査の結果，更正決定等をすべきと認める場合」の 2
つの場合に分けて規定されている。 

 
(2) 説明の主体者 

次に，本条 2 項は，説明の主体者は，当該職員である旨を定めている。「当該職員」とは，
国税庁，国税局，税務署又は税関の職員であって，国税に関する調査又は検査を担当する
課，係，部門等に所属する者をいう 49。 

 
(3) 説明の相手方 

次に，説明の相手方は，当該納税義務者であることが規定されている。ここで，「納税
義務者」とは，所得税法の納税義務がある者や，法人，消費税の納税義務がある者等をい
う（法 74 条の 9 第 3 項 1 号）。なお，この納税義務者（以下，「納税義務者」又は単に「納
税者」とする 50。）には，「税務代理人」は含まれない（本節 4.で後述）。 

 
(4) 説明の内容 

さらに，説明の内容は，「その調査結果の内容」であり，続くかっこ書きにて「（更正決
定等をすべきと認めた額及びその理由を含む）」旨が規定されている。 

 
(5) 「説明するものとする。」 

最後に，本条 2 項は「説明するものとする
．．．．．．．

。〔傍点は筆者〕」と定めている。前述のとお
り，東京高裁令和 2 年判決では，この表現を同項が用いていること等から，絶対的な義務
を定めたものということはできないと判示された。本論文の考察の中心である「説明義務

 
47 この点につき，「実地調査によらない場合でも，更正決定等をすべきと認めるときは，納
税義務に影響を与えることになり，その手続保障が必要になる」との見解や（木山・前掲
注（19）258 頁），両手続を相対的に見れば，実地の調査に限定せず全ての調査を対象とし
ている同 2 項を「通則法が重視していることが窺え」るとする見解がある（青木丈「判
批」税務 QA 239 号（2022 年）56 頁参照）。 
48 法 58 条第 1 項 1 号イ，法 29 条，国税通則法基本通達 6-2。 
49 法 74 条の 9 第 1 項，武田監修・前掲注（3）3955 の 112 参照。 
50 なお，厳密には両者には相違があるが（法 74 条の 9 第 3 項 1 号，2 条第 5 項），本論文
の分析には直接関連しないため，両者の詳細な定義については取り上げない。 
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要件」の充足判断を明確にする上で，「するものとする」という文言をどのように解釈す
べきかは重要な論点である。この点については，第 4 章で論ずる。 

 
(6) 説明の方法 
 説明の方法に関して，本条 1 項及び 3 項では書面交付が明文で義務付けられているのに
対し，本条 2 項にはそのような定めがない。そのため，これら規定の反対解釈から，同項
が書面交付を義務付けているとはいえないと解されており 51，原則口頭による説明が行わ
れている 52。ただし，口頭のみでの聞き違い等が生じないよう，必要に応じてメモの提示
等の配慮が必要であると創設当時の国会答弁 53において言及されている。 

なお，実務上は，実地の調査以外の調査（電話又は書面による調査等）を行った場合に
おいて，その非違の内容が簡易なものであるときは，口頭による説明に代えて書面により
調査結果の内容の説明を行っても差し支えないとされている 54。 
 
3.  修正申告等の勧奨（第 3 項） 

本条 3 項は，修正申告等の勧奨について定めている。 
具体的には，本条 2 項の説明をする場合に，当該職員は，当該納税義務者に対し修正申

告又は期限後申告（以下，併せて「修正申告等」という。）を勧奨することができること
（法 74 条の 11 第 3 項前段），また，この場合において，当該調査結果に関し当該納税義務
者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をする
ことはできる旨を説明するとともに，その旨を記載した書面を交付しなければならない旨
を規定する（同項後段）。 

このように，修正申告等の勧奨を行うこと自体は「することができる」という規定であ
り義務ではないが，当該勧奨をした場合には，その後の法的効果等についての説明義務及
び書面交付義務が当該職員に課される。 
 
4.  税務代理人への通知等（第 4 項） 

本条 4 項は，税務代理人への通知等について定めている。 

 
51 佐藤英明『スタンダード所得税法〔第 4 版〕』（弘⽂堂，2024 年）412 頁参照。また，沿
革上，「書面により」の文言があえて削除されて立法化された経緯からも，書面交付が義
務付けられていないことは明らかであるとする見解として，日本弁護士連合会日弁連税制
委員会編・前掲注（14）389 頁〔山本執筆部分〕参照。 
52 武田監修・前掲注（3）3957 の 25 参照。 
53 平成 23 年 11 月 18 日衆議院・財務金融委員会における安住財務大臣答弁。 
54 国税庁「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について（事務運営指針）第 2
章 4（2）。 
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具体的には，実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について法 74 条の 9 第 3
項 2 号に規定する税務代理人 55がある場合において，当該納税義務者の同意がある場合に
は，当該納税義務者への前 3 項に規定する通知，説明又は交付（以下「通知等」という。）
に代えて，当該税務代理人への通知等を行うことができる旨を規定する（法 74 条の 11 第
4 項）。 

つまり，原則として納税義務者本人に対して通知等を行わなければならないものの，本
人の同意があれば，例外的に税務代理人への通知等が認められる 56。 

 
5.  再調査（第 5 項） 

最後に，本条 5 項は，再調査について定めている 57。 
具体的には，同 1 項の通知をした後又は同 2 項の調査（実地の調査に限る。）の結果につ

き納税義務者から修正申告書等の提出等があった後若しくは更正決定等をした後において
も，当該職員は，新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは，当該納税義務
者に対し，質問検査等を行うことができる旨を規定する（法 74 条の 11 第 5 項）。 

したがって，その調査が実地調査の場合には，いわゆる新情報非違事由がなければ，再
調査を実施することは許されないこととなる 58。 
 

上記の調査終了手続を簡略してあらわすと，以下のとおりである 59。 
  

 
55 税理士法 30 条に定める税務代理権限証書を提出している税理士・税理士法人又は同法
51 条 1 項の規定による通知をした弁護士・弁護士法人をいう(法 74 条の 9 第 3 項 2 号)。 
56 三木・前掲注（18）29 頁参照。 
57 法定化された当時は，再調査についての規定はなく，本条 4 項に，連結親法人への通知
等についての規定が設けられていた。しかし，平成 27 年度税制改正により，再調査につ
いての規定が本条 6 項に設けられ，その後，令和 2 年度税制改正により，連結納税制度が
グループ通算制度に見直されたことに伴い，本条 4 項が削除されたため，本条 5 項が現在
の 4 項に繰上げ，本条 6 項が現在の 5 項へ繰上げされた。 
58 木山・前掲注（19）259 頁，濱田・前掲注（15）213 頁等参照。 
59 正確には，実地の調査に限られる規定も含まれるため，さらに場合分けが必要となる
が，複雑な図となるため，ここでは簡易的に記載する。 
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【図表 1  調査終了手続の流れ】 

 

（国税庁「税務手続について～国税通則法等の改正～」（平成 24 年）を参考に筆者作成） 
 

第 2 節 通則法の概要 
1. 通則法の制定 

通則法は，昭和 37 年に制定され（昭和 37 年法律第 66 号による改正。），同年 4 月 1 日
から施行された。同法の制定は，政府に設置された税制調査会の「国税通則法の制定に関
する答申（税制調査会第二次答申）」（以下，本節において「答申」という。）に基づくも
のである 60。 
 答申によれば，当時における各税法の規定を総合的にみると，「租税に関する基本的な
法律構成に関する規定が欠けている」ことや，「各税に共通する事柄でありながら，規定
の不備統一ないしは重複等がかなりみられる……ため，税法についての統一的な理解を困
難にしたり，あるいは解釈上の疑義を生じる結果となっているものが相当みられる」とい
った問題意識の下，「（各税法の規定を）統一的に整備して規定した法律を制定することが
最も適当かつ必要」であり，「通則法の制定が望ましい」とされた 61。 
 
2. 通則法の概要 

現行通則法は，第 1 章（総則），第 2 章（国税の納付義務の確定），第 3 章（国税の納付
及び徴収）……第 7 章（国税の更正，決定，徴収，還付等の期間制限），第 7 章の 2（国税
の調査），第 7 章の 3（行政手続法との関係），第 8 章（不服審査及び訴訟）……など，枝
番の章を含めて全 13 の章で構成されている。 

なお，制定当初は第 9 章までであったが，昭和 45 年の国税不服審判所の設置に伴い，第

 
60 志場＝荒井＝山下＝茂串編・前掲注（53）1 頁参照。 
61 税制調査会「国税通則法の制定に関する答申（税制調査会第二次答申）及びその説明」
（昭和 36 年 7 月）まえがき参照。 
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10 章に罰則が設けられ，平成 5 年 11 月の行政手続法の制定に伴い，第 7 章の 2（行政手
続法との関係）が追加された 62。その後，平成 23 年 12 月に，この「第 7 章の 2」が「第
7 章の 3」とされ，新しく「第 7 章の 2」として「国税の調査」が追加された 63。 

このような通則法の規定により基本的な事項及び共通的な事項を明定することは，税法
の体系的な構成の整備を図るとともに，政府と納税者との間における権利義務の関係を明
確にすることとなり，ひいては，税務行政の法律の規定に基づく公正な運営を確保し，も
って，納税義務が円滑適正に履行されることを保障することになると考えられている 64。
そしてこれは，租税法定主義及び税法民主化の前進をめざすものであると解されている 65。 

このように，通則法は，国税の基本法として極めて重要な法律といえる点で「国税基本
法」であるということができ，さらに，手続規定については各個別税法の一般法であると
される 66。 

 
第 3 節 改正前における税務調査手続 
1. 改正前の税務調査手続に関する規定 

先に述べたとおり，法 74 条の 11 は，通則法改正により新たに創設された規定である。
そこで，改正前の税務調査手続規定はどのようなものであったのかにつき確認する。 

税務調査とは，税務当局が税法上規定された各種の処分を実施する上で必要となる事実
認定と判断を行うため，その認定判断に必要な範囲で職権に基づき行われるものである 67。 

後述するとおり，我が国では申告納税制度のもと，一次的には，納税者の申告により税
額を確定することとしているが，その申告がない場合又はその申告が誤っている場合には，
第二次的に，税務署長等の処分により確定する（法 16 条 1 項 1 号）。課税処分において更
正・決定又は賦課決定を行うためには，課税要件事実に関する資料の入手が必須である 68。 

 
62 武田監修・前掲注（3）93 頁参照。 
63 武田監修・前掲注（3）93 頁参照。さらに，平成 29 年度税制改正において，国税犯則取
締法が廃止されたことから，それまで同法に規定されていた手続が，通則法の第 11 章に
編入されることとなった。 
64 志場＝荒井＝山下＝茂串編・前掲注（53）64 頁参照。 
65 志場＝荒井＝山下＝茂串編・前掲注（53）64 頁参照。 
66 木山・前掲注（19）3 頁，21 頁，39 頁参照。 
67 原・前掲注（21）15 頁参照。なお，税務調査は，その目的の違いによって，①課税処分
のための調査，②滞納処分のための調査，③脱税処理（犯則事件処理）のための調査の 3
つに分類される（田中治「質問検査権の法的基礎」税理 55 巻 13 号（2012 年）9 頁参
照）。本論文で取り扱うのは，①課税処分のための調査である。 
68 金子宏『租税法〔第 24 版〕』（弘文堂，2021 年）994 頁参照。 
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しかしながら，資料の入手について納税者の任意の協力が常に得られるとは限らない 69。
そこで，税法は，課税に必要な資料収集・確保を可能ならしめるため，税務署等の当該職
員において，納税義務者等に質問し，帳簿書類その他の物件について検査し，その提示・
提出を求める権限（以下「質問検査権」という。）を認めている 70。この質問検査権につい
て，通則法改正前は所得税法等の各個別税法に規定が設けられていた。 

例えば，通則法改正前における所得税法（以下「改正前所得税法」という。）234 条は質
問検査権の行使について，「調査について必要があるときは」，「質問し，又はその帳簿書
類その他の物件を検査することができる」と規定していた 71。 

質問検査の手続面としては，税務職員が質問検査を行う場合には，身分を示す証明書の
携帯と，関係人に要求された場合にその提示を義務付けられている旨が規定されているの
みであった（改正前所得税法 236 条［現行法では法 74 条の 13］）72。 

このように，改正前の法規定には税務調査手続に関する具体的な細目規定がなく 73，特
に，実地の調査を始めようとする場合における「事前通知」（現行法 74 条の 9，74 条の 10）
や，調査を終えようとする場合における「調査終了手続」（現行法 74 条の 11）については，
改正前において法の明文規定を欠くものであった 74。 
 
2. 最高裁昭和 48 年 7 月 10 日第三小法廷決定 

通則法改正前の税務調査手続に関連する代表的な判例として，法律に規定がないことを
理由に，「特段の定めのない実施の細目」につき，税務職員の裁量判断を認めた，最高裁
昭和 48 年 7 月 10 日第三小法廷決定 75がある。 

最高裁昭和 48 年 7 月 10 日第三小法廷決定は，以下のように判示した 76。 
「……所得税法 234 条 1 項の規定は，国税庁，国税局又は税務署の調査権限を有する職

 
69 金子・前掲注（68）994 頁，濱田洋「判批」商大論集 67 巻 2 号（2015 年）188 頁参
照。 
70 金子・前掲注（68）994 頁参照。 
71 その他，同旨の内容が法人税法 153 条，相続税法 60 条 1 項等に規定されていた。 
72 水野忠恒『大系租税法〔第 4 版〕』（中央経済社，2023 年）62 頁参照。そのほか質問検
査に関する規定としては，質問検査が犯則捜査のために認められたものではないとする規
定（改正前所得税法 234 条 2 項）や，質問検査を拒否した場合等の罰則等（改正前所得税
法 242 条 9，10 号）が定められていた。 
73 藤曲武美「平成 23 年国税通則法改正後の税務調査手続の評価と課題」日税研論集 75 号
（2019 年）66 頁参照。 
74 木山・前掲注（19）226 頁参照。 
75 最決昭和 48 年 7 月 10 日・前掲注（1）。 
76 最決昭和 48 年 7 月 10 日・前掲注（1）。 
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員において，当該調査の目的，調査すべき事項，申請，申告の体裁内容，帳簿等の保存状
況，相手方の事業の形態等諸般の具体的事情にかんがみ，客観的な必要性があると判断さ
れた場合には，前記職権調査の一方法として，同条一項各号規定の者に対し質問し，また
はその事業に関する帳簿，書類その他当該調査事項に関連性を有する物件の検査を行う権
限を認めた趣旨であって，この場合の質問検査の範囲，程度，時期，場所等実定法上特段
の定めのない実施の細目については，右にいう質問検査の必要があり，かつ，これと相手
方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり，権限ある税務職
員の合理的な選択に委ねられているものと解すべく，……実施の日時場所の事前告知，調
査の理由及び必要性の個別的，具体的な告知のごときも，質問検査を行ううえの法律上一
律の要件とされているものではない。そして質問検査制度の目的が適正公平な課税の実現
を図ることにある。〔下線は筆者〕」 

同決定は，税務調査手続の細目について，特に法定されていないことから，相手方の私
的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまるかぎり税務職員の裁量を認める
ことを最高裁として初めて明らかにしたものである 77。同決定は，その後の下級審判決に
おいて広く踏襲された 78。調査終了手続についても，当時は法の規定がなかったため，税
務職員の裁量に委ねられていた 79。 

 
3. 実務上の取扱い 

実務上は，課税庁内部における運営指針があり，調査の結果「非違がない場合」と「非
違がある場合」の区分に応じた手続が行われていた 80。すなわち，「非違がない場合」につ
いては，申告内容に誤りがなかった旨及び税務調査が終了した旨を通知することとされて
おり，「非違がある場合」の取扱いについては，次のとおりとされていた 81。 

調査の結果，非違がある場合 
 ア 非違内容及びその金額を説明する。 
 イ 修正申告又は期限後申告をしょうようする。 
 ウ その際，書面を交付して，修正申告又は期限後申告をした場合には不服申立てができ
ないこと等を説明する。 

 
77 藤曲・前掲注（73）66 頁，小早川光郎「判批」ジュリ別冊 178 号（2005 年）206-207
頁，廣瀬肇「判批」ジュリ別冊 181 号（2006 年）216 頁，山本未来「判批」ジュリ別冊
260 号（2022 年）204 頁参照。 
78 増田英敏『租税憲法学〔第 3 版〕』（成文堂，2006 年）198 頁参照。 
79 酒井・前掲注（2）31 頁参照。 
80 吉沢ほか・前掲注（3）236 頁参照。 
81 平成 21 年６月 25 日付課個４-29 ほか 10 課共同「個人課税事務運営要領の制定について
（事務運営指針）」，志場＝荒井＝山下＝茂串編・前掲注（53）944 頁参照。 



26 
 

しかし，上記は，課税庁が実務を運営する上での単なる「指針」であり，法的拘束力が
あるものではない。そのため，調査が終了した際には，修正申告等すべき旨の連絡が入る
か，又は非違がない場合の連絡（いわゆる是認通知）が入ることが多かったものの，それ
がいつのことか分からず，また連絡がないということも実務上あり得たのである 82。この
点につき，いつ，どんな「仕置き」があるのか，「仕置き」がないのか知り得ない状態に
放置される制度であり，被調査者にとって，不安定な状態に置かれるものであったと指摘
する見解がある 83。 

 
4. 調査結果説明の不実施が違法でないとされた裁判例 
 通則法改正前に行われた税務調査について，調査結果の説明を行わなかったことが違法
となるかにつき争われた事例として，東京地裁平成 30 年 4 月 16 日判決 84がある。 

裁判所は，「原告の主張は，国税通則法 74 条の 11 第 2 項を根拠とするものと解される
が，同項は，平成 23 年法律第 114 号によって新設され，平成 25 年 1 月 1 日以後に納税義
務者に対して行う……質問，検査等に適用されるものである」ところ，「本件調査は，遅
くとも本件再更正処分がされた平成 21 年 12 月 4 日までには終了したと認められるから，
同条項は適用されず，他に，税務職員が，原告に対し，本件調査後に内容を説明すべき法
令上の根拠は見当たらない。〔下線は筆者〕」として，法令上の規定がないことを根拠に，
調査結果説明が不実施であったことの違法性を排斥した 85。 
 
5. 学説 

税務調査手続規定の不備の問題については，学説上，長年にわたり指摘がなされていた。
例えば，金子宏は，「従来，わが国では税務調査の手続整備がおくれて」いたため，「税務
調査がどのような場合に，どのような要件の下に行われるべきか，またそれはどのような
手続で行われるべきか」解釈上の問題があり，「長い間，立法による解決が待たれていた」
と述べる 86。 

税務調査手続の規定を整備すべき主な理由として，①規定の不備が税務調査に対する納
税者の心理的負担を生み出すこと等に繋がっていることから，手続の透明性及び納税者の

 
82 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）378 頁〔山本執筆部分〕参照。 
83 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）377 頁〔山本執筆部分〕参照。 
84 東京地判平成 30 年 4 月 16 日税資 268 号順号 13141。 
85 酒井克彦「調査終了時の手続に係る国税通則法 74 条の 11 に関する検討（下）」月刊税
務事例 52 巻 10 号（2020 年）4 頁参照。 
86 金子宏「国税通則法の改正～税務行政と納税者との信頼関係の醸成に～」東京税理士会
666 号（2012 年）8 頁参照。 
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予測可能性を確保する必要があるとするもの 87，②適正手続の保障（憲法 31 条）は刑事手
続のみならず行政手続にも及ぶべきであるとするもの 88，③申告納税制度の下では，納税
者と課税庁は納税義務の確定を相互にチェックし合う立場であるにもかかわらず 89，課税
庁が上から監視するための必要な範囲での手続であり，納税者との対等性が十分に形成さ
れていない点で問題があるとするもの等がある 90。 

一方で，いわゆる租税行政の特質を重視する考え方（以下「租税行政の特質論」とい
う。）から，税務調査手続の整備を図ることに対して批判的な見解も存在した 91。これは，
租税手続法においては，ある程度納税者の権利を犠牲にしても税務執行の機能性を確保し
た制度が正当化されるべきであるとする考え方である 92。具体的には，課税処分の大量
性・反復性という特質や，限られた人員をもって，適正・公平な課税が実現されなければ
ならないという特質から，手続を整備すると調査効率が低下する可能性があるため，課税
当局の裁量権を広く認めるべきとする論理である 93。 
 しかし，この点につき，租税法律主義のもと，課税庁の裁量は原則として否定されてい
るという点に，他の行政領域とは大きく異なる特質をみることができると指摘し，租税行
政に課された他に実現すべき価値との衝突を考慮することなく税務執行の機能性を優先さ
せる考え方には問題があるとする見解がある 94。 

 
87 北野弘久『税法学原論〔第 6 版〕』（青林書院，2007 年）378-380 頁，増田・前掲注
（78）205-208 頁参照。 
88 増田・前掲注（78）205-208 頁，田中治「申告納税制度と租税行政手続」租税法研究 22
号（1994 年）21-30 頁等参照。 
89 谷口勢津夫「納税義務の確定の法理」芝池義一＝田中治＝岡村忠生編『租税行政と権利
保護』（ミネルヴァ書房，1995 年）69-70 頁参照。 
90 三木義一＝酒井克彦「平成 23 年度税制改正の検証と提言」月刊税務事例 43 巻 5 号
（2011 年）3 頁参照。 
91 田中二郎『租税法〔第 3 版〕』（有斐閣，1990 年）64 頁以下参照。田中（治）・前掲注
（88）12 頁は，「租税行政の特質論は，しばしば，租税行政の手続的整備を抑制する論理
として働いていると思われる」と説明する。 
92 矢田善久「改正国税通則法の意義と問題点—税務調査手続を中心に―」立命館法政論集
18 号（2020 年）34-35 頁参照。 
93 租税行政の特質論について検討するものとして，南博方「租税手続の公正・透明化へ向
けて」租税法研究 22 号（1994 年）8-11 頁，田中治「租税行政の特質論と租税救済」芝池
義一＝田中治＝岡村忠生編『租税行政と権利保護』（ミネルヴァ書房，1995 年）27-59
頁，田中（二）・前掲注（91）64-70 頁，品川芳宣「納税環境整備（税務調査手続・理由附
記の法定化）の問題点」税経通信 66 巻 4 号（2011 年）17-19 頁等がある。 
94 田中（治）・前掲注（88）14 頁参照。 
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第 4 節 通則法改正の経緯及び概要 

ここでは，通則法改正の経緯を確認する 95。 
 

1. 平成 22 年度税制改正大綱及び平成 23 年度税制改正大綱 
平成 21 年 9 月に発足した民主党政権のもとで同年 12 月 22 日に閣議決定した平成 22 年

度税制改正大綱において，税務調査手続における納税者の権利を明記する「納税者権利憲
章」の制定等が記述された 96。 

さらに，平成 22 年 12 月 16 日に閣議決定された平成 23 年度税制改正大綱には，「税務
調査手続の明確化，更正の請求期間の延長，処分の理由附記の実施等の措置を講じること
とし，国税通則法について昭和 37 年の制定以来，最大の見直しを行」う旨が記述され，税
務調査手続の明確化を含む国税通則法の改正を行う方針が示された 97。 
 
2. 法案の成立及び公布 
 平成 23 年 1 月 25 日に国会提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」（以下「平
成 23 年度税制改正法案」という。）では，前述した平成 23 年度税制改正大綱に基づき，通
則法に関して，題名の変更，目的規定，納税者権利憲章，更正の請求，更正決定等の期間，
国税の調査，理由付記等についての改正規定が盛り込まれていた。このようにして，法案
が国会に提出されたが，同年 3 月中には成立せず，東日本大震災等により，その後の審議
も遅れることとなった。 
 その後，民主・自民・公明による三党合意の調整作業が進められ，合意の成立した規定
を取り出した新たな法案 98が平成 23 年 6 月 10 日に国会提出され，同月 22 日に成立，同月
30 日に公布（平成 23 年法律第 82 号），即日施行された。このうち，納税環境整備に関わ

 
95 以下，改正の経緯については，特に断りのない限り，日本弁護士連合会日弁連税制委員
会編・前掲注（14）3-39〔三木義一執筆部分〕頁，吉沢ほか・前掲注（3）215-242 頁，
青木丈「国税通則法抜本改正（平成 23～27 年）の経緯」青山ビジネスロー・レビュー5 巻
2 号（2016 年）1 頁以下の内容を基に記述する。 
96 内閣「平成 22 年税制改正大綱」 
（https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1222zeiseitaikou.pdf）（最終閲覧日 2024
年 6 月 30 日） 
97 内閣「平成 23 年税制改正大綱」 
（https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf）（最終閲覧日 2024
年 6 月 30 日） 
98 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一
部を改正する法律案。 
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るものは，罰則の見直しのみが含まれ，その余の改正については，引き続き与野党協議に
付されることとなった。 
 当初の平成 23 年度税制改正法案の残りの部分の取扱いについては，平成 23 年 10 月に行
われた与野党協議の結果を受けて，修正法案が提出され 99，同年 11 月 30 日に成立し，12
月 2 日に公布された（平成 23 年法律第 114 号）。しかし，国会審議の過程で，目的規定の
見直しや納税者権利憲章の策定の規定等が削除され 100，税務調査手続に関する部分につい
ても，一部が削除，修正された。 
 

法 74 条の 11 第 2 項に関しては，以下の取消し線で記載した箇所にあるとおり，書面の
交付の部分が削除された 101。 
 
（調査の終了の際の手続通知） 
第 74 条の 11 
（略） 
2 国税に関する調査の結果，更正決定等をすべきと認める場合には，当該職員は，当該納
税義務者に対し，その調査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含
む。以下この項において同じ。）を説明し，当該調査結果の内容を簡潔に記載した書面を
交付するものとする。 
 
3. 税務調査手続の整備 
 結果として，通則法改正により，税務調査手続の整備が図られた。すなわち，それまで
通則法には明文規定のなかった税務調査の規定が，新たに創設された章である「第 7 章の
2  国税の調査」（現行法 74 条の 2～74 条の 13 の 4）に定められた。 

具体的には，改正前は各個別税法に定められていた質問検査権の規定が，法 74 条の 2～
74 条の 6 に集約された 102。さらに，調査開始時の事前通知（法 74 条の 9，74 条の 10）
や，調査終了時の手続（法 74 条の 11），提出物件の留置き（法 74 条の 7）が新設された。 

 
99 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する
法律案。 
100 通則法 1 条の目的規定について，「国税に関する国民の権利利益の保護を図り」という
文言追加の改正案が，削除された。 
101 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）34-38 頁〔三木執筆部分〕参照。 
102 当該質問検査権の規定において，質問検査時において，帳簿書類その他の物件の「提
示」又は「提出」を求めることが新たに可能となった（法 74 条の 2 第 1 項）。 
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 この他，更正の請求の期間延長や 103，処分の理由付記の対象範囲の拡大 104が主な改正点
であるが，省略する。 
 
第 5 節 立法趣旨と評価 
1. 税務調査手続の立法趣旨 
 通則法改正のうち，税務調査手続については，「手続の透明性及び納税者の予見可能性
を高め，調査に当たって納税者の協力を促すことで，より円滑かつ効果的な調査の実施と
申告納税制度の一層の充実・発展に資する観点及び課税庁の納税者に対する説明責任を強
化する観点」から国税の調査「第 7 章の 2」が設けられたと説明されている 105。 
 
2. 調査終了手続の立法趣旨 

法 74 条の 11 に規定された調査終了手続も，上記税務調査手続全体と同様の立法趣旨を
有しつつも，そのなかでも特に，「課税庁の納税者に対する説明責任を強化する」ことに
主な目的があるとされている 106。 

 
3. 学説における評価 
 税務調査手続が整備されたことに対して，以下の評価がある。 
 金子宏は，「この改正によって，質問検査の手続が整備・改善され，また，かねての懸
念の多くが正面から解決された。その意味で，この改正は，各租税に関する質問検査の規
定を一括してその通覧を容易にするとともに，質問検査を円滑ならしめ，納税者の権利を
保護することを目的とする大きな改正であったといえよう。」107と評価する。 
 また，三木義一は，「今回の改正により，きちんと税務調査に当たって，課税庁も手続
を守り，そしてそれが法律要件となるわけです。課税庁の行うべきことがはっきりします。
課税庁が守った以上，納税者も協力するというお互いの税務調査における権利義務が調整

 
103 納税者が申告税額の減額を求めることができる更正の請求の期間が 1 年から 5 年に延長
され（法 23 条 1 項），併せて，課税庁による増額更正の期間も 3 年から 5 年に延長された
（法 70 条 1 項）。 
104 通則法改正により，行政手続法 8 条（理由の提示）及び 14 条（不利益処分の理由の提
示）が適用除外から除外され，これにより，全ての処分について理由付記が必要となった
（法 74 条の 14 第 1 項）。 
105 国税庁「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について（事務運営指針）第 1
章基本的な考え方」（https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/120912/index.htm）（最
終閲覧日 2024 年 6 月 30 日） 
106 吉沢ほか・前掲注（3）236 頁，平成 23 年度税制改正大綱 32 頁参照。 
107 金子・前掲注（68）995 頁。 
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されるだろう」108とし，通則法改正が「納税者と課税庁との対等性，ひいては，納税者に
積極的に国の財政の担い手として関与してもらう基盤を形成するもの〔下線は筆者〕」で
あり，「申告納税制度を真に国民主権主義の理念にふさわしいものに変えていくための第
一歩となる〔下線は筆者〕」ものであると評価する 109。 

さらに，木山泰嗣の「租税法律主義（憲法 84 条）は，課税要件の法定及び明確を求めま

す（課税要件法定主義，課税要件明確主義）。ここにいう課税要件の法定には，『手続
．．

』の
．

法定及び明確も含まれる
．．．．．．．．．．．

と解されています（最大判昭和 60 年 3 月 27 日……）。そうする
と，平成 23 年改正でようやく導入された税務調査の規定は，課税要件の充足を判断するた
めの手続規定として，本来，法律で定められていることが必要なものであったといえま
す。」110との見解や，増田英敏の「税務調査手続の法整備は，租税法律主義の手続保障の
原則の視点から高く評価されるべきである。」111との見解のように，租税法律主義の観点
から意義があると評価するものもある 112。 
 一方，品川芳宣は，「納税者の権利のみを主張していても，国家の存在の基礎となる税
収が法律どおりに入ってこなくなったら，国家の運営それ自体成り立たなくなるはずです。
……納税者の権利救済をどう図るかということと法律どおりの税収をどう確保するかとい
うバランス論が重要なのです。……通則法改正は，権利救済に偏した嫌いがあると思いま
す。」113とし，税務当局の事務量の増加が，調査数を減らすことに繋がり，結果として申
告水準の低下を招くこと等を懸念する見解を示す 114。 
 これに対し，田中治は，納税者の手続的権利の実現と租税収入の適正な確保との間でバ
ランスをとることの重要性を示しつつも，今回の改正は「納税者を丁寧に扱うことによっ
て申告納税制度を担うべき納税者の自覚と自発性を促し，同時に，税制や税務行政への信
頼を高めることに重きを置いたということができる。迂遠なように見えるかもしれない

 
108 三木＝酒井・前掲注（90）9-10 頁。 
109 三木義一「租税手続法の大改革－平成 23 年度税制改正における国税通則法の改正」自
由と正義 63 巻 4 号（2012 年）42 頁参照。 
110 木山・前掲注（19）226-227 頁。 
111 増田英敏＝鈴木憲吾「判批」TKC 税研情報 30 巻 2 号（2021 年）19 頁。 
112 この点につき，谷口勢津夫も，通則法改正は「手続的保障原則に照らして，妥当」であ
ったと同旨の評価を示す（谷口勢津夫「申告納税制度と税務調査」三木義一先生古稀記念
論文集編集委員会編『現代税法と納税者の権利－三木義一先生古稀記念論文集』法律文化
社（2020 年）229 頁）。 
113 品川芳宣『国税通則法講義―国税手続・争訟の法理と実務問題を解説―』（日本租税研
究協会，2015 年）80 頁。 
114 品川・前掲注（113）80 頁，同「国税通則法改正後の税務調査手続等の問題点」税経通
信 68 巻 5 号（2013 年）24 頁参照。 
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が，……申告納税制度の適正性と強度を支える大きな一助となるであろう。〔下線は筆
者〕」とし，単に調査件数の減少や，調査に要する時間や手間の増大を必要以上に危惧す
る姿勢については「一面的すぎる」との見解を示す 115。 

法 74 条の 11 第 2 項についても，手続の透明化を通じて納税者の精神的負担を軽減する
点で評価されるが 116，加えて，納税者の適正な申告を側面から援助するという申告納税制
度の下での課税庁の存在理由をより鮮明にしたものであるとする見解や 117，修正申告等を
すべきか納税者が判断するための必須の情報の提供であり固有の価値を有する手続といえ
ることから，同時に制定されたその他の税務調査手続等と比較しても，より重要な役割を
担う規定であると評価する見解 118等がある。 
 
第 6 節 小括 
 本章では，調査終了手続及び通則法改正の概要について確認した。 
 法 74 条の 11 は，調査終了手続について定めている。そのうち，第 2 項は，更正決定等
をすべきと認める場合における調査結果の説明について定めている。 
 通則法は，国税の基本法として重要な法律といえる点で「国税基本法」であるというこ
とができ，さらに手続規定については各個別税法の一般法であるとされる。また，政府と
納税者との間における権利義務の関係を法律により明確にするものであること等から，租
税法律主義及び税法民主化の前進をめざすものであるとも解されている。 

通則法改正以前は，具体的な調査手続が法定されておらず，課税庁の裁量判断が広範に
認められていた。調査終了手続についても法の規定がなかったことから，調査結果の説明
を行わなかったとしてもその手続が違法となることはなかった。 

そのような状況の下，「手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め，調査に当たって
納税者の協力を促すことで，より円滑かつ効果的な調査の実施と申告納税制度の一層の充
実・発展に資する観点及び課税庁の納税者に対する説明責任を強化する観点」から，平成
23 年 12 月に通則法が改正され，税務調査手続が整備された。 

このうち，特に，調査終了手続は，課税庁の納税者に対する説明責任を強化することが
主な立法趣旨とされる。 

また，学説では，改正により調査手続が整備されたことに対して，調査件数の減少を招
き結果として申告水準が低下することを懸念する見解も存在するものの，特に租税法律主

 
115 田中治「新税務調査手続の意義とその評価」税理 57 巻 7 号（2014 年）10 頁参照。 
116 髙橋祐介「マルサではない女」佐藤英明編『租税法演習ノート〔第 4 版〕』（弘文堂，
2021 年）323 頁参照。 
117 田中（治）・前掲注（115）12 頁参照。高橋・前掲注（116）323 頁も，「納税者による
納税義務内容の理解を促進するという意味まで含む」ものであると評価する。 
118 作田・前掲注（17）4-5 頁，58-63，90 頁参照。 



33 
 

義の観点から高く評価する見解や，申告納税制度を担うべき納税者の自覚や自発性を促す
ものであり，同時に税務行政への信頼を高めることで申告納税制度の適正性をより高める
ものであると評する見解がある。 

加えて，法 74 条の 11 第 2 項に対しては，納税者の適正な申告を側面から援助するとい
う申告納税制度の下での課税庁の存在理由をより鮮明にしたものであると評するものや，
納税者の修正申告等の要否の判断に不可欠な情報を提供する点で極めて重要な手続である
との見解も示されている。 

次章では，租税法律主義及び申告納税制度の意義を確認した上で，法 74 条の 11 第 2 項
が規定する説明責任の法的意義とはいかなるものであるのかについて考察する。 
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第 3 章 租税法律主義及び申告納税制度の意義 

 本章では，租税法律主義及び我が国で採用されている申告納税制度の意義について確認
する。そして，法 74 条の 11 第 2 項が規定する説明責任の法的意義とはいかなるものであ
るのかにつき考察する。 
 
第 1 節 租税法律主義 
1. 租税法律主義の意義と機能 
 租税法律主義とは，憲法 84 条及び 30 条を法的根拠とする，法律の根拠に基づくことな
しには，国家は租税を賦課・徴収することはできず，国民は租税の納付を要求されること
はないという原則である 119。租税法律主義は，歴史的・沿革的には，行政権の担い手たる
国王による恣意的課税から国民を保護することを目的としたが，現代の取引社会における
租税法律主義の機能は，国民の経済生活に法的安定性と予測可能性を与えることにあると
解されている 120。 
 
2. 租税法律主義の内容 
 租税法律主義の内容は，金子宏によれば，「課税要件法定主義」，「課税要件明確主義」，
「合法性の原則」，「手続的保障原則」，「遡及立法の禁止」及び「納税者の権利保護」の 6
つがあげられる 121。 

それぞれの内容は，以下のとおりである。 
(1) 課税要件法定主義 
 課税の作用は国民の財産権への侵害であるから，課税要件のすべてと租税の賦課・徴収

 
119 金子・前掲注（68）77 頁，品川芳宣『現代税制の現状と課題 租税手続編』（新日本法規
出版，2017 年）21 頁，増田英敏『リーガルマインド租税法〔第 5 版〕』（成文堂，2019
年）24 頁参照。 
120 金子・前掲注（68）79 頁参照。 
121 金子・前掲注（68）80 頁参照。同様に，租税法律主義の内容として，これら 6 つの原
則があるとするものに，木山泰嗣「租税手続法の解釈のあり方－文理解釈の重要性とその
限界－」青山法学論集 64 巻 3 号（2022 年）154 頁，谷口勢津夫「租税法律主義（憲法 84
条）」同『税法創造論』（清文社，2022 年）33 頁等がある。なお，佐藤英明は，学会を見
渡したときに，租税法律主義の内容として金子宏の挙げる 6 点が常に挙げられるというわ
けではないと述べ，租税法律主義の内容に関する他の学説に言及するが，本稿では金子宏
の学説に従う（佐藤英明「租税法律主義と租税公平主義」金子宏編『租税法の基本原則』
（有斐閣，2008 年）55-58 頁参照）。 



35 
 

の手続は国民代表議会の定める法律によって規定されなければならない 122。 
(2) 課税要件明確主義 
 法律又はその委任のもとに政令や省令において課税要件および租税の賦課・徴収の手続
に関する定めをなす場合に，その定めはなるべく一義的で明確でなければならない 123。 
(3) 合法性の原則 
 税法は強行法であるから，課税要件が充足されている限り，租税行政庁には租税の減免
の自由はなく，また租税を徴収しない自由もなく，法律で定められたとおりの税額を徴収
しなければならない 124。 
(4) 手続的保障原則 
 租税の賦課・徴収は公権力の行使であるから，適正な手続で行われなければならず，ま
たそれに対する争訟は公正な手続で解決されなければならない 125。つまり，課税は，実体
的な要件（課税要件）を満たすだけでは足りず，法定された公正な課税の手続を経て行わ
れなければならない 126。 
(5) 遡及立法の禁止 
 納税者の法的安定性と予測可能性を保障するため，経済活動に大きな影響を及ぼす租税
法では，納税者の不利益に変更する遡及立法は原則として許されない 127。 
(6) 納税者の権利保護 
 違法な租税の確定又は徴収が行われた場合に，納税者がそれを争い，その権利の保護を
求めることが保障されている 128。 
 
3. 租税法律主義と通則法 
 上記，租税法律主義の内容のうち，通則法の解釈を正面から論じる際には，特に，「手

 
122 金子・前掲注（68）80-81 頁参照。 
123 金子・前掲注（68）84 頁参照。 
124 金子・前掲注（68）86 頁参照。 
125 金子・前掲注（68）87-88 頁参照。 
126 木山・前掲注（19）130-131 頁参照。増田・前掲注（119）32 頁は，「租税法律主義の
本質が国家による恣意的課税の阻止にあるところからすると，課税要件法領域ばかりでな
く租税の賦課・徴収手続といった租税手続法領域も法の支配が確立されることが不可欠で
ある。したがって，租税の賦課・徴収手続の適正な保障も確保されるべきであることを，
手続保障の原則という。」と説明する。 
127 金子・前掲注（68）121 頁，水野・前掲注（72）11 頁参照。 
128 金子・前掲注（68）1093 頁，木山泰嗣「手続法分野における租税法律主義の特色－最
高裁判決にみる救済解釈等の手続法的解釈を中心に－」税法学 585 号（2021 年）197-198
頁参照。 
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続的保障原則」と向き合うことが必要である 129。なぜなら，当該原則は，課税要件法を中
心に構成される税法の考え方を，手続面から強化するものとなるからである 130。 

特に，通則法改正のうち税務調査の手続の整備（第 7章の2）は，先で述べたとおり「手
続の透明性及び納税者の予見可能性を高め」ることが改正の趣旨であることから，手続的
保障原則のあらわれであると解されている 131。 

なお，租税法律主義を論ずるにあたって，実体法的事項よりも手続法的事項を軽視する
議論もみられるが，手続法は，実体法で規定する納税義務を具体化するものであって，恣
意的に運営されると，具体的納税義務が不公平なものとなる 132。税法が侵害法規性を有し
ている以上，国民は，適正な課税手続の元に納税の義務を負うのであり，適正な課税手続
を受ける権利があるというべきである 133。 

このように，手続的保障原則は，憲法の要請する租税法律主義の内容の一つであり，厳
格に確保されるべき原則である。 

しかしながら，合法性の原則で示したとおり，課税要件を充足しているのであれば，そ
の実体への課税を減免することは許されず，課税庁には法律で定められたとおりの税額を
徴収する義務がある。第 5 章で手続の違法が課税処分へ与える影響を考察するにあたって
は，両者の原則を適切に考慮する必要があると考えられる。 
 
第 2 節 申告納税制度の意義 
1. 納税義務の確定手続 
 通則法は，「国税を納付する義務……が成立する場合には，その成立と同時に特別の手
続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き，国税に関する法律の定める手続に
より，その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。」と定めている（法
15 条 1 項）。 

すなわち，国と納税者の債権債務の内容である納税義務については，まず「納税義務の

 
129 木山・前掲注（19）130 頁参照。 
130 木山・前掲注（19）130 頁参照。木山は，通則法のうち特に救済の手続（争訟法）にお
いて，「納税者の権利保護」も重視することが求められると述べる。（同 131 頁参照）。 
131 木山・前掲注（121）160 頁，増田英敏「判批」ジュリ 1562 号（2021 年）136 頁参
照。 
132 浦野広明「税務行政と適正手続」税経新報 465 号（2000 年）6 頁参照。 
133 長島・前掲注（18）375 頁参照。また，林仲宣は，「租税のもつ強制徴収の性格を踏ま
えれば，公平の実現に対する第一義的責任は，課税側に適正手続きの履行というかたちで
課せられるべき」であり，「租税に関する法令遵守は課税庁に求められる論理というべ
き」であると述べる（増田英敏＝林仲宣編著『はじめての租税法』（成文堂，2011 年）
175 頁〔林仲宣執筆部分〕）。 
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成立」という概念があり，所得税や法人税のような期間税については，その課税期間が終
了した時に納税義務が成立する（法 15 条 2 項 1 号，3 号）134。次いで，成立した抽象的な
納税義務を具体的な履行の対象として確定する「納税義務の確定」という手続があり，税
額の確定方式として申告納税方式と賦課課税方式が法 16 条に定められている 135。 
 
2. 申告納税方式 

申告納税方式とは，納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし，
その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従ってい
なかった場合その他当該税額が税務署長等の調査したところと異なる場合に限り，税務署
長等の処分により確定する方式をいう（法 16 条 1 項 1 号）。 

納税義務が成立する場合に，納税者が，国税に関する法律の規定により，納付すべき税
額を申告すべきものとされている国税は，申告納税方式によることとされており（法 16 条
2 項 1 号），現行の国税は原則として，申告納税方式により納税義務が確定する 136。このよ
うに，納税者自らが申告納税方式によって税額を確定して申告し，これを納付する制度を，
申告納税制度という 137。 

 
3. 申告納税制度の沿革 
(1) 申告納税制度の導入 
 明治時代における近代税制の創設以来，賦課課税制度が採用されていたが，昭和 22 年の
税制改正において，所得税及び法人税等の直接税の分野で申告納税制度が導入された 138。 
 しかし，申告納税制度が導入された当時には，納税者にとってそれがなじみのない制度
であったことや，租税行政が弱体化していたこと等の要因により，申告納税制度の定着は

 
134 森・前掲注（22）130 頁，木山・前掲注（19）42 頁参照。 
135 森・前掲注（22）130 頁，品川・前掲注（119）23-24 頁，増田・前掲注（119）65 頁
参照。なお，法 15 条には，原則的な確定手続（申告納税方式及び賦課課税方式）のほ
か，例外的に納税義務の成立と同時に手続を要せずに納税義務が確定する方式（いわゆる
「自動確定方式」）がある旨が定められているため，納税義務の確定方式は，申告納税方
式，賦課課税方式，自動確定方式の 3 つがある。 
136 所得税（源泉徴収によるもの及び予定納税に係るものを除く。），法人税，相続税，贈与
税，消費税等が，申告納税方式を採用している。一方，賦課課税方式とは，納付すべき税
額が専ら税務署長等の処分によって確定する方式をいう(法 16 条 1 項 2 号)。  
137 金子宏「民主的税制と申告納税制度」税研 76 号（1997 年）16 頁，森・前掲注（22）
131 頁参照。 
138 金子・前掲注（137）16 頁，品川・前掲注（119）29 頁参照。 
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思うように進まなかった 139。そのため，無申告と過少申告の数が極めて多く，それに比例
して決定処分及び更正処分の数も多くある状況であった 140。 
 
(2) シャウプ勧告 
 このような状況のなか，シャウプ使節団が昭和 24 年に来日し，我が国の税制と租税行政
の全般にわたる抜本的改革を勧告したのであるが，その力点の一つは，申告納税制度の定
着と発展に向けられていた 141。 

シャウプ勧告は，納税申告の内容を，「所得税および法人税が適正に執行されるかどう
かは，全く納税者の自発的協力にかかっている。納税者は，自分の課税されるべき事情，
また自分の所得額を最もよく知っている。このある納税者の所得を算定するに必要な資料
が自発的に提出されることを申告納税という。……申告書を提出しなければならないすべ
ての納税者は，この申告納税によって自分等の所得を政府に報告している。このように報
告している各人は，……行政上の事務の一端を負担しているものである。〔下線は筆者〕」
と説明し 142，納税者の自発的協力の必要性を強調している。このような考えのもと，申告
納税制度の推進を目的として，青色申告制度や予定申告の導入等を内容とする勧告が出さ
れ，翌年昭和 25 年の税制改正にてその多くの実現が図られた 143。 

 
(3) シャウプ勧告以降 
 昭和 37 年には，関税を除く間接国税についても申告納税方式が採用され，さらに，昭和
40 年には関税についても原則的に採用された 144。その結果，今日では，前述したとおり，
国税については，原則として申告納税方式が採用されている 145。 
 
4. 申告納税制度の意義 

申告納税制度は，納税義務の確定について，納税義務者に主たる第一次的責任を課す 146。

 
139 金子・前掲注（137）17 頁参照。 
140 金子・前掲注（137）17 頁参照。 
141 金子・前掲注（137）17 頁参照。  
142 シャウプ使節団編『シャウプ使節団日本税制報告書〔第Ⅳ巻〕』（General Headquarters 
Supreme Commander for the Allied Powers，1949 年）D4 頁。 
143 池本征男「申告納税制度の理念とその仕組み」税大論叢 32 号（1998 年）29-30 頁，金
子・前掲注（137）18 頁参照。 
144 池本・前掲注（143）30 頁，金子・前掲注（68）941 頁参照。 
145 金子・前掲注（68）941 頁参照。 
146 清永敬次「納税義務の確定」中川一郎編『税法学体系〔全訂増補版〕』（ぎょうせい，
1977 年）139 頁参照。 
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そして，納税義務者がこの第一次的責任を履行しない場合に，初めて，課税庁が納税義務
の確定について補充的な役割を果たす 147。このように，納税者自らが税法を第一次的に判
断する制度であることから，申告納税制度は，民主的な制度であると解されている 148。 

この点，金子宏は，「民主主義の下では，国民は主権者としてたえず政治を監視し，自
らの責任で政府を支えるべきであるから，納税も自らのイニシアティブで行うべきである。
申告納税制度は，民主的租税思想の最も重要な要素」149であると述べる。 

石島弘は，申告納税制度のもとでは，「納税申告は単に申告義務として観念されるべき
ではな」く，「権利的要素」があると述べる 150。 

また，田中治は，申告納税制度は「国民主権を税法のうえで表現するもの」であり，
「税額確定においては，納税者の申告が優先的に尊重されるべきこと，納税者の主体的な
申告行為が決定的要素をもつべきことが要請される〔下線は筆者〕」一方で，「申告納税制
度のもとでは，納税者は高い納税意識をもち，自発的に正確な申告をすることが求められ
ている〔下線は筆者〕」ことから，納税者には権利的側面と責任的側面があると説明する
151。 

このように，申告納税制度は，民主的な制度であり，税額を正しく確定させようとする

納税者の主体性
．．．

により成り立つものであるといえる。 
また，上記のとおり，シャウプ勧告では，各人が「行政上の事務の一端を負担している」

と説明され 152，納税者の自発的協力の必要性が強調された。 
この点につき，谷口勢津夫は，申告納税制度の趣旨は，理念的には日本国憲法の「民主

主義的租税感」に，実際的には「税務行政の負担軽減ないし租税の効率的な賦課徴収の考
慮」に基づくものであると指摘する 153。 

三木義一は，「申告納税制度は，税務署の税額計算の手間と課税処分の手間を省き，申
告書に税額を記載させ，その申告書に確定効果を付与し，処分を基本的に省略できるよう
にした制度」であり，換言すれば，「納税者の協力により，課税庁のコストを軽減してい

 
147 清永・前掲注（146）139 頁参照。 
148 三木・前掲注（109）42 頁参照。また，「申告納税制度は納税義務者たる国民に自主性
を認めた民主的な最も新しい制度として，近代民主主義国家において採用されたものであ
る」と判示された事例として，長野地判昭和 26 年 1 月 25 日税資 18 号 464 頁がある。 
149 金子宏「民主的税制と申告納税制度」同『租税法理論の形成と展開〔下巻〕』（有斐閣，
2010 年）588 頁。 
150 石島弘「申告納税制度と租税法律関係」シュトイエル 200 号（1987 年）98 頁。 
151 田中（治）・前掲注（88）18-19 頁参照。 
152 シャウプ使節団編・前掲注（142）D4 頁。 
153 谷口勢津夫『税法の基礎理論』（清文社，2021 年）32 頁。 
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る制度」であると説明する 154。 
このように，申告納税制度は，納税者の協力により租税行政の負担を軽減しているとい

う側面もある。そして，納税者の協力により成り立つといえる当該制度のもとでは，納税
者の課税庁に対する信頼が不可欠であるといえる 155。 
 
第 3 節 申告納税制度における税務調査の性質 

前述のとおり，申告納税制度は，納税者自身が税額の確定を行う制度である。その申告
においては，納税者としては，「自発的」に申告するのみならず，「適正」に申告すること
が求められている 156。 

しかし，納税者の中には，自己の納税額を誤認している者や，故意に申告の内容を偽っ
ている者も少なくない 157。このような申告の誤りや不正行為が排除されなければ，租税負
担の公平は担保されず，申告納税制度の適正な運用は実現できない 158。 

そのため，課税庁は，納税者の申告内容の真偽を確かめ，必要な更正決定等をすべく一
定の情報資料を収集し，納税者の現状を把握する必要がある 159。 

その具体的方法が税務調査であり，「税務調査」とは課税当局が処分を行う上で必要と
なる証拠収集や証拠の評価，事実認定，法令の適用を経て処分等に至る，一連の判断課程
をいうとされている 160。また，法において，税務署長等が更正決定等の処分を行うために
は，必ず「調査」が必要であると規定されている（法 24 条～26 条）。 

このように，税務調査は，租税法に定める納税義務の適正な履行の確保を目的として実

 
154 三木・前掲注（109）42 頁。 
155 武田涼子「税務調査における事前通知・立会いの意義と調査における手続の違法性が課
税処分に与える影響」税務事例研究 181 号（2021 年）39-41 頁，金子・前掲注（86）8 頁
参照。 
156 田中（治）・前掲注（88）19 頁参照。長野地判昭和 26 年 1 月 25 日・前掲注（148）
は，申告納税制度の下では，「……公正な課税を為すには納税義務者の適正な申告を期待
しなければなら」ないと示す。 
157 畠山武道＝渡辺充『租税法〔新版〕』（青林書院，2000 年）318 頁参照。 
158 酒井克彦「主体的納税者による自主修正申告の意義」中央ロー・ジャーナル 13 巻 3 号
（2016 年）9 頁参照。 
159 畠山＝渡辺・前掲注（157）318 頁参照。 
160 中尾巧=木山泰嗣『新・税務訴訟入門』（商事法務，2023 年）319 頁参照。東京地判平
成 28 年 2 月 18 日税資 266 号順号 12801 は，「調査とは，課税標準等又は税額等を認定す
るに至る一連の判断過程の一切を意味し，課税庁の証拠資料の収集，証拠の評価あるいは
経験則を通じての要件事実の認定，租税法その他の法令の解釈を経て更正処分に至るまで
の思考，判断を含む極めて包括的な概念であると解される。」と示す。 
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施されるものであり 161，申告納税制度における適正かつ公平な課税の実現を図るうえで，
必要不可欠なものである 162。 

しかしながら，間接的な強制力を有すると解されるこの税務調査は 163，納税者にとって
時間的・精神的な負担となり得る 164。納税者の自発的な協力を促すためには，法定化され
た手続を課税庁が厳格に遵守することが重要である。 

 
第 4 節 申告納税制度における修正申告等の意義 
1. 修正申告等の意義 

前述のとおり，課税庁は，納税者の申告がない場合，又は申告があってもそれに誤りが
ある場合に限り，課税権を行使することができる 165。しかし，申告納税制度のもとでは，
あくまでその発動は例外とされている 166。このような申告納税制度の趣旨に照らして設け
られた制度として修正申告や期限後申告がある。 

納税申告には，期限内申告（法 17 条），期限後申告（法 18 条）及び修正申告（法 19 条）
の 3 種類がある。期限後申告書は，期限内申告書を申告期限までに提出しなかった者が提
出するものであり，修正申告書は，申告期限後に，確定した税額を増額することを目的に
提出するものである 167。 

修正申告等（修正申告と期限後申告をいう。以下同じ。）は，税額を確定する行為とい
う点においては期限内申告と同様の性質を有するが 168，納税者が誤りを認めて自主的に行
う申告であり，提出するか否かは納税者の任意に委ねられている 169。通則法においても，

 
161 酒井克彦『クローズアップ租税行政法―税務調査・税務手続を理解する〔第 2 版〕』（財
経詳報社，2016 年）118 頁，増田・前掲注（12）558 頁参照。 
162 増田・前掲注（12）558 頁，濱田・前掲注（15）207 頁参照。 
163 質問検査権行使による税務調査は任意調査であるが，質問に対する不答弁，検査の拒
否・妨害等に対しては刑罰が科される（法 128 条 2 号，3 号）ことから間接的な強制力を
有していると評価され，その意味で，質問・検査は公権力の行使を内容とする事実行為で
あると解されている（金子・前掲注（68）995-996 頁，水野・前掲注（72）58-59 頁参
照）。 
164 武田・前掲注（155）39-41 頁参照。 
165 田中（治）・前掲注（88）20 頁参照。 
166 田中（治）・前掲注（88）20 頁参照。 
167 東京地判昭和 45 年 11 月 30 日税資 60 号 750 頁，志場＝荒井＝山下＝茂串編・前掲注
（53）286-287 頁参照。 
168「修正申告も，納税義務を負う税額を確定させる行為」であると判示した裁判例とし
て，東京地判平成 16 年 1 月 30 日税資 254 号順号 9542 がある。 
169 田中（治）・前掲注（88）23 頁，志場＝荒井＝山下＝茂串編・前掲注（53）320 頁参



42 
 

更正決定等の処分があるまでは，納税者は修正申告等を提出することができると規定され
ている(法 18 条 1 項，19 条 1 項)。 

この修正申告等の制度は，申告納税制度の趣旨に照らして，税額確定権限を可能な限り
納税者に与えることが望ましいという観点から設けられた制度である 170。 

つまり，修正申告等は，納税者が適正な税額を確定することにおいて主体的な役割を担
うことが期待されているという申告納税制度の趣旨に沿って，当初の申告が誤っていた場
合等でも，自発的に適正な税額へと是正しようとする納税者の自主性・主体性が尊重され
た制度であるといえる 171。 

なお，修正申告等があった場合には，過少申告加算税，無申告加算税又は重加算税が課
される（法 65 条，66 条，69 条）。これは，期限内に適正に申告を行わなかったことに対
する一種のペナルティとしての性格を有するものであり，納税者間の不公平を実質的に是
正する趣旨から設けられたものであると解されている 172。 

他方，修正申告等を提出した場合のデメリットを指摘し，むしろ積極的に更正決定等の
処分を行うべきとの見解も存在する 173。この点から，修正申告等をすることは強制される
ものであってはならない 174。しかし，そのことと，後述のとおり調査結果の説明が省略さ
れることで，自主的に修正申告等をする機会が実質的に奪われ，予知せず更正決定等の処
分がされていいことは別の問題である。 

修正申告等をするか否かは，納税者が自らの責任において判断決定すべきことであるが
175，重要なのは，我が国が申告納税制度という税額確定方式をとっている以上，正しい税
額を確定させようとする納税者の主体性は尊重されなければならないということである 176。

 
照。 
170 志場＝荒井＝山下＝茂串編・前掲注（53）320 頁参照。 
171 酒井克彦「修正申告の慫慂を巡る法律問題（下）」月刊税務事例 44 巻 3 号（2012 年）
62-67 頁参照。 
172 最判平成 18 年 4 月 20 日民集 60 巻 4 号 1611 頁，金子・前掲注（68）904 頁参照。 
173 阿部徳幸「税務調査手続についての検討－調査時及び調査終了時手続を題材に－」税制
研究 64 号（2013 年）85-86 頁参照。 
174 田中（治）・前掲注（67）14 頁参照。修正申告等を行う場合のメリット・デメリットに
つき検討しているものに，酒井克彦「修正申告の慫慂を巡る法律問題（上）」月刊税務事
例 43 巻 12 号（2011 年）69-70 頁，作田・前掲注（17）83-88 頁等がある。デメリットと
して，不服申立てができないことや，修正申告等を提出した後に更正の請求をする場合，
納税者側に立証責任が生じることが挙げられる。 
175 酒井・前掲注（174）69 頁参照。 
176 酒井・前掲注（171）62-66 頁参照。酒井は，「民主主義的思想に基づく主体的な納税と
いう見地」からは更正決定等を待つのではなく，修正申告等による自らの是正が「本筋」
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なぜなら，申告納税制度は民主的な制度であり，また，各納税者に適正な税額を確定させ
ようとする意識がなければ，申告納税制度は適正に機能しないからである 177。 
 
2. 法 74 条の 11 第 2 項の意義の再検討 

法 74 条の 11 第 2 項は，「課税庁の納税者に対する説明責任を強化する」という趣旨のも
と，更正決定等をすべきと認めた場合の調査結果の説明義務を定めたものである。そして，
第 2 章で確認したとおり，同項に基づく調査結果の説明が当該職員によりされた後，納税
者が修正申告等を自ら提出しない場合には，課税当局から更正決定等の処分が行われるこ
ととなる。すなわち，調査の終結にあたり，当該調査の結果としてその非違内容及び理由
等を課税庁から説明されることをもって，納税者は，自主的に適正な税額へ是正を行うか
否かの自己決定ができるといえる 178。 

そのため，法 74 条の 11 第 2 項は，単に調査を円滑に進めるための手続や，調査協力を
得るための手続にとどまらず，納税者が修正申告等をするか否かの判断をする「機会」を
与える重要な手続であるといえる 179。この点に，同項の説明責任の重要な意義があると考
えられる。 

結果説明手続の不実施等により，この機会が与えられず，不意打ちで税務当局から更正
決定等の処分がなされることは，同項が規定する手続の重要な意義を失わせるものである。
そしてそのことは，手続は遵守されるはずであると考える納税者の信頼を裏切る行為とい
え，ひいては申告納税制度の実効性を損なうおそれがあるといえる 180。 

この点，第 1 章にて取り上げた東京高裁令和 4 年判決では，法 74 条の 11 第 2 項の立法
趣旨を踏まえた上で，「税務当局が国税に関する調査結果の内容について納税者に対する
説明責任を果たさず，その結果，自ら納税義務の内容の確定を行う意思のある納税義務者
の修正申告等の機会が実質的に失われたと評価される事案については，税務当局による説
明義務が定められた趣旨に反する〔下線は筆者〕」と判示している。 

これは，納税者に「修正申告等の機会」を与えることが，法 74 条の 11 第 2 項の説明責

 
であるとする（同 62 頁）。 
177 曾和俊文は，申告納税方式の適切な運用は，納税者の自覚に待つところが多いと述べ
る。（曽和俊文「質問検査権をめぐる紛争と法」芝池義一＝田中治＝岡村忠生編『租税行
政と権利保護』（ミネルヴァ書房，1995 年）98 頁参照）。 
178 酒井・前掲注（171）62-66 頁は，納税者が修正申告を行うかどうかについて「自己決
定」をすることができるように説明することが重要であると述べる。 
179 なお，作田・前掲注（17）5 頁は，調査結果の説明は，「修正申告すべきか否かの判断

のための必須の情報の提供
．．．．．

〔傍点は筆者〕」であると述べる。森・前掲注（22）122 頁，酒
井・前掲注（9）7 頁も同旨。 
180 森・前掲注（22）256 頁参照。 
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任の意義として重要であることを明らかにしているものと考えられる。 
このように，法 74 条の 11 第 2 項は，調査手続の透明化を通じて納税者の精神的負担を

緩和することで税務調査への協力を促すという機能に加え 181，納税者に修正申告等の機会
を付与するという重要な意義を有している。 
 
第 5 節 小括 
 本章では，租税法律主義及び我が国で採用されている申告納税制度の意義について確認
した。 
 手続的保障原則とは，租税法律主義の内容の 1 つであり，課税は実体的な要件（課税要
件）を満たすだけでは足りず，法定された公正な手続を経て行われなければならないとい
う原則である。当該原則は，通則法の解釈にあたって特に重要な考え方であるといえる。 

申告納税制度とは，納税者自身が第一次的に税額の確定を行う制度であり，民主的な制
度であると解されている。そして，適正な税額を確定させようとする納税者の主体性によ
り成り立つ制度であり，かつ，納税者の協力により租税行政の負担を軽減しているという
側面もある。このような申告納税制度のもとでは，納税者の課税庁に対する信頼が不可欠
であるといえる。 

しかし，納税者の中には，自己の納税額を誤認している者も少なくない。そのため，課
税庁は，納税者の申告内容の真偽を確かめ，必要な更正決定等をすべく一定の情報資料を
収集し，納税者の現状を把握する必要がある。その具体的方法が税務調査であるとされる。 

このように，課税庁は，納税者の申告がない場合，又は申告があってもそれに誤りがあ
る場合に限り，課税権を行使することができるが，申告納税制度のもとでは，あくまでそ
の発動は例外的なものと位置付けられる。 

修正申告等の制度は，このような申告納税制度の趣旨に照らし，当初の申告が誤ってい
た場合等でも，税額確定権限を可能な限り納税者に与えることが望ましいという観点から
設けられた制度である。その提出は任意であり，自発的に適正な税額を確定させようとす
る納税者の自主性・主体性が尊重された制度であるといえる。 

修正申告等を提出した場合のデメリットを指摘し，むしろ積極的に更正決定等の処分を
行うべきとの見解も存在する。修正申告等の提出は強制されるものであってはならないと
考えられるが，そのことと，調査結果説明が省略されることで，修正申告等を提出する機
会が実質的に奪われ，予知せず更正決定等の処分がされていいことは別の問題である。 

法 74 条の 11 第 2 項に基づく調査結果の説明が課税庁によりされた後，納税者が修正申
告等を自ら提出しない場合には，課税当局から更正決定等の処分が行われることとなる。
調査の終了にあたり，当該調査の結果としてその非違内容及び理由等を課税庁から説明さ
れることをもって，納税者は，自主的に適正な税額へ是正を行うか否かの自己決定ができ

 
181 作田・前掲注（17）58-63 頁，高橋・前掲注（116）323 頁参照。 
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るといえる。 
そのため，法 74 条の 11 第 2 項は，単に調査を円滑に進めるための手続や，調査協力を

得るための手続にとどまらず，納税者が修正申告等を提出するか否かの判断をする「機会」
を与える重要な手続であるといえる。この点に，同項の説明責任の重要な意義がある。 

結果説明手続の不実施等により，この機会が与えられず，不意打ちで税務当局から更正
決定等の処分がなされることは，同項が規定する手続の重要な意義を失わせるものであり，
納税者の信頼を裏切り，ひいては申告納税制度の実効性を損なうおそれがあるといえる。 

次章では，法 74 条の 11 第 2 項の規定に違反し，結果説明手続が違法となる場合の判断
基準を提示する。 
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第 4 章 結果説明手続が違法となる場合 

本章では，これまで考察した内容を踏まえ，法 74 条の 11 第 2 項の規定に違反し，結果
説明手続が違法となる場合の判断基準を提示する。 

 
第 1 節 法 74 条の 11 第 2 項の要件 

第 2 章で整理したとおり，法 74 条の 11 第 2 項の規定により，国税に関する調査の結果，
更正決定等をすべきと認める場合における，当該職員の義務は，次の 3 点である。 
①「調査結果の内容を……説明するものとする」こと（説明義務要件）， 
② 調査結果の説明を行う相手は「当該納税義務者」であること（相手方要件）， 
③ 「調査結果の内容」には，「更正決定等をすべきと認めた額及びその理由」が含まれる
こと（説明内容要件） 

課税庁が遵守すべき手続がこのように法定された以上，①～③の手続要件を満たすこと
が適法な手続であり，これら手続要件を充足しない手続は，原則として手続違反（違法）
となる 182。この点が「法定化前と比べて大きく異なる点」である 183。 

しかし，これら各要件を充足するかの判断基準については，解釈上の問題があり，未だ
確立されているとはいえない状況である。そこで，次節以下において，各要件はどのよう
な場合に充足したといえるのかにつき検討する。なお，本論文では特に，先行研究におい
て十分に論じられていない説明義務要件を中心に考察を行う。 
 
第 2 節 説明義務要件についての見解及び妥当な判断基準 
1. 裁判例 
 前述したとおり，法は，「調査結果の内容を……説明するものとする。」と規定している。
問題は，当該調査結果の説明は，どのような場合でも行うことが必要になるのかという点
である。当該説明義務に関して争われた裁判例として，以下がある。 
 
⑴ 横浜地裁令和元年 9 月 18 日判決 
ア 事案の概要 
 横浜地裁令和元年 9 月 18 日判決 184（以下「横浜地裁令和元年判決」という。）の事案の
概要を整理すると，以下のとおりである。 
 本事例は，処分行政庁から所得税更正処分等を受けた原告が，当該処分に係る税務調査
には，調査の事前通知手続，提出物件の留置き手続及び調査の終了の際の手続に関し，そ

 
182 森・前掲注（22）222 頁参照。 
183 森・前掲注（22）222 頁。 
184 横浜地判令和元年 9 月 18 日税資 269 号順号 13313（第一審で確定）。 
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れぞれ取消事由となる違法があると主張して，当該処分の取消しを求め提訴した事案であ
る。 
 
イ 法 74 条の 11 第 2 項に関する判示部分 
 横浜地裁令和元年判決は，次のように判示し，当該調査終了手続に，法 74 条の 11 第 2
項に違反する違法な点があるとは認められないとした。 
 「認定事実によれば，……調査官は，原告に対する調査結果の連絡のため，複数回にわ
たり原告方及び原告の携帯電話に架電したが，原告の応答はなく……，その後，３回にわ
たって連絡票を郵送し，これらが原告方に配達されたこと……，当該各連絡票には，調査
結果の説明のために来署を求めることが記載され，さらに，２回目及び３回目に郵送され
た連絡票には，原告が来署しない場合は，調査結果の説明に応じる意思がないものとして
更正処分を行うこととなる旨の記載があること……，それにもかかわらず，原告は，上記
連絡票に応じて……来署することはなかったこと……が認められる。 
 これらの事実によれば，……調査官は，調査の結果の内容の説明（通則法 74 条の 11 第
2 項）を実施するため相応の努力をしたにもかかわらず，原告は，当該説明を受ける利益
を自ら放棄したものと認められるから，原告が，……調査官から本件調査の内容につき，
現に説明を受けていないとしても，その手続に通則法 74 条の 11 第 2 項に違反する違法な
点があるとは認められない。 

……もとより，その手続に重大な違法があるとも認められない。 
……以上によれば，本件調査に本件各処分の取消事由に該当するような違法性があるも

のとは認められない。〔下線は筆者〕」 
 
ウ 検討 
 本事例では，調査官が相応の努力をしたにもかかわらず（⓵），原告が説明を受ける利
益を自ら放棄したものと認められることから（⓶），調査官が調査結果の説明を実施しな
かったとしても，法に違反するとはいえないと判示している。 
 そして，⓵相応の努力をしたかの具体的な判断にあたっては，複数回にわたり原告に連
絡をしたか，連絡票は郵送したか，当該連絡票には，来署しない場合は更正処分を行うこ
ととなる旨の記載があったか等の事実関係を考慮し，⓶ 原告が自ら利益を放棄したかの判
断にあたっては，連絡票に応じて来署することはなかったという事実を考慮しているもの
と思われる。 
 本事例によれば，調査結果の説明を実施しなかったとしても，調査官の相応の努力及び
納税者側の利益放棄があれば，説明義務要件を満たすと考えられる。 
 
⑵ 東京高裁令和 2 年判決 
ア 事案の概要 
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 東京高裁令和 2 年判決 185の事案の概要は，第 1 章第 2 節で述べたとおりである。 
 
イ 法 74 条の 11 第 2 項に関する判示部分 
 東京高裁令和 2 年判決は，次のように判示し，更正処分等は違法でないと判断した。 

「……原告は，本件調査担当者による調査結果の説明を忌避する目的で，あえて本件調
査担当者による調査結果の説明に関する日程調整等の依頼に応じなかったものと推認さ
れ，このような経緯に照らすと，原告は，通則法 74 条の 11 第 2 項に定める調査結果の説
明を受ける機会を自ら放棄したと認められるから，本件調査担当者が調査結果の説明を行
わなかったことは本件各更正処分の違法事由とならないというべきである。〔下線は筆
者〕」 

「通則法 74 条の 11 第 2 項の定める調査結果の説明が主に納税者の利益のためのもので
あることからすれば，合理的な理由がある場合にまで例外を認めない絶対的な義務を定め
たものということはできず（同項の規定ぶりも『説明するものとする。』という表現を用
いている。），納税者がこの利益を得る機会を自ら放棄しているといえる場合や，納税者側
の行為等を原因として調査結果の説明という手続の速やかな履行が妨げられるような場合
にまで，課税庁にその履行を義務付けたものと解することはできない……。〔下線は筆
者〕」 

 
ウ 検討 
 本事例は，調査結果の説明が，主に納税者の利益のためのものであること，規定が「す
るものとする。」との表現を用いていることを理由に，例外を認めない絶対的な義務を定
めたものということはできないことを示している。そして，納税者がこの利益を得る機会
を自ら放棄しているといえる場合（⓶）や，納税者側の行為等を原因として調査結果の説
明という手続の速やかな履行が妨げられるような場合（⓷）にまで，その履行を義務付け
られたものではないと解している。 
 当該判示は，最終的には処分の違法について判断しているにとどまるものであり手続が
法に違反しているかについての明確な判断はされていないが，法 74 条の 11 第 2 項が規定
する調査結果の説明義務には例外の余地があること，そして，⓶ の場合や ⓷ の場合がそ
の例外にあたることを示唆しているものと考えられる。 
 
2. 見解の整理及び妥当な判断基準 
 ここでは，説明義務要件を充足するか否かの判断基準として，考えられる見解を整理す
る。具体的には，①絶対的義務説と②例外容認説に大別し，さらに例外容認説については，
②-a 限定説と②-b 広範容認説に分類して，検討する。 

 
185 東京高判令和 2 年 8 月 26 日・前掲注（5）。 
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見解の分類を図式にすると，次のとおりである。 
 
【図表 2  説明義務要件の判断基準の整理】 
 

①絶対的義務説 
説明義務要件の判断基準     ②-a 限定説 

②例外容認説 
②-b 広範容認説 

（筆者作成） 
 
⑴ 絶対的義務説と例外容認説の比較 

「絶対的義務説」とは，法 74 条の 11 第 2 項が定める説明義務は，例外を認めない絶対
的な義務であると解する見解である。この見解によれば，いかなる事情があったとしても，
調査結果の説明を行わなかったのであれば，説明義務要件を充足せず当該手続は違法とな
る。 

これに対して，「例外容認説」とは，同項が定める説明義務は，例外を一切認めない絶
対的な義務とはいえず，例外的に説明不要としてよい場合が存在すると解する見解である。 
 「絶対的義務説」を採ると考えられる裁判例は見当たらない。 

学説では，「反論や弁明を認めなければ，行政手続法〔13 条〕で……必須としている弁
明の機会を与えないことになる」ため，調査結果の説明時は再度の弁明の機会と位置付け
るべきであり，「課税処分をなす以上，必須の手続」であるとする見解がある 186。 

これは，ここにいう①絶対的義務説に近い見解を採っているものと考えられる。 
たしかに，行政手続法 13 条 1 項において不利益処分をしようとする場合の「弁明の機

会の付与」が規定されているが，通則法 74 条の 14（行政手続法の適用除外）において行
政手続法 13 条は適用除外とされていることや 187，同条 2 項においても，金銭に関する不
利益処分をしようとするときは「前項の規定は，適用しない」とされていることから 188，
同法が弁明の機会の付与を定めていることを根拠に「課税処分をなす以上，必須の手続」

 
186 長島弘「判批」月刊税務事例 52 巻 6 号（2020 年）35 頁参照。同旨と思われるものと
して，山下清兵衛「税務調査拒否事件と告知・弁明・防衛の機会付与」租税訴訟 14 号
（2021 年）36 頁-52 頁がある。 
187 志場＝荒井＝山下＝茂串編・前掲注（53）1047 頁参照。なお，行政手続法 1 条 2 項
は，「この法律に規定する事項について，他の法律に特別の定めがある場合は，その定め
るところによる。」と規定している。 
188 志場＝荒井＝山下＝茂串編・前掲注（53）1051 頁，宇賀克也『行政手続三法の解説
〔第 3 次改訂版〕』（学陽書房，2022 年）45 頁参照。 
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であるとは言えないように思われる。 
また，調査結果の説明の場を反論の機会と捉えることは，「調査の結果」と定める同 2 項

の文言からも導きがたいと考えられる 189。 
これらのことから，基本的には，調査結果説明時の内容は「課税当局としてのファイナ

ルアンサー」190であり，調査結果の内容の説明等をもって一連の調査手続が終了すると解
するべきであると考える 191。 

さらに，以下の観点からも，①絶対的義務説に比べ，②例外容認説を採ることが妥当で
あると考える。 
 
ア 申告納税制度における税務調査の必要性 
 絶対的義務説では，税務職員が調査結果の説明を実施しようと努力を尽くしても，納税
者が拒否し続ける等により説明を実施「できない」ような場合であっても，その手続は違
法という結果となる。税務当局としては，違法な手続をとらないためには，仮に長年にわ
たり納税者に拒否し続けられた場合であっても調査を終了することができないということ
となる。 

これは，調査件数の大幅な減少に繋がるおそれがあり，結果として申告水準の低下を招
くとも考えられる 192。前章にて確認したとおり，税務調査は，申告納税制度における適正
かつ公平な課税の実現を図るうえで，必要不可欠なものである。 

絶対的義務説のように，納税者が拒否し続ける等により，税務職員が調査結果の説明を
しようと努力を尽くしても実施「できない」ような場合にまで説明の実施を義務付けるも
のとする解釈は，適正かつ公平な課税の実現を困難にするおそれがあるため，妥当ではな
いと考えられる。 

 
イ 「するものとする」の解釈 
 前述したとおり，東京高裁令和 2 年判決では，法 74 条の 11 第 2 項の規定が「するもの
とする」との表現を用いていることを理由に，例外を認めない絶対的な義務を定めたもの
ということはできないと示している。ここで，同条 3 項（修正申告等の勧奨）をみると，

 
189 弁明・反論の機会につき言及された近時の裁判例として，東京地判令和 5 年 3 月 16 日
公刊物未登載（LEX/DB 25608228）が存在する。同判決は，法 74 条の 11 第 2 項の説明
の際に「納税義務者に対して反論する機会を与えることを法的に義務付ける根拠はな」い
とし，仮に，「調査結果の内容の説明の際に反論することができなかったとしても，その
ことをもって本件調査が違法と評価されるものではない。」と判示した。 
190 森・前掲注（22）253 頁。 
191 森・前掲注（22）253 頁参照。 
192 品川・前掲注（113）80 頁参照。 
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同 2 項が「するものとする」と規定しているのに対し，「しなければならない」と規定して
いる。 

「しなければならない」は，国民や行政機関に対し，一定の作為の義務を課す場合に用
いられる用語である 193。 
 「するものとする」についても，主語に出てくる対象者に対し，一定の義務を課してい
るということに変わりはない 194。このように，両者の法令用語としての意味は近似してい
るが，規定は，いずれかに統一されておらず，あえて 2 項は「するものとする」と規定し，
3 項は「しなければならない」と規定している 195。法令用語の解釈を確認すると，その違
いについて以下のような考え方がある 196。 
 
① 行政機関又はその長に対するものであるため 
 第一に，行政機関等に対し，「しなければならない」という厳しい表現で規定を設ける
のは適切でないため，「するものとする」という緩和的表現を用いるとする考え方である
197。 
② 「適用する」と言い切ることを避けるため 
 第二に，規定が，ある場合に適用があるのは，解釈上あるいは論理上当然のことである
が，解釈上の疑義を避け，法文の理解を容易にする意味で，念のために規定を設けるとい
う趣旨で用いるとする考え方である 198。 
③ 原則を示すものであるため 
 第三に，「するものとする」という言葉は，そうすることが原則であるが，その反面，
合理的な理由がある場合はそうしないことも認められる余地があるという意味で使われる
とする考え方である 199。 
 
 以上の 3 つの見解のうち，法 74 条の 11 第 2 項の解釈としては，「③ 原則を示すもので

 
193 青木丈『租税法令の読み方・書き方講座』（税務経理協会，2018 年）119 頁参照。 
194 青木・前掲注（193）121 頁参照。 
195 青木・前掲注（193）121 頁参照。 
196 法令用語の解釈については，林修三『法令作成の常識〔第 2 版〕』（日本評論社，1975 年）
117 頁，林修三『法令用語の常識〔第 3 版〕』（日本評論社，1975 年）49 頁，田島信威『最
新法令用語の基礎知識〔3 訂版〕』（ぎょうせい，2005 年）97 頁，長野秀幸『基礎からわか
る法令用語』（学陽書房，2015 年）51 頁，小島和夫『やさしい法令用語の解説』（公職研，
1994 年）72 頁を参照。 
197 林・前掲注（196）118 頁参照。 
198 林・前掲注（196）118-119 頁参照。 
199 林・前掲注（196）117 頁参照。 



52 
 

あるため」が妥当であると考える。 
 法 74 条の 11 は，調査終了手続について定めるものであり，同 2 項及び 3 項ともに，規
定されている主体は「当該職員」であるが，「しなければならない」と「するものとする」
を使い分けている。そのため，上記①の見解である，行政機関に対して使われるものであ
るため「するものとする」と規定したとは考えづらい。 
 また，調査終了手続は，前述したとおり，特に課税庁の説明責任を強化する観点から，
それまで法に規定がなかったものが，新たに明文化されたものである。よって，上記②の
見解である，「適用する」と言い切ることを避けるために「するものとする」と規定され
たと解釈することも妥当でないと考えられる。 
 さらに，法 74 条の 9（事前通知手続の規定）でも，通知「するものとする」と規定され
ている。これは，事前通知の「原則」を表明したものであるとされている 200。 

以上のことから，法74条の11第2項は原則としての説明義務を定めているものであり，
例外が認められる余地があると解すことが整合的であると考える。 

 
 以上より，説明義務要件を充足するか否かの判断基準として，①絶対的義務説と②例外
容認説に大別して比較すると，②例外容認説が妥当である。しかしながら，その例外の範
囲については，さらに考察を要する。以下では，②例外容認説をさらに②-a 限定説と②-b
広範容認説に細分化した上で，検討を加える。 

 
⑵ 限定説と広範容認説の比較 

「限定説」とは，法 74 条の 11 第 2 項が定める調査結果の説明義務は，例外を一切認め
ない絶対的な義務とまではいえないものの，例外的に説明不要としてよい場合は極めて限
定されるべきであると解する見解である。これに対し，「広範容認説」とは，説明不要と
してよい場合は，広範に認められるべきであるとする見解である。 

上記で取り上げた横浜地裁令和元年判決は，例外に該当するためには，課税庁側の相応
の努力と納税者側の利益放棄の双方が必要であると解していると考えられる。 

本論文では，このように，課税庁側の「相応の努力」と納税者側の利益放棄の双方が認
められる場合に限り，例外的に説明の不実施が容認されるという考え方，すなわち，極め
て限定された例外に該当しない限り必ず調査結果の説明がなされなければならないとする
考え方を「限定説」として位置付ける 201。 

 
200 武田昌輔監修・前掲注（3）3955 の 101-3957 の 4 頁参照。なお，事前通知の規定は，
次条である法 74 条の 10（事前通知を要しない場合）において「同条第 1 項の規定による
通知を要しない」という例外規定がある。 
201 東京高裁令和 4 年判決も，説明責任を果たすべくとられた調査官の誠実な対応及び納税
者側の機会放棄のいずれも満たしている場合が，説明不実施であっても法 74 条の 11 第 2
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 一方，東京高裁令和 2 年判決では，納税者が説明を受ける利益を自ら放棄しているとい
える場合や，納税者側の行為等を原因として調査結果の説明という手続の速やかな履行が
妨げられるような場合にまで，履行を義務付けられたものではないと解している。 
 これは，納税者側の行為等により説明手続の速やかな履行が妨げられる場合のみをもっ
て，説明義務が免除される例外に該当すると解しているものと考えられることから，調査
の効率性をより重視する考え方であるといえる。横浜地裁令和元年判決と比較すると，例
外に該当する場合をより広範に認めていると考えられることから，本論文では「広範容認
説」として位置付ける。 
 学説では，説明義務要件について詳細に検討されたものは見当たらないが，「納税者が
拒否し続けるなど，職員が説明をすることが困難な場合にまで，これを欠く調査が常に違
法となれば（課税処分も違法となれば），納税者の説明拒否が課税を免れる結果を招来し
妥当でない。もっとも，納税者に対する説明責任を果たすべく規定された終了時説明の重
要性を考えると，例外的に説明不要としてよい場合(放棄とみなしてよい場合)については，
慎重な認定 ・ 判断が求められる。」202とする木山論文がある。これは，「限定説」の立場を
とるものと考えられる 203。 
 一方，「広範容認説」を明示的に支持すると思われる学説は見当たらない。しかし，第 2
章で確認したように，租税手続法においては，ある程度納税義務者の権利を犠牲にしても
税務執行の機能性を確保することが正当化されるべきであり，できる限り租税行政庁の裁
量権を広く認めるべきであるとする租税行政の特質論的考え方に立てば，例外を広範に認
めるべきとする見解も考えられる 204。 

 
項の趣旨に反しない場合であると示していることから，限定説に近い考えを採るものと思
われる。 
202 木山泰嗣「判批」税理 64 巻 7 号（2021 年）121 頁参照。 
203 ただし，木山は，「納税者の態度等から結果説明をする機会を確保することが著しく困
難であった場合に，結果説明を行うことができなかったとしても」，そのことと「更正決
定等の違法事由にはならないという解釈をすることがあり得ることは，分けて考えるべ
き」であるとも述べていることから（木山・前掲注（19）258 頁），絶対的義務説の立場を
採っているとも考えられる。森・前掲注（22）256-257 頁も，説明を行わなくても違法と
ならない場合として，課税当局が相応の努力をしたにもかかわらず，納税者等が説明を受
けることを拒否したなど，課税当局として説明責任を果たしたといえる場合をあげている
ことから，限定説の立場をとるものと思われる。 
204 品川芳宣は，調査終了手続に対し，「税務調査をいたずらに停滞させるような規定を何
故設けたのか」と批判的な見解を示す（品川・前掲注（113）92 頁。）。これは，立法論的
批判であり，現行法の解釈としての見解ではないが，広範容認説を考える際には参考とな
る。 
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しかしながら，以下の点から，「広範容認説」をとることには問題がある。 
 
ア 修正申告等を行う機会が安易に奪われる可能性があること 
 前章で論じたとおり，法 74 条の 11 第 2 項は，納税者に修正申告等の機会を付与すると
いう点で，最も重要な意義を有する規定である。 

仮に，広範容認説として位置付けた東京高裁令和 2 年判決のように，「納税者側の行為等
を原因として調査結果の説明という手続の速やかな履行が妨げられるような場合」のみを
もって，課税庁の説明責任が安易に免責されてしまうと，納税者側に説明を聞く意思があ
るにも関わらず，何らかの事情により速やかに手続に応じることができなかったという理
由で，調査結果の説明が省略され，修正申告等の機会が失われるおそれがある。 

当該規定の重要な意義が没却されないよう，「例外的に説明不要としてよい場合」につ
いては，極めて限定的に解すべきである。 
 
イ 手続の透明性及び予見可能性が損なわれること 

前述したとおり，通則法改正は，手続の透明性及び納税者の予見可能性を高めることが
目的の 1 つとされていた。法 74 条の 11 第 2 項の「説明……するものとする。」は，例外が
認められる余地がある表現であるからといって，同項の主語である（国税庁等又は税関の）
当該職員に対して一定の義務を課していることに変わりはなく，納税者は，それに従って
手続がなされることを当然に期待するものと考えられる 205。 

説明をしなくてもよい場合が広範に許されるとする解釈は，課税庁にとって自由な解釈
がなされる可能性があり，手続の透明性及び納税者の予見可能性を損なうおそれがある。 

例外の存在が認められるとしても，同項は説明する「義務」を定めたものであることに
変わりはなく，例外として認められるべき事由は極めて限定的に解すべきである。 

 
ウ 民法上の債務不履行の規定からの示唆 
 東京高判令和 2 年判決では，「……ような場合にまで，課税庁にその履行を義務付けたも
のと解することはできない」と示している。法 74 条の 11 第 2 項に規定された，課税庁が
果たすべき「説明責任」を，一種の「債務」と捉えると，課税庁には債務履行の義務が生
じていると考えることができる。 

この点，民法における債務不履行についての考え方が参考となる 206。 

 
205 青木・前掲注（193）120-121 頁参照。また，木山泰嗣は，東京高裁令和 2 年判決に対
して，「『するものとする』という文言を根拠として，そもそも説明義務はなく『結果説
明』をするかしないかは自由であると解することはできない」と述べる（木山・前掲注
（19）258 頁参照）。 
206 民法における債務不履行については，内田貴『民法Ⅲ 債権総論・担保物権〔第 4 版〕』
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 民法において，債務者は弁済の提供をしないと債務不履行責任を負うこととされている
（民法 492 条）207。しかし，債権者があらかじめ弁済の受領を拒んだときには，弁済の準
備をしたことを通知してその受領の催告（以下「口頭の提供」という。）をすれば足りる
とされている（民法 493 条）208。 
 民法においても，債務の履行責任を免れる場合があるという点で，本論文にいう①絶対
的義務説ではなく，②例外容認説の考え方がとられていると考えられるが，履行責任を免
れるには，債権者が弁済の受領を拒否していること，また，債務者には弁済の準備やその
受領の催告が必要であること等を鑑みると，債務履行責任を免れるような例外は限定的で
あるとみることもできる。 
 民法は私法であり，私人間の契約における考え方ではあるが，租税法律関係を債権債務
関係と捉える債務関係説が提唱されていることも踏まえると 209，「限定説」の妥当性につ
いての有益な示唆となると考えられる。 
 
(3) 限定説における具体的な判断基準 
 以上より，説明義務要件の判断基準として，②-a 限定説の考え方を採用することがより
ふさわしいと考える。例外的に説明不要としてよい場合は極めて限定的に解すべきであり，
「課税庁側の相応の努力」と「納税者側の利益放棄」の双方が必要と考えるべきである。 

なお，両者を満たすか否かの判断に際しては，単一の事実のみに基づくのではなく，事
実関係を総合的に考慮する必要があると考えられる。 

たとえば，「課税庁側の相応の努力」の有無の判断では，説明を行うための日程調整を
複数回にわたって依頼したか，携帯電話への架電や連絡票の郵送はされたか，事務所等を
訪れ調査結果の説明を実施したい旨を伝えたか等の事実が考慮されるべきであろう。 

また，「納税者側の利益放棄」の有無の判断では，調査結果の説明を聞かない旨の意思
表示が納税者から示されていたか，あるいはそれを推認できる程の客観的な事実があった
か否か（たとえば，指定日までに連絡がない場合は説明に応じる意思がないものとして処
分を行う旨を伝えたにもかかわらず連絡が一切なかった，特段の事情がないにもかかわら
ず再三の日程調整に応じなかった）等の事実が，総合的に考慮されるべきである。 
 特に，調査結果の説明を実施せずに処分を行う前の最後の警告であるという旨が，明確

 
（東京大学出版会，2020 年）98-113 頁を参照。 
207「債務者は，弁済の提供の時から，債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れ
る。」と定められている（民法 492 条）。 
208「債権者があらかじめ弁済の受領を拒」んだ場合に加え，「債務の履行について債権者
の行為を要する」場合も，弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足り
ると定められている（民法 493 条）。 
209 金子・前掲注（68）26-28 頁参照。 
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に納税者に伝えられていたかという観点は，考慮要素のなかでも重要視されるべきである
と考える。 

 
第 3 節 その他の要件についての見解及び妥当な判断基準 
1. 相手方要件 
法 74 条の 11 第 2 項は，「当該納税義務者に対し」と規定している。問題となるのは，第

三者である税務代理人（以下，「税務代理人」または単に「代理人」という。）への説明で
あっても許されるのか，また代理人のみの態度から利益放棄は認められるのかという点で
ある。 
説明の相手方に関連する裁判例として，前節でとりあげた東京高裁令和 2 年判決がある。 

 
(1) 東京高裁令和 2 年判決 
ア 事案の概要及び裁判所の判断 
 東京高裁令和 2 年判決の事案の概要及び裁判所の判断は，第 1 章第 2 節で述べたとおり
である。 
 
イ 検討 
 本事例では，調査担当者が納税義務者本人に接触していないにもかかわらず，代理人の
みの態度から，「調査結果の説明に関する日程調整等の依頼に応じなかったものと推認さ
れ」，「調査結果の説明を受ける機会を自ら放棄したと認められる」と判断された。また，
判決の事実関係からは，納税義務者本人への説明に代えて税務代理人への説明を行うこと
についての同意（以下「本人同意」という。）がなかったことが窺われる。 

この点について，「同意がない以上，重きを置くべきは納税者本人であるところ，日程
調整依頼等，弁護士及び税理士に対して行っているのみである。」として，税務代理人の
みの態度から自ら機会を放棄したと判断するのは「誤りである」との見解や 210，「本件の
場合，……納税者本人に伝えること自体も容易なケースである。本人が行方不明者でもな
く，所在場所や電話番号も知っている」にもかかわらず，「どうしてそのちょっとした努
力をしなかったのかが，極めて疑問である。」と指摘する見解がある 211。 

 
(2) 法 74 条の 11 第 4 項との関係及び実務上の取扱い 
ア 法 74 条の 11 第 4 項との関係 

第 2 章で確認したとおり，法 74 条の 11 第 2 項は，「当該納税義務者に対し」と規定し，
かつ，同 4 項において，「税務代理人がある場合において，当該納税義務者の同意がある場

 
210 長島弘「判批」月刊税務事例 52 巻 4 号（2020 年）35-36 頁参照。 
211 三木・前掲注（18）31 頁。 
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合」には，納税義務者に代えて，税務代理人への説明を行うことができるとしている。 
つまり，例外である同 4 項の「納税義務者の同意がある場合」に該当しない限り，同 2

項規定の「納税義務者」本人に対し，説明すべきこととなる 212。 
当該規定は，適切に調査終了時の手続を確保する一方で，納税義務者の事務負担にも配

慮する観点から，納税義務者の同意がある場合には，その税務代理人への説明等に代替す
ることができるとされたものである 213。 

 
イ 実務上の取扱い 
 事務運営指針，税務調査手続に関する FAQ 及び DHC コンメンタールによれば，実務上
の取扱いは以下のとおりとされている 214。 
(ア) 原則 

調査結果の内容の説明は，税務代理人がいる場合でも，原則として，納税者本人に対し
て行われる。 
(イ) 例外 

ただし，当該調査結果の内容の説明を，納税者に代わり税務代理人に説明して欲しい旨
の納税者の明確な意思表示がある場合には，納税者に代わって税務代理人に調査結果の内
容の説明が行われる。 
(ウ) 同意の確認 

調査担当者は，税務代理権限証書が提出されている場合であっても，調査結果の内容説
明等を行う前に，納税者に直接同意の事実を確認する方法又は税務代理人を通じて同意の
事実を証する書面の提出を求める方法により，納税者の同意があることを確認する。 

また，仮に税務代理権限証書に調査結果の内容説明等について同意する旨が明記されて
いても，改めて，調査結果の内容説明等を行う時点で同意の有無を確認する。 

なお，令和 6 年 4 月 1 日以後は，税務代理権限証書の様式に「調査の終了の際の手続に
関する同意」欄が設けられることとなった（税理士法施行規則 15，別紙第八号様式）。し
たがって，提出済みの税務代理権限証書にこの同意が記載されていれば，税務代理人に対

 
212 長島・前掲注（210）35-36 頁，三木・前掲注（18）29 頁等参照。 
213 志場＝荒井＝山下＝茂串編・前掲注（53）1014 頁参照。なお，山本洋一郎は，同意が
あったとしても，代理人が説明を受けた後，いざ納税義務者本人の納得を得ようとした段
階で納得が得られず内紛を生ずるおそれがあること等から，可能な限り代理人とともに納
税者本人が同席することが望ましいと述べる（日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前
掲注（14）401 頁〔山本執筆部分〕参照）。 
214 国税庁「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について（事務運営指針）第 2
章 4（5）」，国税庁「税務調査手続に関する FAQ（税理士向け）」問 15，武田監修・前掲
注（3）3957 の 25 頁参照。 
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して説明を行えば足りることとなる 215。 
これにより，従来よりも容易に，本人同意が確認できるものと考えられる。 
 

(3) 考察 
 以上のように，法 74 条の 11 第 4 項規定の文言及び実務上の取扱いに照らせば，調査結
果の説明は，納税義務者本人の同意がない限り，同 2 項規定のとおり納税義務者本人に対
して行わなければならない。したがって，本人同意がないのであれば税務代理人への説明
のみでは，相手方要件を充足しない 216。 

なお，「実地の調査」以外の調査についても，同意があれば税務代理人への説明に代え
ることができるのかについては見解が分かれている 217。 
 
(4) 税務代理人のみの態度から利益放棄は認められるか 

説明の相手方について，本人同意がない限りは納税義務者本人に対して，説明すべきで
あることを確認した。ここで問題となるのは，上記東京高裁令和 2 年判決のように，同意
がないにもかかわらず，税務代理人のみの態度から，納税者側が自ら機会を放棄したと判
断できるのかという点である。 

法 74 条の 11 第 2 項は，「納税義務者に対し」て説明すると明確に規定している。加え
て，その例外として，本人同意がある場合に限定して代理人への説明に代えることができ
る旨をあえて 4 項で定めていることを考慮すると，本人同意がない以上，代理人には権利

 
215 国税庁「税務代理権限証書」
（https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/001.htm）（最終閲覧
日 2024 年 6 月 30 日） 
216 本人同意なく，納税義務者本人に対して説明が行われていないと主張され争われた裁決
事例として，国税不服審判所裁決平成 30 年 1 月 11 日裁決事例集 110 号 150 頁，国税不服
審判所裁決平成 29 年 8 月 21 日裁決事例集 108 集 115 頁があるが，いずれも，手続の適法
性については検討されていない。なお，事前通知についての事例であるが，納税者の同意
なく税理士のみに通知を行った手続が違法と判断された事例として，東京地判令和元年 9
月 26 日税資 269 号順号 13318 がある。 
217 例えば，国税不服審判所裁決平成 27 年 8 月 4 日裁決事例集 100 集 160 頁は，「実地の調
査以外の調査が行われた場合は，実地の調査が行われた場合と比較して，課税庁が説明責
任を果たす必要性も相対的に低い」のであるから，「実地の調査以外の調査」においても，
本人同意があれば代理人への説明に代えることができると判断した。一方，青木丈は，同
4 項の規定が「実地の調査」に限定されていることから，「実地の調査以外の調査」の場合
には，必ず納税義務者本人に対して調査結果の説明を行わなければならないと述べる（青
木・前掲注（47）56 頁参照）。 
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を放棄する権限はなく，説明を受ける機会を放棄したか否かは，納税者本人から判断され
るべきである。 

以上を踏まえれば，納税者本人の連絡先を了知しているにもかかわらず一度も連絡をせ
ず（納税者本人に対する「課税庁側の相応の努力」を怠った），かつ，税務代理人のみの
態度から「自ら放棄した」として，説明責任を果たさなかった東京高裁令和 2 年判決は妥
当ではなく，納税者本人に対する説明義務要件を満たしていない手続は違法であると考え
る 218。 
 
2. 説明内容要件 

法 74 条の 11 第 2 項は，説明すべき調査結果の内容として，「調査結果の内容（更正決定
等をすべきと認めた額及びその理由を含む。）」と規定している。しかし，当該規定からは，
求められるべき説明や理由の「程度」については，必ずしも明らかではない。この点につ
き争われた裁判例として，長崎地裁平成 28 年 5 月 10 日判決 219がある。 
 
(1)長崎地裁平成 28 年判決 
 長崎地裁平成 28 年 5 月 10 日判決 220（以下「長崎地裁平成 28 年判決」という。）の事案
の概要を整理すると，以下のとおりである。 
ア 事案の概要 
 本件は，平成 24 年までを指定期間として適用されていた，中小企業者等が機械等を取得
した場合の法人税額の特別控除制度（租税特別措置法 42 条の 6 第 2 項。以下「本件規定」
という。）の適用の是非が争われた事例である。 

処分行政庁がその適用を否認したところ，原告は，自らが営む金融事業が同法の適用要
件である「指定事業」に該当すると主張し，更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
（以下「本件各処分」という。）の取消しを求めた。 
 
イ 争点 
 本件の主な争点は，原告の事業が本件規定の指定事業に当たるか否かであるが，以下で
は，「通則法 74 条の 11 第 2 項に基づく調査終了時の説明に本件各処分を取り消すべき不備

 
218 上述した三木・前掲注（18）31 頁，長島・前掲注（210）35-36 頁のほか，納税者本人
に対して接触をしようと努力していないにもかかわらず「自ら放棄したと認められる」と
認定した東京高裁令和 2 年判決を批判的に解する見解として，青木・前掲注（47）56 頁，
日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）392 頁〔山本執筆部分〕，阿部・前掲
注（32）41 頁等がある。 
219 長崎地判平成 28 年 5 月 10 日・前掲注（8）（第一審で確定）。 
220 長崎地判平成 28 年 5 月 10 日・前掲注（8）。 
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があるか否か」に焦点を当てる 221。 
 原告は，法 74 条の 11 第 2 項の趣旨は，納税者が更正処分を受けた際の異議申立て等の
便宜を図ること及び更正処分における恣意の抑制を図ることにあり，更正処分の理由付記
と同程度の説明が要求されると主張した。 

その上で，本件規定所定の「指定事業」になぜ該当しないかの説明が不十分であったこ
と，関連する通達等についても言及がなかったこと等を指摘し，調査担当者らの説明は法
74 条の 11 第 2 項に違反すると主張した。 

 
ウ 法 74 条の 11 第 2 項に関する判示部分 

長崎地裁平成 28 年判決は，次のように判示し，法 74 条の 11 第 2 項の説明として欠け
るところはなく，本件各処分を取り消すべき不備はないとした。 

法 74 条の 11 第 2 項に基づく説明は，「更正決定等の前段階の手続であり，更正決定等を
行う際には，更正通知書に，行政手続法 14 条に基づく理由の提示（場合によっては，法人
税法 130 条 2 項の理由付記）が予定されているところ，……法 74 条の 11 が規定された趣
旨は，税務当局の納税者に対する説明責任を強化するというものであることからすれば，
調査終了時の説明は，更正決定等の理由の提示と同程度のものが要求されるものではなく，
税務調査の結果，更正決定をすべきと認めたこと並びに更正決定すべき額及び賦課決定す
べき過少申告加算税額，その理由として，帳簿の記載を否認しないで更正決定等をする場
合には，法令の適用関係及びそれに関する税務当局の法解釈等を説明すれば，同条の要請
を満たすものというべきである。 

前記認定のとおり，調査担当者らは，本件各事業年度の法人税について，更正決定及び
過少申告加算税賦課決定をすること及びその額，その理由として，本件規定等を指摘した
上で，原告が本件各資産を供した事業（金融業）は本件規定等の指定事業に当たらないと
解釈したから，中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除を受けること
はできないことを説明したものであり，前記の説明すべき事項を説明したというべきであ
る。〔下線は筆者〕」 

「通達や日本標準産業分類は，法源としての性格を有するものではなく，法律に基づか
ずに，本件通達や日本標準産業分類を根拠に更正決定等をすることはできないから，本件
通達や日本標準産業分類を根拠に更正決定等をするとの説明をしなかったことは適切であ
ったということができる。」 
 「以上のとおり，調査終了時の説明は，法 74 条の 11 第 2 項の説明として欠けるところ

 
221 本件の争点は全部で 3 点であり，①原告の事業は本件規定の指定事業に当たるか，②通
則法 74 条の 11 第 2 項に基づく調査終了時の説明に本件各処分を取り消すべき不備がある
か，及び③行政手続法 14 条 1 項に基づき記載された通知書に本件各処分を取り消すべき
不備があるかである。 
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はなく，本件各処分……を取り消すべき不備はないというべきである。〔下線は筆者〕」 
 
エ 検討 
 本事例は，調査結果の説明の程度が争点の 1 つとなった事案である。裁判所は，調査結
果の説明が更正決定等の前段階の手続であり，課税当局の説明責任の強化という趣旨によ
るものであることを根拠として，処分の理由付記と同程度の説明までは要求されないとし
た。 
 その上で，調査の結果，説明すべき事項は，①更正決定をすべきと認めたこと，②更正
決定すべき額，③賦課決定すべき過少申告加算税額，④その理由であること，そして，④
その理由の程度として，（帳簿の記載を否認しないで更正決定等をする場合は，）法令の適
用関係及びそれに関する税務当局の法解釈等を説明すれば，法の要請を満たす旨が示され
ている。 
 このように，本判決は，調査結果の説明の程度について一定の判断を示したが，裁判所
が示す説明すべき事項・程度の導出過程については疑義が残ると指摘する見解がある 222。 
 
(2) 処分の理由付記との関係 

処分の理由付記の程度については，最高裁昭和 60 年 4 月 23 日判決は，「……更正の根拠
を……更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足
する程度に具体的に明示するものである限り，法の要求する更正理由の附記として欠ける
ところはない」と判断している 223。 
 このように，処分の理由付記の目的は，税務署長の判断の慎重・合理性を担保してその
恣意を抑制する「処分適正化機能」と，処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便
宜を与える「争点明確化機能」にあるとされている 224。 

処分の理由付記と同程度の説明が要求されるか否かにつき，以下のような見解の相違が
ある。 

 
ア 処分の理由付記と同程度の説明が求められるとするもの 

調査結果の説明は，処分の理由付記と同程度の水準が求められるべきとする見解（以下
「同程度説」という。）として，山本論文がある。 
 山本論文では，調査結果の説明が法定化されたことは，処分の理由付記の対象範囲が拡
大されたことと「セットとなる改正」であることを論拠として，同程度説の妥当性を論じ

 
222 倉見・前掲注（15）9-10 頁参照。 
223 最判昭和 60 年 4 月 23 日民集 39 巻 3 号 850 頁。 
224 金子・前掲注（68）977-978 頁参照。 
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ている 225。 
 具体的には，①処分の理由付記の対象範囲が拡大されたのは，通則法改正により従来は
適用除外とされてきた不利益処分の理由の提示（行政手続法 14 条）の規定が適用されるこ
ととなったためであり，当該行政手続法の「理由の提示」の立法趣旨（「処分適正化機能」
及び「争点明確化機能」）が，通則法 74 条の 11 の立法趣旨と「同一趣旨と見ることができ
る」こと 226，②同一の法律の同一の文言は，同一の意味に解釈すべきことの 2 点を，当該
「セット論」をとるべき理由として挙げている 227。 
 なお，裁判例では，同程度説を採るものは見当たらない。 
 
イ 処分の理由付記で求められる程度とは異なるとするもの 

調査結果の説明時に求められるべき説明の程度は，処分の理由付記において求められる
程度とは異なるものであるとする見解（以下「独自程度説」という。）として，上記の長
崎地裁平成 28 年判決のほか，学説では以下の見解がある。 

森文人は，争点明確化機能は，「調査結果の内容の説明の手続にはほぼ当てはまらない」
と指摘し 228，理由付記のように信憑力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかに
することまでは求められず，納税者が修正申告等をするか否かを判断できる程度の内容で
あれば足りると述べる 229。 

倉見智亮は，求められるべき説明の程度は，理由付記との対比から導かれるものではな
く，「調査結果の説明が果たすべき役割から確定されるべき性質の問題」であると指摘する
230。そして，調査結果の説明は，納税者が修正申告等に応じるか否かの判断を可能にさせ

 
225 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）381-386 頁〔山本執筆部分〕参
照。 
226 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）381-382 頁〔山本執筆部分〕参
照。作田・前掲注（17）4-5 頁も，調査結果の説明は修正申告すべき「理由の提示」であ
り，理由付記と同様の各種機能を果たすと述べる。 
227 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）381-382 頁〔山本執筆部分〕参照。
山本は，「『理由の提示』の文言は，行政手続法上の文言であるが，同法を国税通則法 74 条
の 14 で準用しているので，同一の法律に定められているといえる。」と説明する（同 382
頁）。さらに，法定化前の事務運営指針では，「理由」という文言がなかったことからも，
「その理由を含む。」との文言が加えられた条文が法定化されたことは「見逃すことがで
きない改革である。」と主張する（同 381 頁）。 
228 森・前掲注（22）253-254 頁参照。同様に，争点明確化機能は処分の理由付記に限定さ
れた機能であると指摘するものに，濱田・前掲注（15）223 頁がある。 
229 森・前掲注（22）255-256 頁参照。 
230 倉見・前掲注（15）10 頁参照。 
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る情報を提供する役割を果たすものであるから，その的確な判断を可能にするべく当該説
明の程度が導き出されるべきであるとの見解を示す 231。 

さらに，酒井克彦も，理由付記は，争点明確化機能としての意味合いを強く持つもので
あることから，「もちろん重なる部分はあるとしても，その目指すところの目的が異なる
ものといえよう。」と述べる 232。加えて，処分の理由付記が文書によるものであるのに対
し，法 74 条の 11 第 2 項が原則口頭でされるものである点に着目し，口頭の場合には，納
税者が頑なに理解を拒むことも想定されること等から，「決して小さな差異ではなかろう。」
と指摘する 233。 
 
ウ 考察 
 そもそも，結果説明手続と比較対象とされている処分の理由付記が具体的にどの程度ま
で要求されるものであるのかについても，裁判例や学説において見解の相違が見られ 234，
必ずしも明確ではない 235。また，結果説明手続の立法趣旨は，課税庁の説明責任を強化す
ることにあり，その説明責任の最も重要な意義は，前述のとおり，納税者に修正申告等を
行う機会を付与する点にあると考えられることから，規定の目的が異なるといえる。 

これらを考慮すると，倉見が指摘するとおり，説明の程度は理由付記との対比から導か
れるものではなく，調査結果の説明が果たすべき役割から確定されるべきであると考える。 

以上より，調査結果の説明時に求められるべき説明の程度は，処分の理由付記で求めら
れる程度とは異なるものであるとする独自程度説が妥当であり，特に，法 74 条の 11 第 2

 
231 倉見・前掲注（15）10 頁参照。 
232 酒井・前掲注（9）7 頁参照。 
233 酒井・前掲注（9）7 頁参照。 
234 処分の理由付記の程度を巡る紛争例を検討する学説として，木山・前掲注（128）188
頁以下，佐藤英明「行政手続法により課税処分に求められる理由の程度」税務事例研究
144 号（2015 年）19 頁以下，佐藤謙一「白色申告に対する更正の理由附記をめぐる諸問題
－所得税法に係る不利益処分等を中心として－」税大ジャーナル 26 号（2016 年）61 頁以
下，中村秀利「更正処分の理由附記－行政手続法に定める処分理由と税法上の処分理由の
異同について」税大論叢 84 号（2016 年）1 頁以下，浅妻章如「行政手続法と租税手続－
理由附記を中心として」日税研論集 71 号（2017 年）55 頁以下等がある。 
235 たとえば，他の行政法事案と同程度か，青色申告の更正における理由付記とその他の不
利益処分における理由付記とに差異はあるのか，改正前後において青色申告の更正におけ
る理由付記の内容に変化があるのかといった観点からの議論が存在する（佐藤・前掲注
（234）61 頁以下，金子・前掲注（68）978 頁，中村・前掲注（234）1 頁以下，増田英敏
「通則法改正と更正処分の理由附記」税法学 581 号（2019 年）205 頁以下，浅妻・前掲注
（234）55 頁以下等参照）。 
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項の意義を考慮すると，納税者が修正申告等をするか否かを判断できる程度の内容の説明
であったかという観点から，その十分性が判断されるべきである。 

 
(3) 「更正決定等をすべきと認めた額」に附帯税は含まれるか 
 法 74 条の 11 第 2 項は，「……調査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額及びその
理由を含む。）を説明するものとする。」と規定しており，更正決定等をすべきと認めた額
が説明事項として必要であることは明らかである。 

ここにいう「更正決定等をすべきと認めた額」に附帯税は含まれるかにつき，酒井克彦
は，「附帯税が本税とは異なり，単なる付随性を帯びたペナルティであることからすれば
『調査結果の内容』には含まれないとする見解もあり得よう。」と示しながらも，「しかし
ながら，附帯税，とりわけ，加算税の賦課については納税者の関心が高く，これらの加算
税の賦課根拠については調査内容と極めて密接に関係するものであること」からすれば，
加算税や延滞税といった附帯税についても，「更正決定等をすべきと認めた額」に含まれ
ると解すべきであると論じている 236。 

私見としても，附帯税についての情報は，納税者にとって，修正申告等をするか否かを
判断するために必要な情報であると考えるため，当然に「更正決定等をすべきと認めた額」
に含まれるべきであると考える。 

 
(4) その他の説明すべき事項 
 上記であげた，①更正決定等をすべきと認めた額，②その理由のほか，森文人は，非違
のある税目及び課税期間を説明すべき事項として挙げている 237。 

「更正決定等をすべきと認めた額」と，その金額がどの税目のどの課税期間に関するも
のかという情報は切り離して説明し得るものではないと考えられることから 238，非違のあ
る税目及び課税期間についても，当然に説明すべき事項であると考えられる。 
 
(5) 説明内容要件の判断基準 
 以上の検討から，法 74 条の 11 第 2 項における説明内容要件の充足判断に関しては，以
下のように考える。 

まず，調査結果の説明時に求められるべき説明の程度は，処分の理由付記で求められる
程度とは異なるものであるとする独自程度説が妥当である。調査結果説明の立法趣旨は課
税庁の説明責任の強化にあり，その最も重要な意義は納税者に修正申告等を行う機会を付
与する点にあると考えられる。説明の程度は，調査結果の説明が果たすべき役割から確定

 
236 酒井・前掲注（85）2 頁参照。 
237 森・前掲注（22）254-256 頁参照。酒井・前掲注（85）1 頁も同旨。 
238 酒井・前掲注（85）1 頁参照。 
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されるべき性質の問題であり，納税者が修正申告等をするか否かを判断できる程度の内容
の説明であったかという観点から，その十分性が判断されるべきである。 

ただし，理由付記とは求められる程度が異なるからといって，必ずしも説明が簡易で良
いわけではない。申告納税制度において，課税庁には，納税者が主体的に適正な税額を確
定できるよう補助する役割もあり 239，納税者は非違のあった部分とその理由について十分
な説明を受けることで，自発的に適正な税額へ是正できる。したがって，課税庁は可能な
限り誠実に，非違があると認めた判断過程や個別論点に対する説明を示す必要があると考
えられる。 
 次に，説明すべき事項としては，①更正決定等をすべきと認めた額，②その理由，③非
違のある税目，④課税期間が挙げられる。また，①更正決定等をすべきと認めた額には，
加算税や延滞税といった附帯税も含まれると解すべきである。 
 上記で挙げた長崎地裁平成 28 年判決の事案では，調査担当者らは，更正処分等をすべき
と認められること，税目及び課税期間ごとに更正決定等をすべきと認めた額（適用の誤り
を認めた法人税額の特別控除額，これにより納付すべき本税の額及び過少申告加算税の
額），法律の根拠である関係法令及び判断の根拠となる事実を説明した上で本件規定を適
用することができないと判断した過程について説明していることから，説明内容要件を充
足し，違法とはならないと考える。 
 なお，結果説明において，どこまでの詳細な提示が必要か，納税者が納得するまでの説
明とは具体的にどの程度なのかについても検討の余地があるが，納税者の属性等（たとえ
ば，税務調査を数回受けた経験のある事業者か，初めて税務調査を受けた給与所得者か，
税理士関与があるか否か等）により一義的に決定することは困難であると考えられる 240。 
 
第 4 節 小括 

本章では，法 74 条の 11 第 2 項の規定に違反し，結果説明手続が違法となる場合の判断
基準を論じた。 

改正により当該職員が遵守すべき手続が法定された以上，規定されたとおりの手続が執
られていなければ，手続違反（違法）となる。したがって，法 74 条の 11 第 2 項の場合，
説明義務要件，相手方要件，説明内容要件を満たすことが適法な手続であるといえ，これ
ら手続要件を充足しない場合，その手続は違法な手続となる。しかし，これら各要件を充
足するか否かの判断基準は不明確といえることから，特に先行研究において十分に論じら
れていない説明義務要件を中心に考察を行い，以下の結論とした。 

 

 
239 田中（治）・前掲注（67）17 頁参照。 
240 なお，納得が得らえるほど詳しい説明であったか否かは，「違法を基礎付けるものでは
ない。」とされた事例として，東京高判令和 3 年 8 月 25 日・前掲注（8）がある。 
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1. 説明義務要件 
 説明義務要件については，①絶対的義務説と②例外容認説に大別し，さらに，②例外容
認説を②-a 限定説と②-b 広範容認説に細分化して妥当な判断基準を検討した。 

①絶対的義務説と②例外容認説を比較すると，②例外容認説が妥当である。なぜなら，
申告納税制度における税務調査の必要性や，「するものとする」の法令用語としての解釈
等から，努力を尽くしても説明「できない」ような場合にまで，説明義務を課したものと
はいえないと考えられるからである。しかし，以下の観点から，その例外にあたる場合は
きわめて限定的に解すべきである。 
(1) 修正申告等を行う機会が安易に奪われる可能性があること 

前章で考察したとおり，結果説明手続は，納税者に修正申告等の機会を与えるという重
要な意義をもつ規定である。仮に，「手続の速やかな履行が妨げられるような場合」のみ
をもって，課税庁の説明責任が安易に免責されてしまうと，納税者側に説明を聞く意思が
あるにも関わらず，何らかの事情により速やかに手続に応じることができなかったという
理由で，調査結果の説明が省略され，当該規定の重要な意義である修正申告等の機会が失
われるおそれがある。 
(2) 手続の透明性及び予見可能性が損なわれること 

「説明……するものとする。」という文言は，例外の存在が認められる表現ではあるが，
当該職員に説明「義務」を課していることに変わりはなく，納税者は，それに従って手続
がなされることを当然に期待すると考えられる。説明をしなくてもよい場合が広範に許さ
れるとする解釈は，課税庁にとって自由な解釈がなされることにより，手続の透明性及び
納税者の予見可能性を損なうおそれがある。 
(3) 民法上の債務不履行の規定からの示唆 

民法において，債務の履行責任を免れるには，債権者が弁済の受領を拒否していること，
債務者には弁済の準備やその受領の催告をすることが必要と考えられている。この考え方
は，限定説の妥当性に示唆を与えるものである。 

これらの観点から，②-a 限定説が妥当である。そして，例外的に説明不要としてよい場
合は極めて限定的に解すべきであり，「課税庁側の相応の努力」と「納税者側の利益放棄」
の双方が必要と考えるべきである。 

 
2. 相手方要件 
 相手方要件の充足判断は，本人同意の有無によって異なる。 

本人同意がある場合は，法 74 条の 11 第 4 項に定められた例外の適用となるため，調査
結果の説明を受ける権利は税務代理人へ帰属するものと考えられる。したがって，代理人
への説明のみでも相手方要件を充足し，説明義務要件の充足判断にあたっても，代理人へ
の相応の努力があったか，代理人からの利益放棄があったかにより判断することとなる。 
 一方，本人同意がない場合，説明を受ける権利は納税義務者本人に帰属する。法 74 条の
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11 第 2 項の規定どおり「納税義務者」本人への説明が必要であり，代理人への説明のみで
は相手方要件を充足しない。また，本人同意がない以上，代理人には説明を受ける機会を
放棄する権限もないため，東京高裁令和 2 年判決のように，代理人のみの態度から権利放
棄を認めるべきでない。 
 
3. 説明内容要件 

説明内容要件を満たすか否かについては，処分の理由付記とは立法趣旨や目的が異なる
といえること等から，納税者が修正申告等をするか否かを判断できる程度の説明であった
か否かで判断すべきである。 

ただし，理由付記とは求められる程度が異なるからといって，説明が簡易で良いわけで
はない。納税者は非違のあった部分とその理由について十分な説明を受けることで，自発
的に適正な税額へと是正することができる。 

したがって，課税庁は可能な限り誠実に，非違があると認めた判断過程や個別論点に対
する説明を示す必要があると考えられる。 
 説明すべき事項としては，①更正決定等をすべきと認めた額，②その理由，③非違のあ
る税目，④課税期間が挙げられる。また，①更正決定等をすべきと認めた額には，加算税
や延滞税といった附帯税も含まれると解すべきである。 
 

これら各要件を満たさず，「手続が違法」になるとしても，違法な手続が行われた場合
の法的効果に関する規定はない。そのため，当該違法な手続に基づきなされた課税処分も
違法となり，処分が取り消されるかについてはさらに議論があり，この点についても考察
する必要がある。そこで，次章では，結果説明手続の違法が課税処分へ与える影響につい
て論ずる。 
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第 5 章 課税処分への影響 

 本章では，結果説明手続の違法が課税処分へ与える影響について考察する。具体的に
は，裁判例や学説の見解を整理した上で，前章で検討した法 74 条の 11 第 2 項に規定する
手続が違法となる場合のうち，課税処分も違法となり，取り消されるのはどのような場合
であるのか考察する。 
 
第 1 節 見解の整理 
 通則法改正により税務調査手続（事前通知や調査終了手続等）が法定される以前から，
調査手続の違法が課税処分の違法をもたらし，その取消事由となるかについて，以下のよ
うな見解がみられた 241。 
 
1. 否定説 

第 1 に，調査手続の違法は課税処分の取消事由とはならないとする考え方（以下「否定
説」という。）がある。 

たとえば，大阪地裁昭和 59 年 11 月 30 日判決 242は，「税務調査の手続（通則法 24 条，
改正前所得税法 234 条ないし 236 条）は，課税庁が課税要件の内容をなす具体的事実の存
否を調査するための手続に過ぎないのであつて，この調査手続自体が課税処分の要件とな
ることは，如何なる意味においてもあり得ないというべきである。したがつて，右調査手
続が仮に違法であつても，それに基づく課税処分は，それが客観的な所得に合致する限り
においては適法であつて……，取消の対象とはならないというべきである。〔下線は筆者〕」
と判示する 243。 

これは，「調査の違法と処分の違法を完全に分離」し 244，実体法上の課税要件が充足さ
れているのであれば，それに基づく課税がなされるべきとする考え方である 245。ただし，

 
241 調査手続の違法と課税処分との関係についての裁判例や学説等を整理したものとして，
木山・前掲注（19）260-267 頁，原・前掲注（21）15 頁以下，森・前掲注（22）140-167
頁等がある。 
242 大阪地判昭和 59 年 11 月 30 日行集 35 巻 11 号 1906 頁。 
243 その他，否定説をとる裁判例として，大阪高判平成 2 年 8 月 31 日税資 180 号 506 頁，
千葉地判平成 2 年 10 月 31 日税資 181 号 206 頁，大阪地判平成 2 年 12 月 20 日税資 181 
号 1020 頁等がある。また，同説をとると思われる学説として，金子宏ほか編『租税法講
座－第 3 巻租税行政法－』（ぎょうせい，1975 年）100-101 頁〔小島建彦執筆部分〕参
照。 
244 木山・前掲注（19）261 頁。 
245 木山・前掲注（19）260 頁参照。 
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否定説は，現在の判例では採用されていない 246。 
 
2. 肯定説 

第 2 に，調査手続の違法は，当然に課税処分の取消事由となるとする考え方（以下「肯
定説」という。）がある。 

鶴見祐策は，「違法な調査に基づく更正や決定等の処分の効力については議論があるが，
適正手続に反するものとして処分も違法となり，取消し事由となると解すべきである。」
247との見解を示す。 

これは，憲法 31 条の適正手続の要請が刑事手続のみならず行政手続にも及ぶべきとの立
場から，違法な調査手続にもとづく課税処分は適正手続に反するものとして取り消される
べきとする考え方である 248。 

裁判例では，肯定説を採用すると思われるものは見当たらない。 
 
3. 重大違法限定説  

第 3 に，調査手続に重大な違法がある場合には，処分の取消事由となるとする考え方
（先に示したとおり，「重大違法限定説」という。）がある 249。重大違法限定説を採用する
と考えられる見解として，以下がある。 

 
ア 京都地裁昭和 47 年 4 月 28 日判決 

京都地裁昭和 47 年 4 月 28 日判決 250は，「行政処分は，その目的，性質，内容に応じて
適正な手続によつて適正な内容を実現するものであることが要請されることは当然のこと

である。そして，適正な手続を経るという手続的要件
．．．．．

および適正な内容を実現するという

実体的要件
．．．．．

のいずれについても，もしそれに瑕疵があつてその瑕疵が国民の権利の保護の
観点から看過し得ないほど重大なものであるときは，当該行政処分は違法性を帯び，取消
されるべきであると解するのが相当である。従つて，課税処分の取消訴訟においても，税
務署長の課税処分が適正な内容を実現するものであるか否かだけが審判の対象となるので
はなく，当該課税処分が適正な手続を経てなされたものであるか否かも審理の対象となる

 
246 木山・前掲注（19）261 頁参照。 
247 鶴見祐策「課税処分のための質問検査権」北野弘久編『日本税法体系 3  租税実体法Ⅱ 
租税手続法Ⅰ』（学陽書房，1980 年）302 頁。同旨と思われるものに北野弘久「実体税法
上の調査権の法的限界」日本税法学会編『税法学論文集－杉村章三郎先生古稀祝賀』（三
晃社，1970 年）23 頁がある。 
248 北野・前掲注（247）23 頁参照。 
249 「重大違法限定説」という用語は，木山・前掲注（19）262 頁が用いるものである。 
250 京都地判昭和 47 年 4 月 28 日行集 23 巻 4 号 266 頁。 
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のである。そして，当該課税処分が，被処分者の所得を認定するに際して，何ら合理的な
資料根拠に基づかず全く恣意的になされたというような手続的瑕疵がある場合には当該課
税処分は違法のものとして取消されるべきものである。〔下線及び傍点は筆者〕」と判示す
る。 

この判決は，処分の適法性を判断する上で，手続的要件と実体的要件の両面から検討す
る必要があることを示し，調査手続の違法によって処分が取り消される可能性があること
を一般論としては認めている 251。しかしながら，処分が違法となる場合については，国民
の権利保護の観点から看過し得ないほど重大である場合に限られるとする。 

 
イ 東京高裁平成 3 年 6 月 6 日判決 

東京高裁平成 3 年 6 月 6 日判決 252は，「所得税に関する更正は調査により行うものとさ
れ（国税通則法 24 条），税務調査の手続は，広い意味では租税確定手続の一環をなすもの
であるが，租税の公平，確実な賦課徴収のため課税庁が課税要件の内容をなす具体的事実
の存否を調査する手段として認められた手続であって，右調査により課税標準の存在が認
められる限り課税庁としては課税処分をしなければならないのであり，また，更正処分の
取消訴訟においては客観的な課税標準の有無が争われ，これについて完全な審査がされる
のであるから，調査手続の単なる瑕疵は更正処分に影響及（原文ママ）ぼさないものと解
すべきであり，調査の手続が刑罰法規に触れ，公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度
を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び，何らの調査なしに更正処分をしたに等しいも
のとの評価を受ける場合に限り，その処分に取消原因があるものと解するのが相当である。
〔下線は筆者〕」と判示する。 

この判決は，税務調査手続は，課税庁が事実関係を調査する手段として認められたもの
であり，調査の結果，課税標準の存在が認められる限り，課税庁は処分を行わなければな
らないこと等から，原則として調査手続の違法は課税処分に影響を及ぼさないことを示し
ている。ただし，例外的に，刑罰法規に触れる，公序良俗に反する，社会通念上相当な限
度を超えて濫用にわたる等，調査を欠くのに等しいと評価されるほど，調査手続に重大な
違法が認められる場合には，処分の取消事由になり得ると解している。 

 
通則法改正後においても，改正前の通説とされる 253重大違法限定説の考え方により課税

 
251 木山・前掲注（19）261 頁は，「このような見解は，調査の違法が処分の違法に影響を
与える可能性を肯定するもので……，調査の違法によって処分が違法になることを一般論
としては認めます」と述べる。 
252 東京高判平成 3 年 6 月 6 日・前掲注（10）。 
253 奥谷健「国税通則法の課題－調査手続及び更正の理由付記を中心に－」税法学 586 号
（2021 年）173 頁参照。 
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処分の効力を判断する見解として，第 1 章第 3 節で提示した東京高裁令和 4 年判決の原判
決である宇都宮地裁令和 3 年 12 月 23 日判決 254がある。 

調査終了手続の違法について争われた裁判例は他にも存在するが，そのほとんどが，上
記の東京高裁平成 3 年 6 月 6 日判決と同様の判断基準を示した上で，処分の取消しを求め
る納税者の主張を排斥している 255。 
 
ウ 金子説 
 金子宏は，「質問検査権は，租税の公平・確実な賦課徴収のために認められた権限であ
るから，その行使が違法に行われた場合に，それに基づく更正・決定が常に違法になると
はいえないであろう。しかし，質問・検査が，広い意味で租税確定手続の一環であるのみ
でなく，公権力の行使であって，納税義務者の利害関係に種々の影響を及ぼすことにかん
がみると，質問・検査がその前提要件を欠く場合（たとえば，相手方の意に反して検査を
強行した場合）など著しい違法性を有する場合は，それに基づく更正・決定は違法になる
と解すべきであろう」256と述べる。 
 
 なお，重大違法限定説に類するものとして，証拠排除説がある 257。この説は，手続の違
法性の程度が甚だしい場合に，その手続によって収集された証拠が排除されることがある
という考え方である 258。証拠排除説は，「手続の違法性の程度が甚だしい」という点で，
重大違法限定説と大きく変わるものではないが，「当該証拠が排除されるに過ぎない」と
考える点に特徴がある 259。 

 
254 宇都宮地判令和 3 年 12 月 23 日・前掲注（37）。 
255 ほかに，東京地判平成 31 年 2 月 20 日・前掲注（4），横浜地判令和元年 9 月 18 日・前
掲注（184），東京高判令和 3 年 8 月 25 日・前掲注（8），東京地判令和 4 年 4 月 15 日公刊
物未登載（LEX/DB 25605234）等がある。なお，東京高判令和 3 年 8 月 25 日・前掲注
（8）は，基準としては重大違法限定説を採用しているものの，あてはめにおいては同 3 項
の趣旨に触れていることから，後述する改正趣旨重視説に近い見解であるとも考えられる。
改正後も基本的には重大違法限定説が妥当との立場を採るものとして，原・前掲注（21）
29 頁がある。 
256 金子・前掲注（68）1004-1005 頁。高野幸大「調査の手続」日税研論集 25 号（1994
年）158 頁も同旨と思われる。 
257 「証拠排除説」という用語は，木山・前掲注（19）263 頁が用いるものである。 
258 木山・前掲注（19）263 頁参照。 
259 木山・前掲注（19）263 頁参照。木山は，「この点で，重大な違法に限られるものの，
処分の違法を例外的には認める『重大違法限定説』よりも救済の範囲が狭くなってい」る
と説明する（同 263 頁）。 
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証拠排除説を採用すると考えられる見解として，東京地裁昭和 61 年 3 月 31 日判決 260

や，南説 261があるが，本論文は調査過程（資料収集過程等）ではなく，調査終了手続につ
いて論じるものであるため，ここで確認するにとどめることとする。 

 
4. 改正趣旨重視説 

通則法改正後の見解として，以下がみられる。 
(1) 舘説 

舘彰男は，実定法化された手続の実効性の担保や，手続的保障原則の重視という立法趣
旨に鑑みれば，「実定法化された手続について調査手続違反が認められる場合には，原則
として課税処分は取り消され，例外的に，手続法違反が軽微なものであり，あえて取り消
される必要がないような場合は，課税処分の効力に影響がないという判断基準をとるべき」
と述べる 262。 
 
(2) 森説 
 森文人は，「問題の解決に当たっては，税務調査手続が新たに法令に規定されたという
ことを大きな次元の変化と認識し，この新たに規定された法令の解釈によって解決が図ら
れるべきであり，その際，手続が法定された立法趣旨・立法目的に合うように法令を解釈
するという基本に立ち戻ることが肝要」と指摘した上で，新たに法定化された手続につい
ては，「通則法がその手続を要求している趣旨目的に照らし，調査手続に『趣旨目的に反
するほど重大な違法』があるかどうかによって，課税処分の効力を判断する」べきである
との見解を示す 263。 
 そして，法定された手続ごとに手続の違法と課税処分との関係を検討している。 

法 74 条の 11 第 2 項については，課税庁の納税者に対する説明責任（納税者が自発的に

修正申告等を行うか否かを判断するための情報提供
．．．．

）に趣旨目的があると述べ 264，当該趣
旨に照らして，処分の取消しとなるか否かを後述するケースに分けて考察している。 
 
(3) 作田説 

 
260 東京地判昭和 61 年 3 月 31 日判時 1190 号 15 頁。その他，証拠排除説をとる裁判例と
して，那覇地判昭和 63 年 8 月 10 日税資 165 号 458 頁，広島地判平成 2 年 7 月 20 日税資
180 号 312 頁，富山地判平成 9 年 3 月 26 日税資 222 号 1285 頁等がある。 
261 南博方『行政法〔第 6 版補訂版〕』（有斐閣，2012 年）196 頁，同「推計課税の理論的
検討」租税法研究 3 号（1976 年）123 頁参照。 
262 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）176-177 頁〔舘執筆部分〕参照。 
263 森・前掲注（22）120 頁，225-226 頁，270 頁参照。 
264 森・前掲注（22）122 頁，254-256 頁参照。 
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作田隆史は，通則法改正により法定された法 74 条の 11 第 2 項「調査結果の説明」は，

納税者が修正申告すべきか判断するための必須の情報の提供
．．．．．

であり，「理由の提示」とい
う適正手続四原則と同様の機能を有すると述べる 265。加えて，平等取扱原則も考慮すれば，
納税者の権利としての意義を持つものであり，「その権利を意味のないものとするような
手続の瑕疵は処分の取消に結びつき得る，固有の価値を持つ手続である」と述べる 266。 
 ただし，具体的にどのような場合に処分の取消しに結びつくかの判断基準については，
明示していない。 
 
(4) 木山説 

その他，木山泰嗣は，「最高裁の判断は未だなく，裁判例の解釈論も確立されていない
が，特に，事前通知（同法 74 条の 9），調査終了手続(同法 74 条の 11)等に瑕疵（違反）が
あった場合の効果については，改正法の意義を重視した解釈がなされるべきであろう」267

とし，「税務調査についての先例は，手続的保障原則の観点から法定された改正法によっ
て修正が迫られるはず」であると述べる 268。 

しかし，具体的にどのような要素を考慮して課税処分の適法性を判断すべきかについて
は，「今後の裁判例の集積が必要」であるとする 269。 
 
(5) 東京高裁令和 4 年判決 

東京高裁令和 4 年判決 270は，「改正の趣旨からすると，税務当局が国税に関する調査結

果の内容について納税者に対する説明責任を果たさず，その結果，自ら納税義務の内容の
．．．．．．．．．．

確定を行う意思のある納税義務者
．．．．．．．．．．．．．．．

の修正申告等の機会
．．

が実質的に失われたと評価される事
案については，税務当局による説明義務が定められた趣旨に反するものとして，当該手続

 
265 作田・前掲注（17）4-5 頁参照。 
266 作田・前掲注（17）62-63 頁参照。作田は，「事前通知」や「提出物件の留置」の規定
については，あくまで「円滑な行政を確保するための手続であり，手続固有の価値を持た
ない手続」と考えられることから，「処分を取り消して権利を保護するまでの手続固有の
価値を考えるのは難しい」との見解を示す（同 63 頁）。 
267 木山・前掲注（128）206 頁。 
268 木山・前掲注（128）206 頁。 
269 木山泰嗣「判批」青山ビジネスロー・レビュー13 巻 2 号（2024 年）37 頁参照。このほ
か，改正の趣旨を踏まえると重大性の基準が改正前とは変更されていると指摘する奥谷論
文があるが，主に事前通知手続の違法と加算税との関係から課税処分の効力を論ずるもの
であり，調査終了手続の適法性についての具体的な判断基準を示すものではない（奥谷・
前掲注（20）3 頁以下）。 
270 東京高判令和 4 年 8 月 25 日・前掲注（6）。 
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を経てされた課税処分を違法な処分として取り消すべき場合があると解される。〔傍点及
び下線は筆者〕」と判示する。 

この判決は，法 74 条の 11 第 2 項の改正趣旨を踏まえた判断基準を示している。前述の
とおり，原審 271では，改正前の裁判例を踏襲して重大違法限定説が採られていたが，本判
決では，「改正の趣旨に照らせば」，こうした「主張は，採用することはできない」と明確
に否定された。この点につき，「従前の裁判例の見直しを行い，改正法の趣旨を尊重した
解釈を行った本判決の意義は重い。」272と評価されている。 

また，先行研究では結果説明は「情報提供」であると論じられていたが，本判決は修正
申告等の「機会」が失われたような場合は法 74 条の 11 第 2 項の趣旨に反すると判示して
いる。さらに，「自ら納税義務の内容の確定を行う意思」を納税義務者が有していたかと
いう点についても，処分の取消しを判断する上で考慮要素としていると思われる。 

 
これら(1)ないし(5)の見解は，課税処分に違法をもたらす手続の違法性の程度や，判断

上考慮すべき要素について差異がみられるものの，いずれも，改正法の趣旨や意義を重視
した上で課税処分への効力を判断すべきとしている点で共通しているといえる。 

本論文ではこれらの見解を以下「改正趣旨重視説」とする。 
 

第 2 節 判断基準の提示 
 以上を踏まえて，違法な税務調査手続が行われた場合に，どのような基準をもって課税
処分の違法性を判断すべきであるかにつき検討する。 
 
1. 改正趣旨重視説の妥当性 

第 3 章第 1 節の租税法律主義で確認したとおり，租税法は強行法であり課税要件が充足
されている限り法律で定められた税額を徴収することが課税庁に求められる一方で，租税
の賦課は公権力の行使であることから，定められた適正な手続で行わなければならない 273。 

この点につき舘彰男は，「課税処分が取り消されるべきかという問題は，……合法性の
原則を重視するか，手続的保障原則を重視するかに帰着する。」274と述べる。 

 
271 宇都宮地判令和 3 年 12 月 23 日・前掲注（37）。 
272 木山・前掲注（11）121 頁。青木丈「判批」税務 QA 257 号（2022 年）62 頁も，「本判
決の意義は，その原判決の判示を否定し，新たな判断枠組みを示したこと」にあると示す。
同様に，本判決の判断枠組みを肯定的に解する見解として，向笠太郎「判批」税理66巻10
号（2023 年）160-161 頁，倉見智亮「判批」新・判例解説 Watch33 号（2023 年）243-244
頁がある。 
273 金子・前掲注（68）86-88 頁参照。 
274 日本弁護士連合会日弁連税制委員会編・前掲注（14）175 頁〔舘執筆部分〕。 
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また，田中治は，「納税者の手続上の権利を侵害する可能性があるからといって，実体
法上の正しい税額の追求という課題を放棄してよいものでな」く，同時に「正しい税額の
追求を根拠に納税者の手続的権利の保障を軽視してよいものでもない」とし，「相互に緊
張関係にあるこの二つの要請を，同時に実現することが求められ」ると説明する 275。 

さらに，山田二郎は，「課税処分は実体法の要件を充足している適法なものであるだけ
でな」く，「適正な手続きを踏んでいること」も必要であると述べる 276。 

上述した京都地裁昭和 47 年 4 月 28 日判決でも言及されたとおり，課税処分の効力の判
断にあたっては，その処分が適正な内容を実現するもの（以下，「適正な実体」という。）
であるか否かのみでなく，適正な手続を経てなされたもの（以下，「適正な手続」という）
であるか否かも審理の対象とされるべきである。 

このように，「実体面」と「手続面」のいずれにおいても適正さが求められるという点
に最大限留意しつつ，調査手続にどのような違法性が認められる場合であれば処分も違法
となるのかを考える必要がある。 
 この観点から，否定説は，実体法上の課税要件の充足のみに着目し，「適正な手続」を
軽視している考え方という点で妥当でなく，他方で，調査手続の違法が当然に課税処分の
取消事由となるとする肯定説も，手続を重視するあまり「適正な実体」を軽視する考え方
という点で妥当ではない 277。 

また，重大違法限定説は，刑罰法規に触れる等，手続の違法の程度が著しい場合に限り
例外として処分の取消しとなるとする考え方であるが，そのハードルはきわめて高いとい
うことができ，結局のところ同説も適正な実体に偏った考え方であるといえる。 

改正により税務調査手続があえて法律に明文化されたことを踏まえると，「重大な違法
でないから問題ないと一蹴するような平成 23 年改正前からの判例法理をそのまま適用する
こと〔下線は筆者〕」278は，手続を法定化した意義を失わせるおそれがあり妥当ではない
279。 

 
275 田中（治）・前掲注（88）25 頁参照。 
276 山田二郎「私が見た税を巡る点と線」週刊税のしるべ令和 5 年 10 月 2 日号（2023 年）
3 頁。また，木山・前掲注（128）207 頁は，「納税義務が確定するには，課税要件という
租税実体法の要件に加え，手続法が定める手続要件も満たす必要がある」と述べ，さらに，
増田・前掲注（235）212 頁も，適法な課税処分の要件は，「実体法上の適法要件……と手
続法上の適法要件の両者の充足にある。」と述べる。 
277 高野幸大は，客観的な所得に合致しているかという実体を重視するあまり手続的権利の
保障を無にしてはならず，また，手続を重視するあまり租税の公平確実な賦課徴収の実現
が損なわれることがあってはならないとする（高野・前掲注（256）157-158 頁参照）。 
278 木山・前掲注（19）266 頁。 
279 木山・前掲注（11）121 頁参照。 
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新たに法定された手続については，趣旨目的や，その手続の持つ意義を踏まえた解釈が
なされるべきである。よって，改正趣旨重視説が妥当である。 

 
2. 具体的な判断基準 

次に，法 74 条の 11 第 2 項の結果説明手続における判断基準を考察する。 
ここで，行政手続についての見解として，「手続的瑕疵が処分の取消理由となるか否か

は，手続を定めた法規の解釈問題となるが，その解釈の指針は，当面の主たる問題点が手
続的瑕疵が処分の実体的な正当性と無関係に取消事由となるか否かという点にあることか
らすると，当該法規が，手続に実体とは別個独立の価値を付与しているか否かという点に
置くべきであ〔る〕」280とする考え方がある。 

これは，当該手続自体に実体とは別個独立の価値を付与していると考えられる場合は，
手続は実体に従属する地位にとどまらず，（違法性の程度によって決することとなるが，）
手続の違反が処分の取消事由になり得るとする考え方である 281。 

このことから，手続の趣旨や意義を踏まえた上で，当該手続自体が実体とは別個に，独
立して付与している重要な価値はどこにあるのかを考慮することが必要なのではないかと
考えられる。 

第 3 章第 2 節で述べたとおり，法 74 条の 11 第 2 項は，納税者に修正申告等の機会を付
与するという点に最も重要な意義を有する手続である。これは，手続自体が持つ重要な意
義であり，当該規定が，手続に実体とは別個独立の価値を付与している点であるといえる。 

調査結果の説明を受けた上で適正な税額に修正しようとする意思のある納税者にとって，
説明の不実施等により，この機会が与えられず，不意打ちで更正決定等の処分がなされる
ことは，法 74 条の 11 第 2 項が規定する手続の重要な意義を失わせるものであり，それは
納税者の信頼を裏切り，ひいては申告納税制度の実効性を損なうおそれがある。 

したがって，同項の説明義務違反により，修正申告等の機会が実質的に失われたと評価
される場合には，手続自体が持つ重要な意義をないものとするほどの看過し得ない違法な
手続が行われたと考え，処分の取消事由となると解するのが適当である。 

ただし，法 74 条の 11 第 2 項の規定に反する手続であっても，自ら納税義務の内容の確

 
280 田中健治「行政手続の瑕疵と行政処分の有効性」藤山雅行＝村田斉志編『新・裁判実務
大系 第 25 版 行政争訟〔改訂版〕』（青林書院，2012 年）204 頁。なお，作田・前掲注
（17）57 頁は，同見解に対し，手続の持つ意味を重視した考え方として賛同する。 
281 田中（健）・前掲注（280）204 頁参照。また，田中は，「手続法規が，処分の内容的な
適正を図ることのみを目的として手続を定めている場合には，手続はいわば実体に奉仕な
いしは従属する地位に置かれているのであるから，手続違反があったとしても，そのこと
のみをもって，実体と無関係に取消事由になるとは解し難い。」と述べる（同 204 頁）。 
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定を行う意思が納税者にない場合や，納税者が自らその機会を放棄したといえるような場
合にまで，課税処分の取消事由となるべきではない。 

なぜなら，法 74 条の 11 第 2 項が機会を付与しているといえる修正申告等の制度は，適
正な税額を確定させようとする納税者の自主性・主体性が尊重された制度であるからであ
る。 

以上を踏まえると，東京高裁令和 4 年判決が示すとおり，「自ら納税義務の内容の確定を
．．．．．．．．．．．．．

行う意思のある納税義務者
．．．．．．．．．．．．

の修正申告等の機会
．．．．．．．．

が実質的に失われたと評価される事案につ
いては，税務当局による説明義務が定められた趣旨に反するものとして，当該手続を経て
された課税処分を違法な処分として取り消すべき〔傍点及び下線は筆者〕」であると考える
282。 

このように解することは，「実体面」と「手続面」のいずれにおいても適正さが求めら
れるという観点からも，そして，「課税庁の納税者に対する説明責任の強化」という法 74
条の 11 第 2 項の趣旨や，申告納税制度における修正申告等の意義を踏まえても，妥当な結
論であると考える。 
 
第 3 節 裁判例等へのあてはめ 
 前節で提示した基準に基づき，課税処分が取り消されるケースとは具体的にどのような
場合であるのか，説明義務要件を中心に，近年の裁判例等へのあてはめを行うことにより
検証する。 

先行研究である森論文では，以下の 4 つのケースに分け，手続の違法と課税処分の取消
しの可否を提示している 283。 

 
ケース 手続の違法 課税処分の取消し 

手続の完全懈怠 違法 趣旨目的を没却する重
大な違法があるため取
消事由となる。 

納税者等が説明を受けることを拒否し
たなど，課税当局として説明責任を果
たしたといえる場合 

適法 ― 

手続の完全懈怠により説明をしなかっ
たが，調査結果の内容と同等のものが
既に示され，納税者もこれを了知し得

違法 趣旨目的を没却する重
大な違法とはいえない
ため取り消されない 

 
282 なお，東京高裁令和 4 年判決は，正確には「取り消すべき場合がある」と判示するにと
どまる。 
283 森・前掲注（22）122-123 頁参照。 
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る状態にあり，それと同一の内容の課
税処分が行われた場合 
納税者が修正申告等をするか否かを判
断できる程度の内容を説明した場合 

適法 ― 

（森論文をもとに筆者作成） 
 

 これを参考にしつつ，「自ら納税義務の内容の確定を行う意思のある納税義務者」の
「修正申告等の機会が実質的に失われた」か否かという判断基準に基づいて，課税処分が
取り消されるのはどのような場合かにつき検証を行う。 
 
1. 調査結果の説明をすべきであるのに実施しなかった場合 
(1) 考え方 

調査結果の説明をすべきであるのに実施しなかった場合とは，例外的に説明不要として
よい場合（「課税庁側の相応の努力」と「納税者側の利益放棄」が認められる場合）に該
当しないにもかかわらず，結果説明を実施せずに調査を終了した場合である。 

この場合，前章で検討した説明義務要件を満たさないため，まず，手続は違法となる。 
たとえば，特段の事情なく説明が行われなかった場合や，課税庁が説明の機会を設ける

努力を怠った場合が考えられる。この場合は，「自ら納税義務の内容の確定を行う意思の
ある納税義務者の修正申告等の機会が実質的に失われ」るケースが多いと思われるため，
基本的には課税処分の取消事由となる手続の違法となると考える。 

調査結果の説明を受け，非違内容を聞いて必要であれば正しい税額へ修正しようと考え
ていた納税者にとっては，不意打ちの処分がなされることとなるからである。 

ただし，たとえば修正申告等を行わない意思表示が納税者から事前に示されていたケー
スであれば，「自ら納税義務の確定を行う意思のある納税義務者の修正申告等の機会が実
質的に失われた」とまではいえないため，処分の取消事由とはならないと考えられる 284。 
 
(2) 横浜地裁令和元年判決への当てはめ 
 横浜地裁令和元年判決では，複数回にわたり納税者へ架電をしていたこと，3 回にわた
って調査結果の説明のために来署を求める旨が記載された連絡票を郵送していたこと，2
回目及び 3 回目に郵送された連絡票には，来署しない場合には調査結果の説明に応じる意
思がないものとして更正処分を行う旨が明示されていたにもかかわらず来署しなかったこ
とが認められる。 
 当事案は，課税庁側の相応の努力及び納税者側の利益放棄が認められるケースである。

 
284 納税者側から「修正申告書の提出を行うつもりはない」と示されていた事例として，国
税不服審判所裁決平成 29 年 8 月 21 日・前掲注（216）がある。 
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したがって，そもそも手続は適法であり，処分の適法性も問題とならないケースであると
考えられる。 
 
2.  本人同意なく，税務代理人のみの態度から利益放棄を判断して，調査結果説明を行わな
かった場合 
(1) 考え方 

本人同意なく税務代理人のみの態度から利益放棄を判断して，調査結果の説明を行わな
かった場合，納税義務者に対する説明義務要件を満たさないため，まず，その手続は違法
となるが，さらに，その違法な手続が課税処分の取消事由となるかを判断するにあたって
は，納税者自身が，その後処分がなされることを予知できていたかという観点が，特に重
要となると考えられる。 

なお，前述したとおり，従来は本人同意の意思を示すにあたり，別途で同意書の提出が
必要とされていたが，令和 6 年 4 月 1 日以後は，税務代理権限証書の様式に，「調査の終
了の際の手続に関する同意」欄が設けられており，そのチェック欄にチェックさえすれ
ば，納税者は，税務代理人へ説明を代えてよいことの意思表示（本人同意）ができる。 

税務代理権限証書を提出しているにもかかわらず，この同意欄にあえてチェックをして
いないのであれば，納税者が自身で説明を聞く意思を示しているとも捉えることができ
る。以上より，本人同意がなければ，代理人ではなく「納税義務者」本人が実質的に「機
会」を失っていないかという点から判断すべきであると考える。 

 
(2) 東京高裁令和 2 年判決へのあてはめ 
 東京高裁令和 2 年判決では，本人同意がなかったこと，そして，納税者本人の電話番号
を了知していたにもかかわらず，納税者本人に対して一度も接触しようとせず，税務代理
人のみの態度から利益放棄を判断して調査結果の説明を実施しなかったことが窺われる。 
 この場合は，「自ら納税義務の内容の確定を行う意思のある納税義務者の修正申告等の
機会」を実質的に失わせる手続の違法といえ，処分の取消しに繋がり得ると考える。 
 納税者からすると，調査結果の説明を聞いた上で，修正申告等の必要があれば提出し，
自ら正しい税額を確定しようと考えていたにもかかわらず，一度も連絡がなく，処分が不
意打ちになされた可能性があるからである 285。 

先に述べたとおり，調査結果の説明を聞く権利は，本人同意がない以上，納税者本人に
帰属する権利である。したがって，東京高裁令和 2 年判決は，処分の取消しに繋がるケー
スであると考える。 
 
(3) 東京高裁令和 4 年判決へのあてはめ 

 
285 同判決において，原告は，不意打ち的に課税処分を受けたと主張している。 



80 
 

 東京高裁令和 4 年判決では，調査結果の説明のため，調査担当職員が事務所を訪問し，
納税者本人も同席していた事実が認められている。さらに，調査担当職員が説明を最後ま
で聞く意思があるか確認したところ，代理人が聞く意思がないと述べたこと，担当者は，
納税者側が説明を受けることを拒否したとして調査結果の説明をせずに処分を行う旨を告
げた上で退席したこと等が認められる。 
 この事案の場合，本人同意なく代理人の言動等から利益放棄を判断していると捉えれ
ば，納税者に対する説明義務要件を満たさず，手続は違法となる可能性がある。しかしな
がら，納税者本人が同席していたことや，結果説明をせずに処分を行う旨を告げた等の事
実を考慮すると，その後更正処分がなされた際，納税者にとってその処分が予知せずされ
たとまでは考えにくい。課税庁側が説明を聞く意思がないと判断したことを伝えているこ
とからもなおさらである。 
 したがって，本件の場合は，仮に手続が違法であったとしても，「自ら納税義務の内容
の確定を行う意思のある納税義務者の修正申告等の機会が実質的に失われた」とまではい
えず，処分が取り消されるとはいえないケースであると考える。 
 
3.   調査結果の内容と同等のものが既に示されていた場合 

上記であげた先行研究である森論文が提示する，「手続の完全懈怠により説明をしなか
ったが，調査結果の内容と同等のものが既に示され，納税者もこれを了知し得る状態にあ
り，それと同一の内容の課税処分が行われた場合」の検証を行う。 
 このケースは，森が「手続は違法であるが，処分は取り消されない」場合として挙げて
いるものである。 
 まず，手続の完全懈怠による説明不実施であることから，説明義務要件を満たしておら
ず，手続は違法となる。 
 森論文では，法 74 条の 11 第 2 項の趣旨を，「修正申告等を行うか否かを判断するため

の情報提供
．．．．

〔傍点は筆者〕」であると説明していることから，仮に，結果説明を実施しな
かったとしても，それ以前に情報が提供されているのであれば，趣旨目的に反するとまで
はいえず，処分は取り消されないと解しているものと考えられる。 
 しかしながら，前述したとおり，調査の終結にあたり結果説明がされたあと，修正申告
等を納税者が行わなければ課税処分がなされることを考慮すると，法 74 条の 11 第 2 項
は，修正申告等の「機会」を付与するという点においても重要な意義を有する手続である
と考えられる。 
 したがって，仮に，同等の内容が調査の過程で既に示されていたとしても，結果説明手
続の不実施により「自ら納税義務の内容の確定を行う意思のある納税義務者の修正申告等
の機会が実質的に失われた」と評価できる場合は，処分は取り消されるべきである。 
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第 4 節 小括 
 本章では，結果説明手続の違法が課税処分へ与える影響について考察した。 
  
1. 改正趣旨重視説の妥当性 

まず，見解の整理では，調査手続の違法は課税処分の取消事由とはならないとする「否
定説」，調査手続の違法は当然に課税処分の取消事由となるとする「肯定説」，調査手続に
重大な違法がある場合には処分の取消事由となるとする「重大違法限定説」，改正法の趣
旨や意義を重視した上で調査手続の違法が課税処分の取消事由となるかを判断すべきとす
る「改正趣旨重視説」に分類して整理した。 

課税処分の適法性の判断に当たっては，その処分が適正な内容を実現するものであるか
否かのみでなく，適正な手続を経てなされたものであるか否かも審理の対象とされるべき
である。なぜなら，課税処分は実体法の要件を充足している適法なものであるだけでなく，
適正な手続きを踏んでいることも必要であるからである。 
 したがって，「実体面」と「手続面」のいずれにおいても適正さが求められるという点
に最大限留意しつつ，調査手続にどのような違法性が認められる場合であれば，処分も違
法となるのかを考えるべきである。 

この観点から，否定説は，実体法上の課税要件の充足のみに着目し，「適正な手続」を
軽視している考え方という点で妥当でなく，他方で，調査手続の違法が当然に課税処分の
取消事由となるとする肯定説も，手続を重視するあまり「適正な実体」を軽視する考え方
という点で妥当ではない。 

改正により税務調査手続があえて法律に明文化されたことを踏まえると，新たに法定さ
れた調査手続については，趣旨目的や，その手続の持つ意義を踏まえた解釈がなされるべ
きである。よって，改正趣旨重視説が妥当である。 
 
2. 具体的な判断基準 

次に，違法な結果説明手続に基づきなされた課税処分が取り消されるべき場合の具体的
な判断基準を論じた。 

この点，当該手続規定が，実体とは別個独立して有している重要な価値はどこにあるの
かを考慮することが必要である。 

第 3 章で述べたとおり，法 74 条の 11 第 2 項は，納税者に修正申告等の機会を与えると
いう点に最も重要な意義を有する手続である。これは，手続自体が持つ重要な意義であり，
当該規定が，手続に実体とは別個独立の価値を付与している点である。 

したがって，同項の説明義務違反により，修正申告等の機会が実質的に失われたと評価
される場合には，手続自体が持つ重要な意義をないものとするほどの看過し得ない違法な
手続が行われたと考え，処分の取消事由となると解するのが適当である。 

ただし，法 74 条の 11 第 2 項の規定に反する手続であっても，自ら納税義務の内容の確
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定を行う意思が納税者にない場合や，納税者が自らその機会を放棄したといえるような場
合にまで，課税処分の取消事由となるべきではない。 

なぜなら，同項が機会を付与しているといえる「修正申告等」の制度は，適正な税額を
確定させようとする納税者の自主性・主体性が尊重された制度であるからである。 

以上より，東京高裁令和 4 年判決が示すとおり，「自ら納税義務の内容の確定を行う意思
のある納税義務者」の「修正申告等の機会が実質的に失われた」か否かという判断基準に
より，違法な結果説明手続に基づきなされた課税処分の取消しの可否を判断すべきである。 

 
3. 裁判例等へのあてはめ 
 この基準に基づき，説明義務要件を中心に，近年の裁判例等へのあてはめを行った。 
 まず，説明義務要件を満たさない違法な手続が行われた場合，上記で示した基準を満た
すケースが多いと思われるため，基本的には課税処分も違法となると考えられる。ただし，
たとえば修正申告等を行わない意思表示が納税者から示されていた場合であれば，「自ら
納税義務の内容の確定を行う意思のある納税義務者の修正申告等の機会が実質的に失われ
た」とまではいえないため，違法な手続であっても処分の取消事由とはならないケースと
いえる。 
 横浜地裁令和元年判決は，課税庁側の相応の努力及び納税者側の利益放棄が認められる
事案である。したがって，そもそも手続は適法であるといえ，処分の適法性も問題となら
ないケースであると考えられる。 
 東京高裁令和 2 年判決は，納税者からすると，一度も連絡がなく，処分が不意打ちにな
された可能性が高い。したがって，「自ら納税義務の内容の確定を行う意思のある納税義
務者の修正申告等の機会が実質的に失われた」と評価できることから，当該違法な手続に
基づきなされた課税処分は取り消されるべきである。 

東京高裁令和 4 年判決では，調査結果の説明のために税務職員が事務所を訪問した際に
納税者本人が同席していたことや，課税庁側が説明を聞く意思がないと判断したことを伝
え，説明をせずに処分を行う旨を告げた等の事実を考慮すると，その後更正処分がなされ
た際，納税者にとってその処分が予知せずされたとまでは考えにくい。したがって，「自
ら納税義務の内容の確定を行う意思のある納税義務者の修正申告等の機会が実質的に失わ
れた」とまではいえず，違法な手続であったとしても処分の取消事由とはならないケース
といえる。 
 先行研究である森論文は，調査結果の内容と同等のものが既に示されていた場合は手続
の完全懈怠により説明が不実施であっても，処分は取り消されないと示している。これ

は，森が，法 74 条の 11 第 2 項の趣旨を，修正申告等を行うか否かを判断するための情報
．．

提供
．．

と解しているためであると考えられる。しかし，仮に，同等の内容が調査の過程で既
に示されていたとしても，結果説明手続の不実施により「自ら納税義務の内容の確定を行
う意思のある納税義務者の修正申告等の機会が実質的に失われた」と評価できる場合は，
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処分は取り消されるべきである。 
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おわりに 

本論文では，国税通則法 74 条の 11 第 2 項に規定する調査終了手続（本論文ではこれを
「結果説明手続」とした。）が違法となる場合について論じた。 
 法 74 条の 11 第 2 項は，平成 23 年 12 月の通則法改正により新たに創設された規定であ
る。近年，当該手続に違法があったとして，それに基づきなされた課税処分の取消しを求
める事案が複数あらわれているが，この規定には不明確な部分もあり，その判断基準は未
だ確立されていない。この点に疑問をもったことから本論文の主題を明らかにしたいと考
えた。 
 本論文では，問題点を，①結果説明手続が違法となる場合の判断基準が明確でないこと，
②当該手続が違法となる場合に課税処分へ与える影響が明確でないこと，に大別して検討
を行った。 
 ①の問題については，特に，先行研究では十分に論じられていないと思われる，説明義
務は絶対的義務であるのか，例外が認められるのはいかなる場合か（本論文ではこれを
「説明義務要件」とした。）を中心に考察を行った。その結果，例外的に説明不要として
よい場合はきわめて限定的に解すべきであり，課税庁側の相応の努力と納税者側の利益放
棄の双方が必要と考えるべきとの結論に至った。 
 ②の問題については，従来の通説である，いわゆる重大違法限定説を初めて明確に否定
した東京高裁令和 4 年判決の考え方から示唆を得て，改正の趣旨や申告納税制度における
修正申告等の意義等を考察した。そして，法74条の11第2項の重要な意義を明らかにし，
処分が取り消されるべき場合の判断基準を考察した。 
 改正により税務調査手続が法律に明文化されたことを踏まえると，その趣旨目的や手続
の持つ意義を重視した解釈がなされるべきである。特に申告納税制度における自主修正申
告等の重要性を考慮すると，「自ら納税義務の内容の確定を行う意思のある納税義務者の
修正申告等の機会が実質的に失われた」場合には，課税庁の納税者に対する説明義務が定
められた同項の趣旨に反するものとして，当該違法な手続に基づきなされた課税処分は取
り消されるべきである。 

なお，立法過程において書面交付の文言が削除されたため，現行法上，説明時の書面交
付は義務付けられていないと考えられる。しかし，納税者が修正申告等の要否を十分に検
討できるようにするためには，口頭による説明のみでは不十分なことも考えられることか
ら，法改正の余地があるのではないだろうか。 

最後に，納税者の属性等によって，「修正申告等をするか否かを判断」するに足る説明
の程度が異なる可能性も考えられるが，この点については裁判例の集積を待ち，今後の研
究課題としたい。 
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・増田英敏「判批」ジュリ 1562 号（2021 年）134 頁 
・増田英敏＝鈴木憲吾「判批」TKC 税研情報 30 巻 2 号（2021 年）1 頁 
・松沢智「租税行政手続法の法理とその展開」税務弘報 40 巻 1 号（1992 年）10 頁 
・三木義一「国税通則法改正関係」青山法学論集 54 巻 4 号（2013 年）75 頁 
・三木義一「租税手続法の大改革－平成 23 年度税制改正における国税通則法の改正」自由
と正義 63 巻 4 号（2012 年）35 頁 
・三木義一「納税者権利保護のための国税通則法の改正」月刊税務事例 44 巻 2 号（2012
年）1 頁 
・三木義一「判批」月刊税務事例 53 巻 7 号（2021 年）28 頁 
・三木義一＝酒井克彦「平成 23 年度税制改正の検証と提言」月刊税務事例 43 巻 5 号
（2011 年）1 頁 
・南博方「推計課税の理論的検討」租税法研究 3 号（1976 年）123 頁 
・南博方「租税法と行政法」租税法研究 11 号（1983 年）1 頁 
・南博方「租税手続の公正・透明化へ向けて」租税法研究 22 号（1994 年）1 頁 
・向笠太郎「判批」税理 66 巻 10 号（2023 年）156 頁 
・望月爾「納税者権利憲章の意義と課題」税法学 569 号（2013 年）233 頁 
・森文人「調査手続の違法と課税処分の関係について」税務大学校論叢 91 号（2018 年）
113 頁 
・矢田善久「改正国税通則法の意義と問題点－税務調査手続を中心に－」立命館法政論集
18 号（2020 年）1 頁 
・八ツ尾順一「質問検査権の行使と修正申告の慫慂」税理 51 巻 1 号（2008 年）133 頁 
・山口敬三郎「判批」租税訴訟 15 号（2022 年）341 頁 
・山下清兵衛「税務調査拒否事件と告知・弁明・防衛の機会付与」租税訴訟 14 号（2021
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年）36 頁 
・山下学「行政手続法と税務調査・事前手続に関する一考察」『租税行政と納税者の救済
－松沢智先生古稀記念論文集』（中央経済社，1997 年）81 頁 
・山下学「『国税通則法』の改正なくして考える税務調査・行政指導」月刊税務事例 41 巻
8 号（2009 年）32 頁 
・山下学「税務調査における適正手続の保障－青色申告者憲章と租税行政手続法制定の必
要性 (租税公正基準)」租税訴訟 7 号（2014 年）59 頁 
・山田二郎「最近の納税環境整備の動向とその評価」税研 29 巻 6 号（2014 年）30 頁 
・山田二郎「私が見た税を巡る点と線」週刊税のしるべ令和 5 年 10 月 2 日号（2023 年）3
頁 
・山本未来「判批」ジュリ別冊 260 号（2022 年）204 頁 
・山本洋一郎「立法経緯とその教訓－本改正における日弁連とのかかわり－」自由と正義
63 巻 4 号（2012 年）43 頁 
・山本洋一郎「国税通則法改正について」自由と正義 65 巻 8 号（2014 年）29 頁 
 
【URL 等】 
・国税庁「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について（令和 3 年
6 月）
（https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/pdf/160701_01.pdf
）（最終閲覧日 2024 年 6 月 30 日） 
・内閣府「平成 22 年税制改正大綱」（平成 21 年 12 月 22 日） 
（https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1222zeiseitaikou.pdf）（最終閲覧日 2024
年 6 月 30 日） 
・内閣府「納税環境整備に関する論点整理」（平成 22 年 9 月 14 日） 
（https://www.cao.go.jp/zei-cho/history/2009-
2012/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/11/18/221006houkoku2.pdf）（最終閲覧日 2024
年 6 月 30 日） 
・内閣府「納税環境整備 PT 報告書」（平成 22 年 11 月 25 日） 
（https://www.cao.go.jp/zei-cho/history/2009-
2012/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/10/221125houkoku.pdf）（最終閲覧日 2024
年 6 月 30 日） 
・内閣府「平成 23 年税制改正大綱」（平成 22 年 12 月 16 日） 
（https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf）（最終閲覧日 2024
年 6 月 30 日） 
 
【裁判例】 
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最高裁 
・最判昭和 44 年 2 月 18 日判時 552 号 47 頁 
・最決昭和 48 年 7 月 10 日刑集 27 巻 7 号 1205 頁 
・最判昭和 60 年 4 月 23 日民集 39 巻 3 号 850 頁 
・最判昭和 63 年 12 月 20 日訟月 35 巻 6 号 979 頁 
・最判平成 5 年 3 月 11 日民集 47 巻 4 号 2863 頁 
・最判平成 18 年 4 月 20 日民集 60 巻 4 号 1611 頁 
・最判平成 23 年 6 月 7 日民集 65 巻 4 号 2081 頁 
・最決令和元年 6 月 14 日税資 269 号順号 13283 
・最決令和 3 年 2 月 12 日税資 271 号順号 13524 
 
高裁 
・東京高判昭和 45 年 10 月 29 日判時 611 号 22 頁 
・大阪高判平成 2 年 8 月 31 日税資 180 号 506 頁 
・東京高判平成 3 年 6 月 6 日訟月 38 巻 5 号 878 頁 
・東京高判平成 18 年 3 月 29 日税資 256 号順号 10356 
・大阪高判平成 25 年 1 月 18 日税資 263 号順号 12130 
・東京高判平成 27 年 10 月 15 日税資 265 号順号 12740 
・福岡高判平成 28 年 8 月 26 日税資 266 号順号 12897 
・広島高判平成 29 年 1 月 19 日税資 267 号順号 12960 
・東京高判平成 29 年 10 月 26 日税資 267 号順号 13083 
・東京高判平成 30 年 8 月 1 日税資 268 号順号 13174 
・東京高判平成 30 年 9 月 26 日税資 268 号順号 13193 
・福岡高判平成 30 年 10 月 31 日税資 268 号順号 13204 
・東京高判平成 30 年 12 月 6 日税資 268 号順号 13219 
・東京高判令和元年 11 月 6 日税資 269 号順号 13337 
・東京高判令和 2 年 3 月 4 日税資 270 号順号 13389 
・東京高判令和 2 年 8 月 26 日税資 270 号順号 13441 
・大阪高判令和 3 年 4 月 15 日税資 271 号順号 13550 
・東京高判令和 3 年 8 月 25 日税資 271 号順号 13597 
・東京高判令和 4 年 8 月 25 日公刊物未登載（LEX/DB 文献番号 25593735） 
 
地裁 
・長野地判昭和 26 年 1 月 25 日税資 18 号 464 頁 
・東京地判昭和 44 年 6 月 25 日判時 565 号 46 頁 
・東京地判昭和 45 年 11 月 30 日税資 60 号 750 頁 
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・大阪地判昭和 59 年 11 月 30 日行集 35 巻 11 号 1906 頁 
・東京地判昭和 61 年 3 月 31 日判時 1190 号 15 頁 
・那覇地判昭和 63 年 8 月 10 日税資 165 号 458 頁 
・広島地判平成 2 年 7 月 20 日税資 180 号 312 頁 
・千葉地判平成 2 年 10 月 31 日税資 181 号 206 頁 
・大阪地判平成 2 年 12 月 20 日税資 181 号 1020 頁 
・富山地判平成 9 年 3 月 26 日税資 222 号 1285 頁 
・東京地判平成 16 年 1 月 30 日税資 254 号順号 9542 
・大阪地判平成 24 年 2 月 2 日税資 262 号順号 11870 
・東京地判平成 27 年 1 月 22 日税資 265 号順号 12590 
・東京地判平成 28 年 2 月 18 日税資 266 号順号 12801 
・長崎地判平成 28 年 2 月 29 日税資 266 号順号 12812 
・長崎地判平成 28 年 5 月 10 日税資 266 号順号 12852 
・岡山地判平成 28 年 5 月 31 日税資 266 号順号 12860 
・東京地判平成 29 年 2 月 17 日税資 267 号順号 12980 
・千葉地判平成 29 年 11 月 15 日税資 267 号順号 13088 
・東京地判平成 30 年 1 月 16 日税資 268 号順号 13108 
・東京地判平成 30 年 4 月 16 日税資 268 号順号 13141 
・福岡地判平成 30 年 4 月 26 日税資 268 号順号 13150 
・横浜地判平成 30 年７月 4 日税資 268 号順号 13163 
・東京地判平成 31 年 1 月 18 日税資 269 号順号 13229 
・東京地判平成 31 年 2 月 20 日税資 269 号順号 13244 
・横浜地判令和元年 9 月 18 日税資 269 号順号 13313 
・東京地判令和元年 9 月 26 日税資 269 号順号 13318 
・東京地判令和元年 11 月 21 日税資 269 号順号 13343 
・東京地判令和 2 年 9 月 15 日税資 270 号順号 13452 
・大阪地判令和 2 年 6 月 25 日税資 270 号順号 13419 
・東京地判令和 2 年 10 月 15 日税資 270 号順号 13464 
・宇都宮地判令和 3 年 12 月 23 日税資 271 号順号 13649 
・東京地判令和 4 年 4 月 15 日公刊物未登載（LEX/DB 25605234） 
・東京地判令和 5 年 3 月 16 日公刊物未登載（LEX/DB 25608228） 
 
裁決 
・国税不服審判所裁決平成 27 年 5 月 26 日裁決事例集 99 集 38 頁 
・国税不服審判所裁決平成 27 年 8 月 4 日裁決事例集 100 集 160 頁 
・国税不服審判所裁決平成 28 年 5 月 20 日裁決事例集 103 集 1 頁 
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・国税不服審判所裁決平成 28 年 11 月 1 日裁決事例集 105 集 17 頁 
・国税不服審判所裁決平成 29 年 8 月 21 日裁決事例集 108 集 115 頁 
・国税不服審判所裁決平成 30 年 1 月 11 日裁決事例集 110 号 150 頁 
・国税不服審判所裁決平成 30 年 11 月 19 日裁決事例集 113 集 221 頁 
・国税不服審判所裁決令和元年 10 月 4 日裁決事例集 117 集 12 頁 
・国税不服審判所裁決令和 3 年 3 月 26 日裁決事例集 122 集 3 頁 
・国税不服審判所裁決令和 5 年 5 月 18 日裁決事例集 131 集 3 頁 
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